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１．序論

わが国の大学院入学者数における社会人の割合は

約14％。課程別にみると，修士課程では約９％，博

士課程では約42％が社会人である（2022年度）。こ

の傾向は，この10年間おおむね変わっていない１。

それら社会人大学院生（以降「社会人院生」）はど

のような学問的特性を持っているだろうか。大学院

生の１割以上が社会人院生であることを踏まえるな

らば，社会人院生に特有の学問的特性を考察するこ

とは重要な研究課題であろう。

しかし社会人院生の学問的特性についての研究は

これまであまりなされていない。近田政博による

と，日本の大学院教育の研究には二つの潮流，すな

わち国家政策などを扱うマクロな制度的研究と，学

生の葛藤などを扱うミクロな心理学的研究がある。

その中間に位置する，また本研究が扱うような，教

育実践に関する研究はほとんど行われてこなかった

という（近田 2008: 76）。大学院教育研究全体のな

かでも研究蓄積が薄く，さらに社会人院生のそれに

限ってみるならば，本研究テーマについての先行研

究はきわめて限定的である。

その数少ない研究蓄積において，社会人院生の学

問的特性は次のように説明されている。学習意欲が
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要約

社会人大学院生の多くが勤務先で文章を書く機会をもっている。そして，勤務先で書く実務的な文章と，大

学院で書くアカデミックな文章では，期待されるモードが異なる。それゆえに，勤務先での文章の書き方が身

についているからこそ，学術論文を書くことに一般の学生より苦労するといったフラストレーションを覚える

社会人院生が少なくない。社会人院生が実務的な文章の書き方に慣れていることは，学術論文を執筆したり，

書き方を学んだりするうえでの阻害要因になるだろうか。言い換えると，両者の執筆モードは不可避に干渉し

妨げあう関係にあるのだろうか。本研究では，この問いを元に，社会人院生の実務的な執筆習慣と学術的論文

の発表実績および執筆能力との関係について検討した。調査方法はアンケート調査で回答数は50人。そこで得

られたデータを記述的分析とフィッシャーの確立検定を用いて分析した。結果として，実務上の執筆習慣は，

学術論文を執筆したり学んだりするうえでの阻害要因ではなく，むしろ促進要因であることが示唆された。ま

た，実務上の執筆習慣と学術的な執筆のモード切り替えに混乱を覚える要因としては，両者の執筆モードが干

渉し対立する関係にあるからではなく，学術論文執筆能力の不足に起因する可能性が見いだされた。
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高く，研究関心が具体的であるといった社会人なら

ではの利点が指摘される。反対に，固定観念にとら

われやすい，時間的制約がある，それと関連して学

生同士で切磋琢磨する機会が少ない，よって研究の

進捗が指導教員との関係に左右されやすいといった

社会人ならではの欠点やディスアドバンテージも

指摘されている（近田 2008, 2015; 中村ほか 2019）。

また，社会人院生に限った特徴ではないだろうが，

学術論文を書く上での基礎的スキルの不足，より具

体的には文献調査に慣れていない，調査手法を知ら

ない，批判的な考察に慣れていないといった特徴

も指摘されている（近田 2008; 中村ほか 2019; 三輪

2020）。

ところで，社会人院生の多くは勤務先で文章を書

く機会をもっており，報告書，企画書，議事録やマ

ニュアルなど，さまざまな文章を執筆する（西谷内

2023）。そのように実務で執筆する習慣は，大学院

で学術論文を書いたり，またその書き方を学んだり

するうえで役に立つのだろうか，それとも障害にな

るのだろうか。そのような実務上の執筆習慣と学術

論文の執筆パフォーマンスとの関係についての研究

は管見の限り見当たらない。本研究は，社会人院生

の学問的特性に関する，新しいテーマに取り組むも

のである。

この研究課題は次のような経緯で見いだされた。

アカデミック・ライティングをテーマとして2022

年11月に開催された法政大学大学院公共政策研究

科設立十周年記念シンポジウムを準備する過程で，

同研究科に在籍する複数の院生からざっくばらんに

話を聞く機会があった。学術論文を書く上での苦労

話をたずねたところ，社会人院生ならではの興味深

い意見を聞くことができた。仕事上での文章の書き

方が「なまじ身についている」ので，学術論文を書

くことに「一般の学生より苦労した」というのであ

る。その「苦労」の内容としては，たとえば文章の

長さの違いが指摘された。実務上では文章をA4で

１ページにまとめる必要があり，それ以上だと読ん

でもらえない場合もある。そういう「書き方，考え

方」に慣れている。文章は「実務においては短けれ

ば短いほどいい」。よって，何万字も書くという学

術論文の書き方，考え方に適応しづらい。「社会人

だから，仕事におけるルールがあってそこから抜け

られない」などといった内容であった２。

ここで示された論点は，早稲田大学のアカデミッ

ク・ライティング教育部門長である佐渡島沙織が指

摘するところの，社会人院生が書く文章の特徴と符

合する。「社会で仕事をしてきた人の文章」は「効

率よく要点を伝える」文章であり，また勤務先の習

慣や定型に沿った書き方だという。それは箇条書

きや体言止めを使い，「表現の緻密さよりもスピー

ドを重視」するような文章である（佐渡島 2023: 

9-10）。社会人院生の，効率的に要点がまとめられ

るという特徴は，学術論文を執筆するうえでもアド

バンテージとなろう。しかし「緻密」ではないとい

う特徴は，それが論証の弱さに影響するならば，深

刻なディスアドバンテージとなろう。

この社会人院生に特有の「苦労」，すなわち実務

上の執筆習慣と学術論文のモードが干渉するという

フラストレーションの実態を客観的に把握するため

に，同シンポジウムに先立って実施したアンケート

調査にこの論点を組み込んだ。アンケート調査の詳

細については後述するが，ここでは関連する結果に

ついて簡単に言及しておく。まず，勤め先で文章

を書くと回答した人のうち約70％がこのフラスト

レーションを経験していた。次に，フラストレー

ションの要因としては，先に指摘されていた文章の

「簡潔―緻密」の違いのほかに，次のような項目に

ついての混乱が生じていることがわかった。言葉の

使い方，想定される読み手，主観の扱い，オリジナ

リティの必要性，先行研究への応答，引用作法であ

る（西谷内 2023: 71-73）。

このように，実務上の執筆のモードと学術上の執

筆のモードには一定の乖離があり，社会人院生は両

者のモードを使い分けなくてはならず，その使い分

けにはしばしば混乱の伴うことがわかった。このこ

とは，実務的な文章を書くことと学術的な文章を書

くことが不可避に干渉し，妨げあう関係にあること

を意味するのだろうか。

本研究における筆者の作業仮説は否である。実務

上の執筆習慣は必ずしも，学術的文章を執筆するさ
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いの阻害要因になるわけではないと考える。社会人

院生が実務的な文章と学術的な文章の間のモード切

り替えにフラストレーションや困難を覚えるとすれ

ば，両者のモードが不可避に干渉する性質をもつか

らではなく，（モード切り替えに困難を覚えるとこ

ろの）社会人院生が学術的な文章の定義やかたちを

明確に理解していないことに起因すると考える。青

年院生であっても論文の定義やかたちを体得するま

では暗中模索の執筆訓練を経験するわけで，社会人

院生もちょうど同様の模索を経験しているにすぎな

い。いいかえると，実務的な文章と学術的な文章の

両方の輪郭を熟知している社会人院生は，両者の

モードを切り替えて書き分けることにそれほど困難

を覚えないと予想する。このような仮説を元に本稿

では分析を進める。

本研究の目的は，多くの社会人院生がアカデミッ

ク・ライティングにおいて経験しているフラスト

レーションの原因を明らかにし，解決の糸口を見い

だすことである。次節では，本研究の調査と分析の

方法を説明する。続いて，結果，考察，結論の順に

議論をすすめる。

２．調査・分析の方法

2.1．調査データの収集方法

この節では本研究の調査と分析の方法を説明す

る。調査手法はアンケート調査である。具体的には，

法政大学大学院公共政策研究科設立十周年記念シン

ポジウムに先立ってアカデミック・ライティングに

関するアンケート調査を実施した。本研究では，そ

のアンケート結果の一部を分析の対象とする。

アンケート調査の対象は同研究科および連帯社

会インスティテュートの在籍院生144名である。こ

れには休学者も含まれる。法政ポータルサイト

（Hoppii）の「お知らせ配信」を介して回答を依頼

し，Google フォームで回答を回収した。回答期間

は2022年10月10日から10月31日までとしていたが，

期限後の11月４日に回答された１件も分析対象に

含めた。結果的に回答数は50件，回答率は35％であ

る。すべてが有効回答であった。

　アンケートの質問内容は，フェイスシート項目に

加えて，学術論文の発表実績，学術論文の学習経験，

学術論文執筆に関する能力の自己評価，学術論文の

書き方の学習方法，今後の研究科のライティング教

育といった項目で実施した（西谷内 2023）。その中

から本研究では，フェイスシート項目の一部，学術

論文の発表実績，そして学術論文執筆に関する能力

の自己評価の結果をもとに分析を行う。

2.2．分析方法

データの分析は大きく二つの段階に分けて実施す

る（図１）。一段階目は，勤務先で実務的な文章を

書くグループと書かないグループを比較する。二段

階目は，一段階目で抽出された実務執筆群のうち，

実務的な文章のモードと学術的な文章モードとの切

り替えに「頻繁に困難を覚える」「たまに困難を覚

える」「困難を覚えたことはない」と回答した３つ

のグループを比較する。比較する項目はおもに，学

術論文の発表実績および執筆能力についての自己評

価である。分析ツールは記述的分析とフィッシャー

の正確確率検定（両側）を用い，有意水準は５％と

する。統計ソフトはEZRを使用した。

図１　分析項目の概要
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2.3．学術論文執筆能力の構成要素モデル

　学術論文の執筆能力はどのように測定できるだろ

うか。そもそも学術論文を執筆する能力はどのよう

な要素から成り立っているだろうか。この問いはそ

れ自体が大きな研究テーマとなるため本稿で深くは

扱わない。ここでは本研究で用いた評価モデルにつ

いて――その完成度や是非はともあれ――その考え

方について説明する。図２は，二通信子ほか（2004）

が提示した「アカデミック・ライティングの構成要

素」という図をもとに，筆者が自身の問題関心に則

して大幅に手を加えたものである。その際には，ア

カデミック・ライティングの複数のテキストから，

ライティング教育で扱われている学習項目を抽出し

た（たとえばTuribian 2018; 佐渡島・吉野 2021; 小

熊 2022; 井下 2019）。また，プロダクトアプローチ，

プロセスアプローチ，ポストプロセスアプローチと

いった，ライティング教育の変遷についての議論も

参考にした（この議論は西谷内 2022にまとめた）。

　このモデルでは学術論文を執筆するために必要な

諸能力を，「専門」「作法」「研究」「基礎」という４

つのカテゴリーに分けて捉える。そのうち，大学や

大学院におけるライティング教育の主な対象となる

のが「作法」と「研究」である。「作法」は知識の

領域であり，学術論文の定義や型を知識として分

かっているか否かが問題となる。比較的短期間で獲

得できる能力であるが，「知っている」ではなく「分

かっている」という段階，つまり聞いたことがある

だけではなく，理屈を納得し，他者に説明できる程

度に理解が定着していることが期待される。それに

対して「研究」は「出来る」の段階であり，それは

すなわち技術の領域である。「作法」の知識はもち

ろんのこと，「専門」や「基礎」の能力を適宜動員

しながら，実際に議論を構築できることを意味す

る。これは，部分的な練習と統合的な練習を長期的

に何度も繰り返すことで獲得されるような能力であ

る。

次に残りの二つのカテゴリーに目を移そう。「専

門」は理論モデルや実験・調査手法など，ディシプ

リン（専門となる学問体系）ごとに特化される内容

であるため，共通科目としてのライティング教育で

は扱いにくい領域である（ただし完全に等閑視でき

るわけでもない）。同様の理由から，本研究のアン

ケート調査には含めていない。最後に，「基礎」は

幼児期に言葉を覚えるところから始まるところの，

人間としての基礎的な言語表現力や論理的思考力な

どの領域を指している。学術論文を執筆するため

図２　学術論文執筆能力の構成要素モデル
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の，文字通り基礎
4 4

的能力であるため，本アンケート

調査にも含めている。また，大学の大衆化に伴い，

基礎カテゴリーの教育ニーズは，初等・中等教育の

みならず，高等教育においても高まりつつある（西

谷内 2022）。つまり基礎カテゴリーは，大学や大学

院のライティング教育においてメインではないが無

視もできない領域である。

　学術論文を執筆する能力をこのように捉えて，ア

ンケート調査では下記15項目の設問を作成した（表

１）。「基礎」カテゴリーがA1からA8までの８項目，

「作法」カテゴリーがB1からB3までの３項目，「研

究」カテゴリーがC1からC4までの４項目である。

そして表１の右列は実際に調査票で用いた設問文で

ある。設問文の作成に際しては，自己評価という主

観的な判断を能力測定の指標として用いるという設

計上の弱点を少しでも克服すべく，回答者が質問内

容を具体的にイメージできる表現を心がけた。

３．結果

3.1．主要項目の概要

　この節では分析の結果について報告する。最初の

項では，メインとなる分析結果に先立ち，分析対象

となる変数ごとの結果概要を示す。目的変数となる

のが実務執筆とモード切り替えの困難である。そし

て説明変数となるのは論文発表実績，自己評価モデ

ル，年齢，専攻，そして勤務先で書く文章のタイプ

である。

表 １　学術論文執筆能力の評価項目

項目名 調査票の設問文

基
礎

A1　日本語表現 日本語の文法や語彙を人並みに使うことができる。――何を言いたいのか分か
らない，「てにをは」がおかしいと言われたことはあまりない。

A2　客観的文章 書き手中心ではなく，対象を中心とした客観的な作文ができる。――具体的に
は，一人称の使用，主観的，あいまいな表現をできるだけ避けて，ある程度断
定的に事実を記述する書き方ができる。

A3　文献収集 文献を収集する方法を知っているし自由に実践できる。――つまり，CiNiiや図
書館などを使い慣れている。（ここでは外国語文献の検索能力は問わない）

A4　問題意識 授業や読書の際に，受動的に知識を得るだけではなく，自分なりの疑問や関心
が新たにうまれたり，それに引き付けて考えたりすることが多い。

A5　引用（自他の区別） 自分の意見と他者の意見を区別できる。加えて直接引用と間接引用の違いが分
かる。

A6　批判的読み 先行研究を読む際に，感心し納得しながら読むだけではなく，議論の構造を捉
えたり，批判的に読んだりすることができるし，そうしている。

A7　読み手の視点 書いたものが伝わらないのは，読み手の理解力のせいではなく書き手の問題と
捉え，読み手の視点から文章を書いたり推敲したりしている。

A8　論証型作文 理路整然と首尾一貫した文章を書くことができる。（ちなみに，パラグラフライ
ティングができる場合は「自信あり」です）

作
法

B1　スタイルガイド 特定のスタイルガイドに則して，適切な引用処理ができる。
B2　論文の基本構成 学術論文における序論・本論・結論について，それぞれが一般的にどのような

役割を持っており，何を書けばよいのか，他者に説明できる程度まで理解して
いる。

B3　学術論文の定義 学術論文と他の文章の違いがよくわかる。――たとえば，学術論文とは「問い
と答えと論証からなる」という意味を明確に説明できる。

研
究

C1　先行研究 自分の研究が先行研究にどう位置づけられるのかを，常に概ね，明確に捉え説
明することができる。

C2　問いの設定 自分の問題関心を，比較的容易に，学術的な問いに接続することができる。―
―オリジナリティが弱いと指摘されたことはほとんどない。

C3　主張の明確化 少なくとも執筆終盤において，自分の言いたいこと（＝主張，答え）がなんで
あるのかを１～２文程度で明確に答えられる。――総花的，サマリー的などと
指摘されたことはほとんどない。

C4　体系的な議論構築 議論を分節化・階層化し，客観的な根拠を示しながら，自分の言いたいこと（＝
主張，答え）を体系的に論証する方法を知っているし（我流であっても），そ
うしている。
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3.1.1．実務執筆の有無

　回答者50名のうち勤務先でA4×１枚以上の文章

を１年に１回以上書くと回答した人が37名である。

残りの13名の内訳は，勤務先でそれほど文章を書か

ない人が10名，無職が３名である。両者のグループ

をそれぞれ「実務執筆群」「非執筆群」とよぶ（表２）。

表２　実務執筆の有無ごとの度数分布

度数 相対度数

実務執筆 37 0.74
非執筆 13 0.26
合計 50 1.00

サンプルの分布をみると，全体的に有職者が多

く，その中でも実務執筆群が多い。具体的には，50

名中47名が有職者である。無職者の内訳は，１名が

70代の旧有職者で，２名が20代であるため，いわゆ

る青年院生と推測される。また，有職者47名のうち

の37名が実務執筆者である。

3.1.2．モード切り替えの困難

　勤務先で文章を書くと回答した37名のうち，勤務

先で書く実務的な文章のモードと，大学院で書く学

術的な文章のモードの切り替えに困難を覚えるか否

かをたずねたところ，「困難は覚えない」が11名，「た

まに困難を覚える」が16名，「頻繁に困難を覚える」

が10名であった（表３）。

表３　モード切り替え困難の頻度ごとの度数分布

度数 相対度数

困難なし 11 0.30
たまに困難 16 0.43
頻繁に困難 10 0.27
合計 37 1.00

　中間に位置する「たまに困難」を最大値として，

「困難なし」と「頻繁に困難」の３つのグループは

おおむね同規模に分散している。

3.1.3．論文発表実績

　論文発表実績をもつ者はそれほど多くはなく，

50名中32名は発表実績がない。それらも含めて，そ

れぞれの論文発表実績を次のように数値化した。ま

ず，アンケートでは「これまで提出した／発表した

ことのある学術論文の種類」を経験の有無でたずね

た。論文の種類について，アンケートでは学位論文

も含めたが，本研究ではそれを除く。よって，本研

究では「投稿論文（査読なし）」「投稿論文（査読あ

り）」「編書の一部をなす単著論文」「書籍（単著）」

の４項目を論文発表実績の対象とする。その集計結

果は表４のとおりである。たとえば次のように読む

ことができる。たとえば単著書籍については，３名

が刊行した経験をもつ。その内２名が博士課程に在

籍し，１名が修士課程に在籍している。なお，複数

回答可のため，一人の個人が複数種の発表実績をも

つ場合がある。

表４　学術論文の発表実績（論文の種類別）

査読なし 査読あり 編書 単著

博士課程 ８ ９ ５ ２

修士課程 ６ １ ２ １

合計 14 10 ７ ３

このデータを，個人ごとの論文発表実績値として

扱う目的において，項目ごとに点数の重み付けを

行った。査読なしを１点，査読ありを２点，編書を

１点，単著を３点とした。学術論文を発表した経験

のない（０点）32名を含め，個人ごとの論文発表

実績点は表５のとおりである。

表５　学術論文の発表実績点の度数分布

０点 １点 ２点 ３点 ４点 ５点 ６点 ７点 合計

博士課程 ７ １ ３ ３ ２ ０ １ １ 18
修士課程 25 ４ ２ ０ ０ １ ０ ０ 32
合計 32 ５ ５ ３ ２ １ １ １ 50

　表５の度数分布から，クロス集計を行う際には，

サンプルサイズの小さい３～７点を１つの階級にま

とめて発表実績値とした。その結果が表６である。

発表実績値を博士課程と修士課程に分け，階級ごと
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の度数と，括弧内に相対度数を示した。

　博士・修士ともに０点（発表実績なし）の割合が

多く，博士では39％，修士では78％を占めている。

ただし博士の場合は３～７点の割合も多く，０点と

同様の39％が高い発表実績値をもつ。検定結果を

みても――当然ではあるが――修士よりも博士の方

が，発表実績値が有意に高い（p=0.002）。

3.1.4．学術論文執筆能力の自己評価

　先述した学術論文執筆能力の評価モデルに則し

て，回答者に自己評価をしてもらった結果を表７に

示す。「自信がない」「中間」「自信がある」の３段

階の回答結果については，それぞれの度数と括弧内

に相対度数を示した。また，「自信がない」を０点，

「中間」を１点，「自信がある」を２点として換算し，

それぞれの平均点を最右列に示した。得点は２点満

点のため，２に近ければ「自信がある」の割合が多

く，０に近ければ「自信がない」の割合が多いこと

になる。

　平均点の最も高い項目が「A4 問題意識」の1.48

点で，60％が「自信がある」と回答した。次いで平

均点の高い項目は「A1 日本語表現」の1.28点，「A7 

読み手の視点」の1.22点である。反対に，平均点の

最も低い項目が「B1 スタイルガイド」と「C2 問い

の設定」がともに0.84点。次いで「A6 批判的読み」

と「C1 先行研究」がともに0.90点である。なお，「自

信がない」の度数がもっとも大きいのは「C1 先行

研究」で，34％が「自信がない」と回答した。

　この回答結果をもとに，自己評価総合点を算出し

た。具体的には，上述した点数をすべて合計して10

点満点に換算した（小数点以下四捨五入）。その結

果として得られた度数分布が表８である。

表６　学術論文の発表実績値の度数分布

０点 １点 ２点 ３～７点
度数（相対度数）

合計
博士課程 ７ （0.39） １ （0.06） ３ （0.17） ７ （0.39） 18 （1.01）
修士課程 25 （0.78） ４ （0.13） ２ （0.06） １ （0.03） 32 （1.00）
合計 32 （0.64）  ５ （0.10） ５ （0.10） ８ （0.16） 50 （1.00）

表７　自己評価結果の概要 

自信がない 中間
度数（相対度数）

自信がある （n=50）
平均点

A1 日本語表現  ８ （0.16） 20 （0.40） 22 （0.44） 1.28
A2 客観的文章 10 （0.20） 27 （0.54） 13 （0.26） 1.06
A3 文献収集  ９ （0.18） 26 （0.52） 15 （0.30） 1.12
A4 問題意識  ６ （0.12） 14 （0.28） 30 （0.60） 1.48
A5 引用（自他の区別） 10 （0.20） 24 （0.48） 16 （0.32） 1.12
A6 批判的読み 16 （0.32） 23 （0.46） 11 （0.22） 0.90
A7 読み手の視点  ８ （0.16） 23 （0.46） 19 （0.38） 1.22
A8 論証型作文  ９ （0.18） 28 （0.56） 13 （0.26） 1.08
B1 スタイルガイド 14 （0.28） 30 （0.60）  ６ （0.12） 0.84
B2 論文の基本構成 16 （0.32） 22 （0.44） 12 （0.24） 0.92
B3 学術論文の定義 13 （0.26） 24 （0.48） 13 （0.26） 1.00
C1 先行研究 17 （0.34） 21 （0.42） 12 （0.24） 0.90
C2 問いの設定 16 （0.32） 26 （0.52）  ８ （0.16） 0.84
C3 主張の明確化 15 （0.30） 17 （0.34） 18 （0.36） 1.06
C4 体系的な議論構築 15 （0.30） 23 （0.46） 12 （0.24） 0.94
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　クロス集計の際は，表８の結果をもとに，０～３

点，４～５点，６～７点，８～９点の４階級にまと

めて自己評価総合値とした。表９は博士課程と修士

課程に分けて，階級ごとの度数と括弧内に相対度数

を示している。

　相対度数をみると，博士課程では８～９点が44％

と最も多く，修士課程では０～３点が34％と最も多

い。修士課程よりも博士課程の方が，学術論文執筆

能力の自己評価値は高い傾向にある。ただし，統計

的な有意差は認められない（p=0.096）。

3.1.5．年齢

年齢の分布は表10の通りである。アンケートでは

20代，30代，…との選択肢を設けた。よって，平均

と標準偏差はそれぞれの階級値（25，35，…）か

ら算出した。また，クロス集計を実施する際には，

20/30代，40代，50代，60/70代の ４ 階級にまとめ

た。

表10をみると，全体的には50代が最も多い。課程

別にみると，博士課程は圧倒的に50代が多く67％を

占める。修士課程はより若い方に偏り，ばらつきも

大きい。40代が最も多く34％，次いで30代が25％，

50代が19％である。

3.1.6．専攻

調査対象となった専攻やコースは次の４つにわけ

られる。公共政策研究科のサステイナビリティ学専

攻，そして公共政策学専攻の公共マネジメントコー

スと政策研究コース。そして別の研究科である連帯

社会インスティテュートである。それらを便宜上，

「サス」「公共」「政策」「連帯」と記す。それらの度

数分布は表11の通りである。

　連帯社会インスティテュートは修士課程のみで博

士課程は設置されていない。グループごとのサンプ

ルサイズは，サステイナビリティ学専攻が最も大き

く19人，政策研究コースが最も少なく８人である。

3.1.7．勤務先で書く文章のタイプ

　アンケートでは，勤務先で書く文章のタイプにつ

いて次の３つの選択肢を設け，複数回答可とした。

表８　自己評価総合点の度数分布

０点 １点 ２点 ３点 ４点 ５点 ６点 ７点 ８点 ９点 合計

博士課程 ０ ０ ２ ０ １ ２ ３ ２ ６ ２ 18
修士課程 ３ ２ ３ ３ ４ ４ ６ ２ ３ ２ 32
合計 ３ ２ ５ ３ ５ ６ ９ ４ ９ ４ 50

表９　自己評価総合値の度数分布

０～３点 ４～５点 ６～７点 ８～９点
度数（相対度数）　

合計

博士課程  ２ （0.11）  ３ （0.17）  ５ （0.28）  ８ （0.44） 18 （1.00）
修士課程 11 （0.34）  ８ （0.25）  ８ （0.25）  ５ （0.16） 32 （1.00）
合計 13 （0.26） 11 （0.22） 13 （0.26） 13 （0.26） 50 （1.00）

表 10　年齢の度数分布

20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 合計

博士課程 １ ２  １ 12 １ １ 18
修士課程 ４ ８ 11  ６ ２ １ 32
合計 ５ 10 12 18 ３ ２ 50

表 11　専攻の度数分布

サス 公共 政策 連帯 合計

博士課程  ８  ７ ３  ０ 18
修士課程 11  ６ ５ 10 32
合計 19 13 ８ 10 50
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「説明型（事実の説明。マニュアル・報告書など）」

「論証型（特定の見解を，客観的な根拠を示して主

張。提案書など）」「随筆型／文学的文章（主観的感

想や創作世界を比較的自由に表現。ブログ・小説な

ど）」。これらを便宜上「説明型」「論証型」「随筆型」

と記す。それぞれ，29名，23名，７名が勤務先で当

該型の文章を執筆すると回答した。

3.1.8．修士課程と博士課程の比較

　以上の変数について，課程別に比較した結果の一

覧が表12である。表内には修士課程32名と博士課程

18名のそれぞれの平均値と，括弧内には標準偏差を

示している。最右列はFisher検定のｐ値を記した。

　実務執筆の項目については，実務執筆群を「１」，

非執筆群を「０」として平均値と標準偏差を算出し

た。修士課程の平均値が0.7，博士課程の平均値が0.9

であることより，博士課程の方が実務で執筆をする

割合の高いことがわかる。また，モード切り替えの

困難については，頻繁に困難が「２」，たまに困難

が「１」，困難なしを「０」として平均値と標準偏

差を算出した。修士課程の平均値が1.1，博士課程

の平均値が0.8であることより，修士課程の方が困

難を覚える割合が高い。しかし，いずれも統計的な

有意差はない。

　その他の項目においても，修士課程と博士課程の

差異を確認しておこう。フェイスシート項目におい

て，年齢は博士課程の方が高く，統計的有意差もみ

られる（p＜0.01）。専攻にも統計的有意差がみられ

るが，それは連帯に博士課程が存在しないことを反

映している。連帯を除いた３つの専攻を比較した場

合に有意差はみられない（p=0.768）。次に，論文発

表実績値は修士より博士の方が高い。平均値をみる

と，0.4点と2.1点との差があり，統計的有意差もあ

る（p＜0.01）。

表12　修士課程と博士課程を比較した分析結果一覧

修士課程（n＝32） 博士課程（n＝18）
平均値（標準偏差） Fisher検定

フェイスシート項目
年齢（才） 44.1 （12.3） 52.2 （11.3） 0.004**

専攻 サス11名，公共６名，
政策５名，連帯10名

サス８名，公共７名，
政策３名 0.031*

実務執筆
実務執筆（0-1 無-有） 0.7 （0.5） 0.9 （0.3） 0.099
モード切り替えの困難（0-2
なし-頻繁）（n=21/16） 1.1 （0.7） 0.8 （0.8） 0.279

主要な説明変数
論文発表実績（0-7点） 0.4 （1.0） 2.1 （2.2） 0.002**
自己評価総合（0-10点） 4.5 （2.6） 6.4 （2.1） 0.096
自己評価の各項目 （0-2点）
A1 日本語表現 1.3 （0.8） 1.2 （0.6） 0.282
A2 客観的文章 1.0 （0.7） 1.1 （0.6） 0.353
A3 文献収集 0.9 （0.7） 1.5 （0.5） 0.009**
A4 問題意識 1.4 （0.8） 1.7 （0.6） 0.435
A5 引用（自他の区別） 1.0 （0.7） 1.4 （0.7） 0.116
A6 批判的読み 0.8 （0.8） 1.1 （0.7） 0.205
A7 読み手の視点 1.1 （0.7） 1.4 （0.7） 0.450
A8 論証型作文 1.1 （0.8） 1.1 （0.5） 0.064
B1 スタイルガイド 0.8 （0.6） 1.0 （0.6） 0.358
B2 論文の基本構成 0.7 （0.7） 1.3 （0.8） 0.035*
B3 学術論文の定義 0.8 （0.7） 1.4 （0.6） 0.005**
C1 先行研究 0.6 （0.7） 1.4 （0.7） 0.002**
C2 問いの設定 0.7 （0.7） 1.1 （0.6） 0.066
C3 主張の明確化 0.9 （0.8） 1.3 （0.8） 0.351
C4 体系的な議論構築 0.8 （0.8） 1.1 （0.7） 0.356

*p＜0.05，**p＜0.01
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最後に論文執筆能力の自己評価については，項目

ごとにばらつきをもちつつも一定の傾向がみられ

る。それぞれの平均値をみると，博士課程の方がお

おむね高得点もしくは同点である。ただし，「A1 日

本語表現」についてのみ逆転し，修士課程の方がわ

ずかに高得点である。検定結果をみると，１％水準

で有意差のあるのが「A3 文献収集」「B3 学術論文

の定義」「C1 先行研究」である。５％水準の確率で

有意差のあるのが「B2 論文の基本構成」で，それ

ぞれ博士課程の方が有意に高得点である。

3.2．勤務先で実務的な文章を書くか否か（第一段階）

　ここからは本題となる分析結果について報告す

る。第一段階の分析結果一覧が表13である。実務執

筆群と非執筆群に分けて，フェイスシート項目，論

文発表実績，論文執筆能力の自己評価について分析

した。表12と同様で，在籍課程と専攻を除く項目は

全て各グループの平均値と，括弧内に標準偏差を示

す。また最右列には，フィッシャーの正確確立検定

のp値を示す。

　まず検定結果をみると，ほとんどの項目につい

て，実務執筆群と非執筆群の間に有意な差は認めら

れない。ただし「C4 体系的な議論構築」について

のみ，実務執筆群の方が非執筆群より有意に高得点

である（p＜0.01）。次に平均値を比較すると，すべ

ての項目において実務執筆群の方が，非執筆群より

も高得点もしくは同点である。

3.3．モード切り替えの困難をどれほど覚えるか（第

二段階）

　第二段階の分析結果一覧を表14に示す。勤務先で

実務的な文章を書く「実務執筆群」のうち，実務的

表13　実務執筆群と非執筆群を比較した分析結果一覧

実務執筆（n＝37） 非執筆（n＝13）
平均値（標準偏差） Fisher検定

フェイスシート項目

年齢（才） 48.8 （10.2） 41.9 （15.9） 0.089
在籍課程 修士21名，博士16名 修士11名，博士２名 0.098

専攻

サス14名，公共10名，

政策７名，連帯６名

サス５名，公共３名，

政策１名，連帯４名 0.684
主要な説明変数

論文発表実績（0-7点） 1.3 （1.9） 0.2 （0.6） 0.264
自己評価総合（0-10点） 5.5 （2.6） 4.3 （2.3） 0.363
自己評価の各項目 （0-2点）
A1 日本語表現 1.3 （0.7） 1.2 （0.8） 0.698
A2 客観的文章 1.1 （0.7） 0.9 （0.6） 0.682
A3 文献収集 1.2 （0.7） 1.0 （0.6） 0.325
A4 問題意識 1.5 （0.7） 1.5 （0.6） 0.637
A5 引用（自他の区別） 1.2 （0.8） 1.0 （0.6） 0.207
A6 批判的読み 0.9 （0.7） 0.8 （0.9） 0.135
A7 読み手の視点 1.3 （0.7） 1.0 （0.7） 0.392
A8 論証型作文 1.1 （0.6） 1.1 （0.7） 0.744
B1 スタイルガイド 0.9 （0.6） 0.7 （0.6） 0.637
B2 論文の基本構成 1.0 （0.8） 0.6 （0.6） 0.248
B3 学術論文の定義 1.1 （0.7） 0.7 （0.7） 0.190
C1 先行研究 1.0 （0.8） 0.7 （0.7） 0.508
C2 問いの設定 0.9 （0.7） 0.6 （0.6） 0.459
C3 主張の明確化 1.1 （0.8） 0.8 （0.9） 0.369
C4 体系的な議論構築 1.1 （0.7） 0.6 （0.8） 0.008**

**p＜0.01
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な文章のモードと学術的な文章のモードの切り替え

に困難を「頻繁に覚える」「たまに覚える」「困難を

覚えない」グループに分けて，フェイスシート項目，

論文発表実績，論文執筆能力の自己評価について分

析した結果一覧である。第一段階の分析結果と同様

に，在籍過程と専攻を除く項目は全て各グループの

平均値と，カッコ内に標準偏差を示している。また

最右列には，３つのグループ間の統計的差について，

フィッシャーの正確確立検定のp値を示す。

まず，勤め先で書く文章のタイプが説明型，論証

型，随筆型のいずれであっても，モード切り替えの

困難の程度との関連は認められない。次にフェイス

シート項目である年齢，在籍過程，専攻についても

統計的な差はない。ただし平均値をみると，年齢と

博士課程の人数が「頻繁に困難」グループから「困

難なし」グループに向けて順番に高い値に推移して

いる。専攻については特筆すべき違いは認められな

い。

最後に，学術論文の発表実績と執筆能力の自己評

価には相関関係が認められた。まず３つのグループ

の平均点を比べると，自己評価の各項目を含めたす

べての項目において，「頻繁に困難」グループから

「困難なし」グループに向けて順番に高い点数に推

移している。次に検定結果をみると，発表実績と自

己評価総合点，および６つの自己評価下位項目（A4

問題意識，A5 引用，A6 批判的読み，A7 読み手の

視点，B2 論文の基本構成，B3 学術論文の定義）に

おいて１％水準の有意差で，２つの下位項目（A3 

文献収集，C2 問いの設定）において５％水準の有

意差で，「困難なし」グループの方が高得点である。

表14モード切り替えの困難ごとの分析結果一覧

頻繁に困難
n＝10

たまに困難 
n=16

困難なし
n＝11

平均値（標準偏差） Fisher検定
フェイスシート項目
年齢（才） 45.0 （8.9） 49.4 （12.2） 51.4 （6.4） 0.141
在籍課程 修士７名，博士３名 修士10名，博士６名 修士４名，博士７名 0.279

専攻
サス１名，公共２
名，政策５名，連
帯２名

サス８名，公共４
名，政策１名，連
帯３名

サス５名，公共４
名，政策１名，連
帯１名

0.118

文章のタイプ（書く1-書かない0）
説明型 0.8 （0.4） 0.8 （0.4） 0.7 （0.4） 0.883
論証型 0.5 （0.5） 0.6 （0.5） 0.7 （0.4） 0.568
随筆型 0.2 （0.4） 0.1 （0.3） 0.3 （0.4） 0.591
主要な説明変数
論文発表実績（0-7点） 0.9 （1.9） 1.2 （2.1） 1.7 （1.3） 0.005**
自己評価総合（0-10点） 3.5 （3.1） 5.3 （1.7） 7.8 （1.0） 0.000003**
自己評価の各項目 （0-2点）
A1 日本語表現 1.0 （0.8） 1.3 （0.7） 1.6 （0.5） 0.339
A2 客観的文章 0.9 （0.8） 1.0 （0.6） 1.5 （0.5） 0.125
A3 文献収集 0.9 （0.8） 1.0 （0.6） 1.6 （0.5） 0.045*
A4 問題意識 1.0 （0.8） 1.4 （0.7） 2.0 （0.0） 0.009**
A5 引用（自他の区別） 0.5 （0.7） 1.1 （0.6） 1.8 （0.4） 0.0004**
A6 批判的読み 0.5 （0.7） 0.8 （0.4） 1.5 （0.5） 0.0003**
A7 読み手の視点 0.8 （0.9） 1.4 （0.5） 1.6 （0.5） 0.004**
A8 論証型作文 0.8 （0.7） 1.1 （0.6） 1.4 （0.5） 0.159
B1 スタイルガイド 0.5 （0.5） 0.9 （0.6） 1.3 （0.4） 0.056
B2 論文の基本構成 0.5 （0.7） 0.9 （0.6） 1.7 （0.4） 0.001**
B3 学術論文の定義 0.6 （0.7） 1.1 （0.6） 1.6 （0.5） 0.007**
C1 先行研究 0.5 （0.5） 0.9 （0.7） 1.5 （0.7） 0.061
C2 問いの設定 0.5 （0.7） 0.9 （0.6） 1.4 （0.5） 0.023*
C3 主張の明確化 0.7 （0.8） 1.1 （0.7） 1.6 （0.5） 0.077
C4 体系的な議論構築 0.8 （0.7） 1.0 （0.6） 1.4 （0.5） 0.212

*p＜0.05，**p＜0.01
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４．考察

社会人院生が勤務先で実務的な文章を書くこと

は，大学院で学術的な文章を書くことの阻害要因と

なるのか。この節では二段階の分析結果をもとに順

を追って考察する。第一段階は実務執筆群と非執筆

群を比較したもの。第二段階は実務執筆群のうち，

実務と学術の文章モードの切り替えに困難を覚える

頻度の異なる３つのグループを比較したものであ

る。

なお本研究では，「結果」の節で示した，修士課

程と博士課程を混在させた分析結果一覧をメインで

扱う（表13・14）。しかし，課程の混在が説明要因

を混乱させる可能性があるため，修士課程と博士課

程をわけて同様の分析を行った結果の一覧を付録と

して末尾に掲載した（表15～18）。つまり，これ以

降は，課程の混在した結果をメインとし，課程を分

けた結果を補足的に考慮しながら考察を進める。課

程を分けた結果を補足的なものとして扱うのは，も

ともとサンプルサイズが小さいうえに，それからさ

らに課程でグループ分けをした場合に，とりわけ博

士課程についてサンプルサイズが極端に小さくなっ

てしまうからである。

4.1．実務執筆の効果（第一段階）

第一段階の分析は，社会人院生が勤務先で実務的

な文章を書くことが，大学院で学術的な文章を書く

ことの阻害要因となるのか否かについて考察すべ

く，実務執筆群と非執筆群を比較した。具体的には

まず，勤務先でA4×１枚以上の文章を１年に１回

以上書くと回答した「実務執筆群」（n=37）と，書

かないと回答した「非執筆群」（n=13）の学術的な

発表実績，すなわち投稿論文と刊行書籍の発表実績

値を比較した。

実務上の執筆習慣が学術論文執筆の阻害要因とな

るのであれば，実務執筆群の方が非執筆群に比して

学術論文の発表実績値が低くなると考えられる。し

かし結果として，フィッシャー検定のp値は0.264で

あり，実務的執筆習慣の有無と学術論文の発表実績

の間に統計的有意差はみられなかった（表13）。

それどころか，両者の平均値を比較すると，実務

執筆群の方が非執筆群よりも論文発表実績値が低い

のではなく，反対に高い傾向にある。実務執筆群が

1.3点，非執筆群が0.2点である。この傾向は課程を

分けた分析においても同様にみられる（表15と表

16）。このことより，実務上の執筆習慣は，学術論

文執筆の阻害要因ではなく，むしろ促進要因として

働いている可能性が示唆される。この傾向は，次の

分析においても同様にみられる。

次に，実務執筆群と非執筆群の学術的執筆能力の

自己評価結果を比較する。実務上の執筆習慣が学術

論文の書き方を学び体得する上での阻害要因となる

のであれば，実務執筆群の方が非執筆群に比して学

術論文執筆能力が低くなるはずである。よって，自

己評価も低く示されることが予想される。しかし

フィッシャー検定のp値は0.363であり，実務的執筆

習慣の有無と論文執筆能力の自己評価の間に統計的

有意差はみられなかった（表13）。

それどころか自己評価についても，両者の平均値

を比較すると，実務執筆群の方が非執筆群に比して

低いのではなく高い傾向にある（表13）。すべての

項目において，執筆群の方が非執筆群よりも同等も

しくは高い。とりわけ「C4 体系的な議論構築」に

ついては統計的にも実務執筆群の方が有意に自己評

価が高い（p＜0.01）。この傾向は課程を分けた分析

においてもおおむね同様にみられる（表15と表16）。

ただし，課程を分けた分析においては統計的に有意

差のある項目はない。また，いくつかの項目におい

て僅差での逆転現象もみられる。それでも全体的に

みると，やはり圧倒的に，非執筆群よりも執筆群の

方が平均値は高い傾向にある。

以上，学術論文の発表実績と執筆能力自己評価の

分析から，勤務先で実務的な文章を書く人は，書か

ない人に比べて，より多くの論文を発表しており，

また自身の学術論文執筆能力をより高く評価してい

る傾向がみられた。このことから，実務的な文章の

書き方に慣れていることが，学術的な文章を書いた

り学んだりすることと不可避に干渉し対立する関係

にあるとは考えにくい。むしろ，勤務先で習慣的に

文章を書くことが，実務的であろうが学術的であろ
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うが，作文の一般的な練習となり，また執筆作業へ

の習慣づけ，そして執筆能力に対する自信に寄与し

ている可能性が示唆された。

4.2．モード切り替え困難の要因（第二段階）

それでは，多くの社会人院生が，実務的な文章と

学術的な文章のモード切り替えに困難を覚えるのは

なぜだろうか。第二段階の分析では，実務的と学術

的な文章モードの切り替えに困難を「頻繁に覚える

（n=10）」「たまに覚える（n=16）」「覚えない（n=11）」

と回答した３つのグループを比較する。

ここでの作業仮説は次のようなものである（帰無

仮説ではなく，証明したい仮説である）。本研究で

は，モード切り替えに困難を覚える要因を，学術的

な文章の定義やかたちを明確に理解していないこと

によると考えた。いいかえると，青年院生であって

も論文の定義やかたちを体得するまでは暗中模索の

執筆訓練を経験するわけで，社会人院生の場合はそ

れがモード切り替えの困難として経験されていると

考えたのである。この仮説が正しければ，モード切

り替えの困難を覚える社会人院生は，「B2 論文の基

本構成」と「B3 学術論文の定義」の自己評価がよ

り低いことになる。

結果として，課程の混在した分析においては仮

説が支持された（表14）。「B2 論文の基本構成」と

「B3 学術論文の定義」の平均値をみると，困難を覚

える頻度の高いグループの方が自己評価の平均値が

低い。統計的にみても，両者ともに有意差がみられ

た（p＜0.01）。課程別の分析においては，やや緩や

かに，しかし同様の傾向がみられた（表17と表18）。

修士課程では「B2 論文の基本構成」のみ，博士課

程では「B3 学術論文の定義」にのみ統計的な有意

差がみられた（p＜0.05）。

次に，自己評価のすべての項目に目を向けると，

モード切り替えの困難と関連する項目が「B2 論文

の基本構成」と「B3 学術論文の定義」だけではな

いことが分かる。その他多くの項目においても，困

難を覚える頻度の高いグループの方が自己評価の平

均値の低い傾向にある。まず，課程の混在した分析

と修士課程のみの分析は傾向がたいへん似通ってお

り，すべての項目において「頻繁に困難」から「困

難なし」にむけて自己評価の平均値が順番に高く

なっている。また，両方の分析結果一覧においてと

もに有意差（p＜0.05）のある項目は「自己評価総

合」，「A5 引用（自他の区別）」，「A6 批判的読み」，

「A7読み手の視点」，「B2 論文の基本構成」，「C2 問

いの設定」である。次に博士課程のみの分析結果一

覧では，全体的な傾向は同様であるが，得点差が比

較的少なく，僅差で逆転している項目もある。統計

的有意差のある項目は「B3 学術論文の定義」だけ

である（p＜0.01）。

以上，モード切り替えに困難を覚える頻度と論文

執筆能力の自己評価はおおむね負の相関関係にある

ことがわかった。つまり，モード切り替えの困難を

覚えない人の方が，論文執筆能力の自己評価が高

い。ただし作業仮説で想定していたところの，論文

の定義やかたちという項目に関しては，それらが，

注目すべき要素の一つではあるが，必ずしも決定的

な説明要因ではないことがわかった。すなわち，学

術論文の定義やかたちを知っているか否かだけでは

なく，その他のさまざまな能力の有無が，モード切

り替えの困難と関連していた。

５．結論

　2022年10月に実施されたアンケート調査の結果，

実務上の執筆習慣は，学術的文章を執筆するさいの

阻害要因になるわけではなく，むしろ促進要因とし

て働いていることが示唆された。すなわち，社会人

院生が実務的な文章と学術的な文章のモード切り替

えに困難を覚えるのは，両者のモードが不可避に干

渉する性質をもつからとは考えにくいという結論が

導き出された。そうではなく，モード切り替えの困

難は，学術的な文章の書き方についての知識や技術

が不足していることと関連している可能性の高いこ

とが示唆された。

　この結論は，近田の見解と軌を一にする。社会人

院生は「研究関心が具体的である反面，学術論文を

書くための基本スキルが不足している事例が多くみ

られた」という指摘である（近田 2008: 73）。本研
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究においても，社会人院生の問題意識の高さが確認

された反面，学術論文を書くためのスキルは「作法」

と「研究」カテゴリーのみならず，「基礎」カテゴリー

においても低いケースが確認された。本研究ではそ

のことが，モード切り替えの困難を引き起す要因と

して検討されたわけである。つまり，実務的文章を

書きこなし，人生経験も豊富な社会人だからといっ

て，学術論文の書き方についての知識や技術，加え

て基礎的学習能力が必ずしも高いわけではないこと

がわかる。勤め先で作文訓練を十分に積んでいたと

しても，学術的分野で執筆する際には改めて作文訓

練を積む必要のあることが再確認された。

この結論から，モード切り替えの困難を覚える社

会人院生は，学術論文の書き方を知識のレベルで学

び，さらに技術のレベルで習得することで，そのフ

ラストレーションから解放される可能性が高いとい

う，解決策への糸口が導き出される。さらに本研究

では，社会人院生が苦手意識を持ちやすい分野（問

いの設定やスタイルガイドなど）が明らかになっ

た。この分析結果は，今後のアカデミック・ライ

ティング教育に活かすことができる。

法政大学大学院公共政策研究科においては，

2022年10月の設立十周年記念シンポジウムを契機

として，それまで開講していた「公共政策論文技法」

を2023年度からは「学術的文章作成演習」へと改変

し，アカデミック・ライティング教育の強化に取り

組んでいる。その授業実践において，教育的効果は

もちろんのこと，社会人院生の学問的特性について

の研究の深化も期待される。

　以上，本研究は社会人院生の論文執筆における特

性について先行研究を追検証し，また新たな知見を

示すことができた。しかし残された課題も少なくな

い。まずはサンプルサイズの問題である。本調査で

はサンプルサイズが小さいために，分析ツールは記

述的分析とフィッシャーの正確確率検定を用いた。

それでも変数を細分化するにつれて，傾向の異なる

逸脱的な結果が示される場合があった。顕著なのは

博士課程のモード切り替えの分析である（表18）。

混在した分析や修士課程の分析とは反対に，モード

切り替えの困難を覚えるグループの方が論文発表実

績値が順に高くなる結果となった。これが博士課程

に特有の特性を示すものなのか，最小となるサンプ

ルサイズが３個という方法上の問題であるのかは判

断し難い。

さらには，学術論文執筆能力の測定を，実際の能

力測定ではなく，自己評価によって代替せざるをえ

なかったことは本研究の重大な弱点である３。とり

わけ，モード切り替えの困難と執筆能力自己評価の

関連については，回答者の楽観的あるいは悲観的な

回答傾向による疑似相関の影響している可能性が否

めない。今後は実際の能力測定を用いた再検証に挑

みたい。そのためには，学術論文の執筆能力を測定

するテストの開発が喫緊の課題である４。

６．謝辞

本研究は，2022年11月にアカデミック・ライティ

ング教育をテーマとして実施された法政大学大学院

公共政策研究科設立十周年記念シンポジウムの準備

過程を通して，研究課題が生起され，調査が実施さ

れました。私事で恐縮ですが，筆者はアカデミッ

ク・ライティングをアメリカの大学院でややインテ

ンシブに学び，その後も質的社会調査と論証型論文

の執筆については多少なりとも経験を重ねてきたの

ですが，量的社会調査と仮説検証型論文の執筆をこ

のたび初めて経験しました。そのため本稿の執筆に

際しては，まさに「モード切り替えの困難」を大い

に経験することとなりました。未熟な筆者に，貴重

な実践的研究機会を与えてくださった法政大学大学

院公共政策研究科のみなさまに感謝を申し上げま

す。

７．注

１　文部科学省「学校基本調査」の「大学院　年齢別入

学者数」を参照した。ちなみに，2022（令和４）年から

５年ごとに遡ってみると，2017（平成29）年の社会人入

学割合は修士課程で約11％，博士課程で約41％，全体で

約16％。2012（平成24）年では修士課程で約10％，博士

課程で約37％，全体で約15％である。

２　インタビューは，2022年９月４日，オンラインで実
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施した。院生参加者は全部で６名。当該フラストレー

ションについて意見を示したのは２名である。

３　自己評価の信憑性を勘案し――その信憑性の期待で

きる――査読付きの論文発表経験者のみを対象とする同

様の検証も試みた。しかし，サンプルサイズが極端に小

さくなるため分布を評価し難く，本調査結果を支持する

根拠たりえなかった。ただし，否定する根拠としても弱

いものとなった。念のために検証結果を記しておく。ま

ず査読付きの論文発表経験者は10名で，そのうち９名が

博士課程在籍の有職者で実務執筆者である（全員が説明

型と論証型の両方もしくは一方の実務文章を執筆）。残

り１名が修士課程在籍の無職者，つまり非実務執筆者で

ある。両者の学術論文執筆能力の自己評価点を比較する

と，たしかに自己評価点の最低値は非実務執筆者による

ものだが，Fisher検定p値は0.2であり有意差は認められ

ない。

注表１ 　学術的執筆能力自己評価点の比較（査読付き論

文発表実績の実務執筆者と非実務執筆者）

自己評価点 ０～３点 ４～５点 ６～７点 ８～９点 合計

実務執筆 ０ １ ３ ５ ９
非実務執筆 １ ０ ０ ０ １

 　次に，モード切り替えの困難ごとの度数分布は以下の

とおりである。強いて言えば「困難なし」グループに自

己評価点の高得点者が多いようにも見えるが，こちらも

Fisher検定のp値は0.857であり，統計的な有意差は認め

られない。

注表２ 　学術的執筆能力自己評価点の比較（査読付き論

文発表経実績のモード切り替え困難ごと）

自己評価点 ４～５点 ６～７点 ８～９点 合計

困難なし ０ １ ３ ４
たまに困難 １ １ １ ３
頻繁に困難 ０ １ １ ２

４　その他にも改善すべき反省点は少なくないが，ここ

ではほか３点を記録しておく。一つに，学術論文執筆の

パフォーマンスと能力の測定方法に改善すべき点があっ

た。執筆パフォーマンスについては，論文の発表経験

の有無ではなく，発表した数を用いる方が妥当であっ

た（ただし論文発表実績は全体的に少ない方に偏ってい

るため，分析結果への影響は少なかったと考えられる）。

二つに，学術論文執筆能力の自己評価の選択肢を「自信

がない」「中間」「自信がある」の３段階に設定したこと

も反省点である。「中間」回答をより効果的に活かすた

めには，中間を「どちらかといえば自信がある」「どち

らかといえば自信がない」とする４件法を用いるべきで

あった。三つに，学術論文の執筆モードを経験しない院

生が存在しうるという可能性を等閑視してしまった。た

とえば新入院生は，学術的な学期論文を書く機会をもた

ない限り，学術的な文章作成のモードに実践的に触れる

機会が無く，よってモード切り替えの困難とも無縁かも

しれない。さらに公共政策研究科では，修士論文の代替

として政策研究論文を修了要件として提出することが認

められている（連帯社会インスティテュートでは認めら

れていない）。この制度を利用する修士院生の場合，学

術的文章のモードに関心をもたないまま課程を修了する

場合もあり得る。そういう事態を視野に入れて，アン

ケートでは学術的文章を書く機会や関心の有無について

も意識的に確認する必要があった。ただし，今回のアン

ケートにおいては，回答者すべてがアカデミック・ライ

ティングへの関心を表明している（アカデミック・ライ

ティング教育を受けることに関心がないと回答したのは

50名中２名だけで，「ライティングには自信がある」か

らと回答）。このことより，すべての回答者がモード切

り替えの必要について自覚しているわけで，分析結果へ

の影響はそれほど大きくなかったと考えられる。ちなみ

に，政策研究論文制度の利用者もそれほど多くはなく，

研究科設立以来（2014年度修了者以降），2015年に１名

（同年修了者全体の９％），2022年に３名（同年修了者全

体の10％）が同制度を利用しただけである。
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８．付録

8.1．修士・博士別の実務執筆群/非執筆群の比較

表 15　修士課程の実務執筆群と非執筆群を比較した分析結果一覧

実務執筆（n＝21） 非執筆（n＝11）
平均値（標準偏差） Fisher検定

フェイスシート項目
年齢（才） 44.0 （9.2） 44.1 （16.2） 0.398
専攻 サス７名，公共４名，

政策４名，連帯６名
サス４名，公共２名，
政策１名，連帯４名 0.954

主要な説明変数
論文発表実績（0-7点） 0.5 （1.1） 0.3 （0.6） 1.000
自己評価総合（0-10点） 4.7 （2.8） 4.2 （2.2） 0.840
自己評価の各項目 （0-2点）
A1 日本語表現 1.3 （0.8） 1.3 （0.7） 0.888
A2 客観的文章 1.0 （0.8） 1.0 （0.6） 0.443
A3 文献収集 0.9 （0.7） 0.9 （0.5） 0.362
A4 問題意識 1.3 （0.8） 1.5 （0.5） 0.205
A5 引用（自他の区別） 1.0 （0.8） 1.0 （0.4） 0.104
A6 批判的読み 0.8 （0.7） 0.8 （0.8） 0.630
A7 読み手の視点 1.2 （0.7） 1.0 （0.6） 0.558
A8 論証型作文 1.0 （0.7） 1.1 （0.8） 0.896
B1 スタイルガイド 0.8 （0.6） 0.7 （0.6） 1.000
B2 論文の基本構成 0.8 （0.7） 0.5 （0.5） 0.391
B3 学術論文の定義 0.9 （0.6） 0.5 （0.7） 0.442
C1 先行研究 0.7 （0.6） 0.5 （0.7） 0.860
C2 問いの設定 0.7 （0.7） 0.6 （0.6） 1.000
C3 主張の明確化 1.0 （0.8） 0.7 （0.9） 0.337
C4 体系的な議論構築 1.0 （0.7） 0.5 （0.8） 0.085

表16　博士課程の実務執筆群と非執筆群を比較した分析結果一覧

実務執筆（n＝16） 非執筆（n＝2）
平均値（標準偏差） Fisher検定

フェイスシート項目
年齢（才） 55.0 （7.9） 30.0 （5.0） 0.059

専攻 サス７名，公共６名，
政策３名

サス１名，公共１名，
政策０名 1.000

主要な説明変数
論文発表実績（0-7点） 2.3 （2.1） 0.0 （0.0） 0.680
自己評価総合（0-10点） 6.6 （1.9） 5.0 （3.0） 0.400
自己評価の各項目 （0-2点）
A1 日本語表現 1.3 （0.6） 0.5 （0.5） 0.314
A2 客観的文章 1.2 （0.5） 0.5 （0.5） 0.255
A3 文献収集 1.5 （0.5） 1.5 （0.5） 1.000
A4 問題意識 1.8 （0.4） 1.0 （1.0） 0.150
A5 引用（自他の区別） 1.4 （0.6） 1.0 （1.0） 0.216
A6 批判的読み 1.1 （0.6） 1.0 （1.0） 0.183
A7 読み手の視点 1.4 （0.6） 1.0 （1.0） 0.216
A8 論証型作文 1.1 （0.5） 1.0 （0.0） 1.000
B1 スタイルガイド 1.1 （0.6） 0.5 （0.5） 0.569
B2 論文の基本構成 1.3 （0.7） 1.0 （1.0） 0.451
B3 学術論文の定義 1.4 （0.6） 1.5 （0.5） 1.000
C1 先行研究 1.4 （0.7） 1.5 （0.5） 1.000
C2 問いの設定 1.2 （0.5） 0.5 （0.5） 0.255
C3 主張の明確化 1.3 （0.8） 1.5 （0.5） 1.000
C4 体系的な議論構築 1.1 （0.6） 1.0 （1.0） 0.183
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8.2．修士・博士別のモード切り替えの困難

表 17　修士課程のモード切り替え困難の頻度ごとに比較した分析結果一覧

頻繁に困難 （n=7） たまに困難 （n=10） 困難なし （n=4）
平均値（標準偏差） Fisher検定

フェイスシート項目
年齢（才） 40.7 （7.3） 46.0 （10.4） 45.0 （7.1） 0.814
専攻 サス１名，公共１名，

政策３名，連帯２名
サス５名，公共２名，
政策０名，連帯３名

サス１名，公共１名，
政策１名，連帯１名 0.389

文章のタイプ（書く1-書かない0）
説明型 0.7 （0.5） 0.8 （0.4） 0.8 （0.4） 1.000
論証型 0.4 （0.5） 0.5 （0.5） 1.0 （0.0） 0.225
随筆型 0.3 （0.5） 0.2 （0.4） 0.3 （0.4） 1.000
主要な説明変数
論文発表実績（0-7点） 0.0 （0.0） 0.6 （1.5） 1.0 （0.7） 0.028*
自己評価総合（0-10点） 2.7 （3.0） 4.8 （1.5） 8.0 （1.2） 0.0004**
自己評価の各項目 （0-2点）
A1 日本語表現 0.9 （0.8） 1.4 （0.6） 2.0 （0.0） 0.186
A2 客観的文章 0.7 （0.9） 1.0 （0.6） 1.8 （0.4） 0.113
A3 文献収集 0.6 （0.7） 0.8 （0.6） 1.8 （0.4） 0.101
A4 問題意識 0.9 （0.8） 1.3 （0.8） 2.0 （0.0） 0.313
A5 引用（自他の区別） 0.3 （0.5） 1.0 （0.6） 2.0 （0.0） 0.003**
A6 批判的読み 0.4 （0.7） 0.7 （0.5） 1.5 （0.5） 0.019*
A7 読み手の視点 0.7 （0.9） 1.3 （0.5） 1.8 （0.4） 0.014*
A8 論証型作文 0.6 （0.7） 1.1 （0.5） 1.8 （0.4） 0.053
B1 スタイルガイド 0.4 （0.5） 0.8 （0.6） 1.3 （0.4） 0.321
B2 論文の基本構成 0.3 （0.5） 0.8 （0.6） 1.8 （0.4） 0.021*
B3 学術論文の定義 0.4 （0.5） 1.0 （0.6） 1.3 （0.4） 0.333
C1 先行研究 0.4 （0.5） 0.7 （0.6） 1.0 （0.7） 0.834
C2 問いの設定 0.4 （0.7） 0.6 （0.5） 1.5 （0.5） 0.029*
C3 主張の明確化 0.6 （0.7） 1.1 （0.7） 1.8 （0.4） 0.226
C4 体系的な議論構築 0.7 （0.7） 1.0 （0.6） 1.5 （0.5） 0.588

*p＜0.05，**p＜0.01

表 18　博士課程のモード切り替え困難の頻度ごとに比較した分析結果一覧

頻繁に困難 （n=3） たまに困難 （n=6） 困難なし （n=7）
平均値（標準偏差） Fisher検定

フェイスシート項目
年齢（才） 55.0 （0.0） 55.0 （14.1） 55.0 （0.0） 0.080
専攻 サス０名，公共１

名，政策２名
サス３名，公共２

名，政策１名
サス４名，公共３

名，政策０名 0.254
文章のタイプ（書く1-書かない0）
説明型 1.0 （0.0） 0.8 （0.4） 0.7 （0.5） 1.000
論証型 0.6 （0.6） 0.8 （0.4） 0.6 （0.5） 0.784
随筆型 0.0 （0.0） 0.0 （0.0） 0.3 （0.5） 0.650
主要な説明変数
論文発表実績（0-7点） 3.0 （3.0） 2.2 （2.8） 2.1 （1.5） 0.405
自己評価総合（0-10点） 5.3 （3.1） 6.0 （1.8） 7.7 （1.0） 0.099
自己評価の各項目 （0-2点）
A1 日本語表現 1.3 （0.6） 1.2 （0.8） 1.4 （0.5） 1.000
A2 客観的文章 1.3 （0.6） 1.0 （0.6） 1.3 （0.5） 1.000
A3 文献収集 1.6 （0.6） 1.3 （0.5） 1.6 （0.5） 0.674
A4 問題意識 1.3 （0.6） 1.7 （0.5） 2.0 （0.0） 0.059
A5 引用（自他の区別） 1.0 （1.0） 1.3 （0.5） 1.7 （0.5） 0.300
A6 批判的読み 0.7 （0.6） 0.8 （0.4） 1.6 （0.5） 0.086
A7 読み手の視点 1.0 （1.0） 1.5 （0.5） 1.6 （0.5） 0.521
A8 論証型作文 1.3 （0.6） 1.0 （0.6） 1.1 （0.4） 0.896
B1 スタイルガイド 0.7 （0.6） 1.0 （0.6） 1.3 （0.5） 0.784
B2 論文の基本構成 1.0 （1.0） 1.0 （0.6） 1.7 （0.5） 0.243
B3 学術論文の定義 1.0 （1.0） 1.2 （0.4） 1.9 （0.4） 0.019*
C1 先行研究 0.7 （0.6） 1.3 （0.8） 1.7 （0.5） 0.255
C2 問いの設定 0.7 （0.6） 1.3 （0.5） 1.3 （0.5） 0.505
C3 主張の明確化 1.0 （1.0） 1.0 （0.9） 1.6 （0.5） 0.643
C4 体系的な議論構築 1.0 （1.0） 1.0 （0.6） 1.3 （0.5） 0.692

*p＜0.05
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１．「地域計画」像への視点

ルイス・マンフォード（Lewis Mumford，1895-

1990）は，20世紀を通じて文明評論家，建築・都市

思想家として活躍したが，その原点は「田園都市

論」で有名なハワード等に影響を受けつつ，主に

1930年代のアメリカ合衆国を舞台に，「地域計画」

という概念の胎動期に，その確立と実践に大いに功

績があった点にある。マンフォード自身は決して

プロフェッショナルなエンジニアではなかったも

のの，建築家や都市計画家といった専門家間の連

携，協調を図るプラットフォームとしてのアメリカ

地域計画協会（RPAA：Regional Planning Association 

of America）を舞台として，ジャーナリスト，不動

産業者，政治家に至るまで様々な立場の人々と交流

し，新しい「地域計画」像の啓蒙と普及に係る様々

な活動に携わり，ハワードの「田園都市」の理想を

アメリカにおいて具現化することに力を果たした。

特にハワードの思想がイギリスの大都市問題の解決

に主眼が置かれていたのに対し，マンフォードと

RPAAの活動は時代の要請に従い，ハワードの「田

園都市」に基づいた「都市計画」の概念を広大で移

民の多い，多様な文化を持つアメリカの国情と国土

に沿う形で，「地域計画」の域にまで拡大させたと

ころにその特徴があったといえよう。そして，現在

においては必要不可欠な視点となっている自然環境

法政大学大学院公共政策研究科博士後期課程（2022年度課程満了）

都市思想家ルイス・マンフォードとアメリカ地域計画協会

（RPAA）の思想及び活動の現代的意義 
The contemporary significance of the thoughts and activities of urban thinker Lewis Mumford and the 

Regional Planning Association of America （RPAA）

 竹　野　克　己１

要約

本稿の目的は，20世紀を通じて多数の著作・論文等を残したアメリカの文明批評家・都市思想家ルイス・マ

ンフォード（Lewis Mumford，1895-1990）や，その同志たち（アメリカ地域計画協会（RPAA））が追求した「地

域計画（Regional planning）」像とその意義を明らかにすることである。

マンフォードはその活動初期における1920年代から30年代において，自身が影響を受けたエベネザー・ハ

ワードの田園都市運動やパトリック・ゲデスの思想を援用し，都市や地域を，効率や集中重視の観点から見

るのではなく，動的なものと捉え，自然と共存し，機械でなく人間本位な形態であるべきと説いた。そして

RPAAの同志達と連携しつつ，アメリカにおいて如何に実践的なものとして展開させていくか，主にスピーチ

ライター，イデオローグとしての面から各種の活動を行った。彼はその後，「都市」を始めとした機械文明と

生活の有り様について，彼自身が持つ膨大な歴史的知識を参照しつつ，生涯を通じ同時代的な提言や考察を積

極的に展開させていく。

本稿では，そのマンフォードとRPAAの活動の系譜を追いつつ，特にマンフォードがRPAAにおいて果たし

た役割，及び彼の唱えた都市・地域計画上の思想，特に彼の唱えた「地域主義」と土地の所有権に係る思考を

辿り，現代における意義について明らかにする。
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の保存や人間社会との共存という視点を既に持ち合

わせていたところにその先見性があったといえる。

まず「地域計画」という言葉の示す辞書的な意味

を明らかにしておきたい。その地理的な「領域」か

ら捉えれば，一般的には既存の都市の範囲を拡大

し，ある特定の地理的な範囲を対象とすることが一

般的といえるだろう。当然，この領域の範囲につい

て，例えば，日本においては北海道，東北，関東と

いった「地方」，そして「都道府県」，また「市町村」

といった基礎自治体の範囲，そしてこれらの単位を

横断し，自然的特性にも準じた広域的な展開も図ら

れることは言うまでもない。一方，都市内の特定領

域（いわば区画内）を対象とした場合においても「地

域計画」という言葉は使用される。

また，制度的な面から捉えれば，主に行政上の計

画に基づくものが一般的であろう。日本においては

「国土形成計画」，「国土利用計画」，またかつての「全

国総合開発計画」のような「国土計画」とそれら

に基づく「広域地方計画」，そして各都道府県や自

治体の定める「総合計画」がそれに該当する。一個

人や一民間企業でも「地域計画」自体の立案は可能

だが，それが多くの利害を超え，多大な時間と費用

を投じて実現を目指すということを前提とするなら

ば，その実現性と信頼度に限界が生じるのは言うま

でもない。

では何を「計画」するのかについて言えば，一般

的に想像されやすいものは土地の利用計画及びイン

フラストラクチャーの配置計画であろう。土地利用

についてはその地域の属性に基づいて，山林や海岸

の利用，農業・工業用地の配置から始まり，また都

市部の範囲においては住宅地や商業地，各種公共施

設の配置，利用計画といった「都市計画」に属する

ものも含まれる。更にインフラストラクチャーにつ

いていえば，広域的な計画と配置が必要とされる発

電設備等のエネルギー関連施設や上下水道等に関わ

る施設，そして道路，鉄道，空港，港湾設備等の交

通施設，工業用団地等の配置が代表的なものといえ

る。

これらの利用と配置に関わる計画の立案と実施に

あたっては，過去，現在，未来における諸要素の動

向をどうみるかということによって，その方向性は

左右される。例えば人口動向に始まり，第１次から

３次（以降）までの産業動向，使用できる予算規模，

期間等がその前提条件となり，すなわち伸展させる

べき産業分野をどう捉え，あるべき将来の社会構造

をどう描くかという点がその要点となる。そしてそ

の予測をどう捉えるかによって，計画像自体も大き

く変化する。

加えて近年では，計画域内の自然環境の保全や回

復を図り，出来るだけ原型の改変を伴わない形で実

現できるか，如何に人間社会との両立を図っていく

か，また計画によって建設される各種設備群がコス

ト等の面からみて将来も建設時と同様の形で維持さ

れ得るか，特に日本では久しく乏しいとされてきた

視点，つまり「持続可能性」の観点，また「アセス

メント」や「事業評価」といった要素も重要となっ

てきている。

このように「地域計画」という言葉の意味は時代

と社会状況に応じて変化し，その変化を左右させる

要素も決して一義的ではなく，時代の変化とともに

考慮すべき要素と対象は拡大してきた。これは時代

や場所を問わず「地域計画」（すなわち「Regional 

planning」）のあり方を巡って，常に多様な解釈と

議論が積み重ねられてきたことに他ならず，またそ

のことは，本稿で採り上げる1920年代から1930年

代にかけてのマンフォードとRPAAによるその理論

構築と活動の功績だったとも解釈できるのである。

この「地域計画」の多様な解釈と議論の積み重ね

の過程では，それを巡っての「思想」が多く介在し

てきた。世界史的に時代を遡れば，「地域計画」は

ローマ帝政期には既に存在し，地中海周辺地域にお

ける領土拡大とその統治を進める上で，物資の一元

的な管理・統制を図るため，それらをスムーズにす

る軍用道路計画が立案されたこと等が分かっている 

［河村，2021年11月号］。しかしながら時代を辿って

18世紀以降，近代資本主義の時代に入って生じた，

資本の肥大と労働者の待遇の問題，集中と過密と

いった都市や産業再配置といった社会的課題の解決

を図るといった観点からの「都市計画」の一定の帰

結点，あるいは現代に連なる「地域計画」の原点と
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看做されるのは，先にマンフォードが影響を受けた

一人であるとしたエベネザー・ハワード（Ebenezer 

Howard， 1850-1928）の「田園都市」であろう。

「（田園）都市」と称しながら「都市計画」だけで

なく「地域計画」の原点とも看做されるのは，それ

までの「都市」単体の「建設計画」とは異なり，都

市単体だけでなく，その有り様を地域的，広域的に

捉え，かつその中心に市民社会全体の課題解決を図

る手段として構築しようとした「思想」があり，更

に言えば実践的な社会運動として世界的な広がりを

持ち得たこと故に他ならない。

なお，ルイス・マンフォードとRPAAについては

これまでもアメリカや日本でも主に都市計画学，建

築学の面から多くの研究がなされてきた。中でも

渡辺俊一「アメリカ都市計画とコミュニティ理念」

（1977／技法堂出版）は，RPAAの活動の年代的系

譜，特に本稿で述べる「地域計画」と郊外住宅地造

成計画の立案に係る経緯とその思想的背景について

説明している最重要な研究と言える。その中では

RPAAの思想の成立背景について，アメリカ建国以

来のコミュニティ概念の確立との関連，つまり建国

初期の移民コミュニティの成立が18世紀後半から

19世紀にかけての都市改良運動である「市政改良運

動」の源泉となっており，RPAAの活動がその「市

政改良運動」の延長上にありながらも，最終的には

それまでのコミュニティの基盤となっていた既存中

産階級の理解を超えた理想主義を掲げることとな

り，結果としては現在に至る地域計画の思想の潮流

の中では，必ずしも主流とはなり得なかった帰結点

までをも説明している。

また渡辺の同著のほかに，RPAAとマンフォード

の協働活動時期に多く開催された都市計画関係の各

種国際会議と，その主な出席者や議決事項，本稿後

段で述べるセイジ財団報告書関係者との接点と論争

の内容等，アメリカにおける「地域計画」草創期の

人的交流について丹念に年代的事実を追ったもの

として，秋本福雄「イギリス及びアメリカにおけ

る地域計画の誕生」（2006／（社）日本都市計画学

会都市計画論文集）がある。これも含め同氏の数多

いRPAA研究の成果は決して見落とすことが出来な

いものとなっている。またアメリカ本国での研究成

果は当然ながら更に充実しており，Roy Luboveの

Community planning in the 1920s（1963／ University 

of Pittsburgh Press），Edward K.Spann の Designing 

Modern America（1996／Ohio State University Press）

などは，特にRPAAの活動の通史的な全体像を追う

にあたって，国際的に広く評価されている基礎的な

研究である。

一方で，RPAAの中でイデオローグの役割も果た

したマンフォードは，その活動の中で「地域」につ

いて，単に物理的な地理的領域，都市計画等上にお

ける計画領域を指すだけではなく，彼自身の持つ都

市の歴史への深い造詣を背景にしつつ，コミュニ

ティの成立の基礎，ないし与件と看做していた。彼

は著作の中で「国家」との対抗概念としての「地域」

像や，コミュニティの基礎としての「地域」，その

像を確立させ，「土地所有権」に関する検討等社会

的側面にまで言及している。その意味では，RPAA

の実践的活動とそこから導き出されたマンフォード

の思想は，都市計画学や建築学からだけでなく，今

後特に社会科学及び人文科学の点からも検討が必要

と思われる。

本稿は，上記渡辺，Lubove，Spannの著作と秋本

の論文から，RPAAとマンフォードとの協働活動，

及びマンフォードの思想に大きく影響を与え，それ

をより強固なものとしたであろうトピックを明らか

にするために，まずその年代的系譜を追うことと

し，交流の端緒や，協働活動の経過とその内容につ

き，事実関係を明確に辿ることとした。次にその過

程からマンフォードが得た独自の思想的背景と源泉

を探すこととし，最終的にはRPAAの活動からマン

フォード個人へと引き継がれた思想（特に彼本人の

著作の中で明示されたもの），を捉え，その現代的

意義を考察した。

２．20世紀初頭のアメリカの都市問題

1920年代までにアメリカでは，都市問題が激化

の一途を辿っていた。19世紀末までに西部開拓の

時代は終焉を迎え，新たなフロンティアは消滅して
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いた。一方，先進工業国としての工業化は比類なき

スピードで進行しており，経済は急速に成長してい

た。そしてその担い手として主に欧州各地から押し

寄せる移民の数が増大していた。これは，それまで

の土地保有をある程度保証された未開地開拓の担い

手としてではなく，工業における安価な労働力の担

い手としての需要が増大した結果であった。その帰

結として人種差別と貧困の問題は激化の一途を辿

り，移民以外の一般的な都市部への人口流入も含め

これらの社会的矛盾が，都市において集中的に発生

していた段階だったのである。［渡辺俊一，1977，

第２章アメリカ近代都市計画の成立背景 第２節19

世紀後半の都市問題］ 

この当時の都市問題は端的に言って，未曽有の

「生活環境の悪化」ということに集約される。都市

人口の増大は直接的には一人当たりの住居スペース

の狭小化をもたらすが，賃金を得るため都市部に居

住を希望しながら，貧困のため行き場のない移民

は，既存都市の中の特定区域内において，極めて投

機的な業者の建てた狭小な家族用賃貸共同住宅（テ

ネメント）に住むことを余儀なくされたのである。

これらの居住区域からは防災，公衆衛生上の懸念を

産み出したほか，犯罪も多発し，そもそも母国語し

か会話できず，政治参加もままならない多数の孤独

な市民層を産み，貧困を再生させるスラムの発生要

因ともなって，それ以前には想定できなかった社会

的，複合的な都市問題の発生を招くこととなった。

更に解決のための利害調整及びインフラストラク

チャー等の社会資本整備については，伝統的に公的

セクターの介入を最小限にするというアメリカの建

国精神の影響もあり，一部の大資本家，ボス的政治

家の手に委ねられ，根本的な解決には程遠い状況を

産んでいた。

この状況に対し，改革の声を上げ，その担い手と

なったのは都市の事業主，実業家，中産階級であっ

た。例えば1890年代には既に「市政改革運動」が活

発になり，各地で政治腐敗撲滅への運動が盛んにな

るが，彼らの指導者は渡欧して近代的制度や技術を

持ち帰り，旧弊のボス的政治からの脱却，つまり市

政の「非政治化」と「科学化」，「効率化」を図った

ほか，スラムを「啓蒙・教化・改善」するという福

祉事業，モデル住宅地区の形成も含んだ「住宅改善

運動」も盛んとなり，それはアメリカにおける近代

的都市計画発展の萌芽となったのである。［渡辺俊

一，1977，第２章アメリカ近代都市計画の成立背景 

第２節］

踏まえておくべきことは，この時代のアメリカに

限らず，また現代ではアメリカ独自の問題と看做さ

れなくなっているが，複雑化した都市問題の利害調

整と解決を図るにあたって，貧困を産む格差の問

題，また土地を始めとする私有財産制度とどう向き

合い，どう取り扱うのかという点である。「市政改

革運動」及び「住宅改善運動」は，実際は個人の自

由，財産の所有，民主主義といったアメリカの「建

国精神」が移民の増大によって脅かされるかもしれ

ない，と考えられた状況下において発展した。拡

大・増大していくスラムと移民によって，自らの領

域と建国以来のコミュニティが脅かされていくかも

しれないという既存中産階級の危機感が根底にあっ

たのである。［渡辺俊一，1977，第２章アメリカ近

代都市計画の成立背景 第６節中産階級と革新主義］

そのような状況下において自分や他者の私権を如

何にコントロールし，個人とコミュニティの利益を

各々バランス良く最大化し，どこに均衡点を置くか

という課題は，現在以上に「建国精神」を重んじる

当時のアメリカでは非常に緊張感を伴うものであっ

た。特に都市計画の面では，個人や（閉じられた）

コミュニティの一方的な利益拡大を抑制するため

に，第三者である公共セクターの介入の限界点等，

現在に至る倫理的・制度的な基本ルールはこの当時

に確立されたと言える。そしてこのことは，マン

フォードとRPAAの活動にあたって，矛盾をはらみ

つつ直面する課題でもあった。更に現代のアメリカ

に限らず，その思想，ルールの確立をどう図るかは

現代の日本等でも重要な課題でもあり続けており，

当時のアメリカの体験は示唆に富むものとなってい

る。

マンフォードの思想と活動は以上のような時代背

景を元に生み出されたのだが，ここで彼が安定的な

執筆活動に入るまでの履歴を簡単に振り返っておき
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たい。

1895年ニューヨークにドイツ系移民の子として

私生児という形で生まれた彼は，幼年期においては

祖父とのマンハッタン散歩を習慣とする等，都市生

活を享受しながら育った。高校卒業後は昼間に新聞

社等で仕事をしつつニューヨーク・シティ・カレッ

ジに入学するが，肺結核にかかり卒業はならなかっ

た。その後第一次大戦に入り，召集を避けつつも，

最新の技術への興味から海軍の無線技師に従事する

が，除隊後は若年時からの政治学・心理学・哲学へ

の興味もあって作家として自立する志向を固めてい

た。結局，生涯を通じ，マンフォードは何の学位も

得ず，また「ゼネラリスト」，一「著作家（ライター）」

としての道を歩むのである。その後，急進的な政治

雑誌「ダイアル」（Dial）の編集者やイギリスに渡っ

て社会学会の機関誌編集に従事し，アメリカでもい

くつかの雑誌の編集にも従事した。そして自らもそ

の中で多くの論文，書評を執筆した。執筆された内

容としては，技術論，アメリカの歴史や文明論，そ

して都市論，建築論と多分野に及ぶが，［木原武一，

1984，Ⅰ．ガウンをつけない哲学者，Ⅳ．明日の

都市を求めて］多方面への関心の一方で，いかに執

筆者としての手ごたえと外部からの評価を獲得する

か，いわば鉱脈を当てるような修行と模索の期間を

過ごしたと捉えることができよう。その多方面に亘

る関心の中でも彼は文明社会の成り立ちにおける都

市の役割についての思考について傾倒を深めていっ

た。彼の都市と歴史についての基本的思考を著作で

ある「歴史の都市 明日の都市」（1961／新潮社）か

らまとめると以下のようになる。

歴史的に見て，技術の進化，労働の変化をもたら

す文明の発展は，生活の時間軸と空間のあり方を規

定する。その発展の前提として，文明は都市という

空間から発生し，都市はその交流起点でもある。つ

まり都市は単に建造物の寄せ集めではなく，一つの

「磁力」を伴った存在として成立する。時代の進化

と共にその傾向は一層強化されていく。そして都市

は人間の生を享受し，その活動の可能性を最大化す

る場となり得る。その場合，「中世都市」は主に何

点かの理由から一つの理想として捉えることが出来

る。一つには，都市と農村とのバランス・共存関係

が構築されていたことである。都市住民が食糧基地

たる農村をいかに身近なものとして感じられるか，

都市と農村の平衡が保たれているかは文明全体に必

要不可欠な要素である。もう一つとしては人間関係

の緊密さにあり，特に協働的生活の代表者，基盤と

してギルド（職能的自治集団）の効用を説く。これ

は経済的な独占集団としての役割の他に低所得者や

失業者に対する職業斡旋機関等，相互扶助的機能の

役割を担っていたことに代表されよう。更なる理由

としては，有機的な都市プランニング及び市民的施

設の配置である。無意識的であったにせよ，元来の

土地の大きな改変を伴わない形で，決して直線系統

でない道路体系が導入され，時代の変化とともにそ

の沿道に城館，聖堂，礼拝堂，修道院，シティホー

ルといった施設が配置された。地区の教会と共に地

域的な近隣的住単位が生まれゲマインシャフトとゲ

ゼルシャフト双方の発展の基礎となり，このことは

先に挙げた農村への意識と人間関係の緊密さを増大

させる功もあったのである。これは後のバロック時

代の都市では見られない特徴であった。［ルイス・

マンフォード，歴史の都市　明日の都市，1961（邦

訳 1969），第９章６．ギルドの奉仕］ほか，［木原

武一，1984，Ⅲ．都市の歴史 ３中世都市の「理想的」

イメージ］

このようなマンフォードの都市への視点はパト

リック・ゲデス（Patrick Geddes, 1854-1932）との

交流から得たのであった。ゲデスはイギリス・ス

コットランドに生まれ，元々は生物学を学んでいた

が，その後社会学に接し，更にゼネラリストを志向

して都市への興味を深め「市政学（都市学）」の確

立に貢献した。彼の都市への視点は生物学，社会学

的なものも含み，当時としては非常に独特のもので

あった。

都市の成り立ちについて，その歴史を踏まえて，

まさに生物学的視点を持って積層的に捉え，将来の

成長と拡大の可能性，そしてその課題を明らかにし

た。その際，無秩序な都市部の拡大が，都市部の連

坦状況（コナベーション：conurbation）をもたらし

ており，都市単体ではなく，広がりを持った領域を
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観察することの重要性を説いた。そしてその連坦状

況は当然都市が農村を侵食することに他ならない

が，逆に農村が都市を侵食する可能性にもつなが

り，非計画的な諸要素が都市に侵入するといった非

合理な面が浮上するという視点をもたらした。そし

て都市の成立と発展に係る一つひとつの諸要素を客

観的に明らかにし，それらをコントロール化に置く

べきこと，よって住宅，工場，公園・緑地，都市施

設（交通施設）等の配置はこれまでと異なった新し

い方式にて行うべきことの必要性を説いた。［大月

敏雄，2011］，［木原武一，1984，Ⅲ．］，［パトリッ

ク・ゲデス，1915（邦訳 2015），第２章人口地図と

その意味］

ゲデスは以上のような考えを1915年の著書で既

にまとめていたが，若きマンフォードはこの著書に

触れて感銘を受け，1917年にゲデスに手紙を送り，

半ば師弟関係のような交流が開始されたのである。

３．RPAAの活動

3.1　ニューヨーク州復興委員会住宅小委員会

マンフォードが文明の中でも都市について以上

のような認識を持ち始めていた頃，同時にアメリ

カ建築家協会誌の編集長チャールズ・ウィティ

カー（Charles Whitaker, 1872-1938）との偶然な出会

いがあり２，彼を通して後のアメリカ地域計画協会

（RPAA）の主力メンバーであるクラレンス・ステ

イン（Clarence Stein, 1882-1975，建築家・都市計画

家），ベントン・マッカイ（Benton MacKaye, 1879-

1975，環境計画・地域計画者），ヘンリー・ライト

（Henry Wright, 1878-1936，建築家）といった専門家

達との協働活動が始まるのである。彼らは先述した

通り激しくなる一方の都市問題と，増加する労働力

人口の受け皿が必要なのにも関わらず，第一次大戦

中からの資材不足等もあって深刻化する住宅問題へ

の対処について共通した認識を持っていた。

一つには，既に時代の要請でもあったが，都市単

体だけでなくその課題の大きさに合うような地域的

な広がりを持ったプランニングが必要という認識に

あったこと，もう一つには都市と農村両者の利点を

備え，都市機能を地方に分散させるイギリスの「田

園都市運動（思想）」をアメリカにおいて援用し，

発展させるべきとしたこと，そして「田園都市」の

中に挿入された概念ではあったが，住環境改善のた

めに広いオープンスペースや街路を計画すべきと

いったことであった。［奥田孝次，2004，第９章ア

メリカ地域計画協会と地域計画の確立］

RPAAの設立自体は1923年となるが，メンバーの

多くは1919年頃から都市・住宅問題に係る公的な

いくつかの委員会のメンバーに就任するほか，各

種の活動を活発化させ，その結果実際の政策的影

響力を持つことになった。まず，ステインが1919

年労働者階級出身で進歩主義・革新主義者として

知られたニューヨーク州知事アル・スミス（Alfred 

Emanuel Smith， Jr. 1873-1944）の設置したニュー

ヨーク州復興委員会（New York State Reconstruction 

Commission）住宅小委員会の幹事に就任し，低廉

で良好な住宅の大量供給という課題をどう解決する

か，すなわち解決のための障壁，また解決に必要な

前提条件を明らかにすることに取り組んだ。

この委員会報告書では，今後必要な住宅戸数の確

保のためには，現状の供給レベルでは不足すること

から，従来，住宅問題に関する政府等の公的な関与

が住居の基準等，最低限のレベルに抑えられていた

ことに代えて，あくまでその積極的な介入を主張し

た。そしてハワードの「田園都市思想」自体に大き

く由来する（１）都市規模の限定，（２）工業機能

の分散，（３）大規模一元的開発，（４）交通その

他諸機能との総合的開発を説いた。［Lubove, 1963, 

chapter 2］，［渡辺俊一，1977，第４章アメリカ地

域計画協会のコミュニティ・プランニング論 序節］

イギリスで生まれた「田園都市思想」が掲げる理想

への信頼も踏まえて，ステインらはアメリカでの実

現を図るべく大いに意気込んでいたのである。住宅

問題は単に戸数の供給だけでは解決せず，まず地域

的領域を対象とし計画すべきこと，都市機能の「拡

大」でなく「分散」を図り，かつ総合的な手段を用

いないことには，問題は解決しないという「田園都

市思想」的処方箋を社会に向けて提示したのであ

る。
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また報告書では都市へのこのようなアプロー

チを「コミュニティ・プランニング（community 

planning）」と名付けた３。同時期，州委員会での動

きとは別に，ほぼ呼応するような形でアメリカ建築

家協会の中にも「コミュニティ・プランニング小委

員会（Committee on community planning）」が設置さ

れ，ステインはその主要メンバーとなったが，「コ

ミュニティ・プランニング」という用語は後にマン

フォードらによって理論的強化が図られ，1924年

における同小委員会の報告書での重要な計画理念と

されたほか，RPAAにとっての重要なスローガン，

中心理念に育っていくのである。

3.2　ニューヨーク州住宅・地域計画委員会

ステインは続いて1923年に設置されたニュー

ヨーク州の住宅・地域計画委員会（New York State 

Commission of Housing and Regional planning）の初

代委員長に就任した４。この委員会は先の復興委員

会小委員会で提言された方針を，実際に行政計画上

に「落とす」機能を期待された。よってより具体的

な実施案の提示が求められていた。そしてそのマス

ター・プランとも言うべき基礎調査はステインの同

志であるマッカイにアドバイザーという形で委嘱さ

れた。

マッカイはハーバード大学で森林学を学んだ後，

連邦農務省に勤務し，森林管理業務に従事した後，

独立していたが，森林局勤務時，森林，水資源，鉱

物，土壌といった自然それ自体及びその土地利用

が，州法や境界線が存在するために，必ずしも実態

と合致せず，管理上の矛盾が生じていることに疑問

を抱いていた。もっと「地域」を重んじ，包括的な

対策がとられるべきと考えていた。そしてその「包

括的地域管理」の為には，自然だけを捉えるだけで

は不足であり，自然保全のためにも人間の居住のあ

り方やコミュニティ像，そして交通網等のインフラ

ストラクチャーの整備が自由放任の下にあってはな

らず，適正なコントロール下にあるべきとした。「都

市」の視点から広域的な領域のコントロールを志向

したステイン，マンフォードらと，「自然」の視点

から同様のコントロールを志向したマッカイとの接

点はこのようにして生まれた。５

最終的にこの調査の報告書は1926年，同志である

ライトの名前で起草されるが，この報告書はまさに

正式に1925年RPAAを正式に設立させていた彼らに

とって，その地域計画像を明確に社会に示す機会と

なった。その特徴としては，大枠として，人口・産

業のニューヨークへの一極集中，拡大ではなく，分

散を志向すると同時に，交通網を州全域に張り巡ら

せることによって，その網目の交点に新しいコミュ

ニティとなる小都市を配置することを目指した。

（図１）

図１：ヘンリー・ライトによるニューヨーク州概念図

（州域全体に網目上に交通網を張り巡らし，交点に
小都市が配置されている）

（出典：https://theconversation.com/hearts-cells-and-mud-
how-biology-helps-humans-re-imagine-our-cities-in-vexed-
times-173325　2023.8.30閲覧）

この報告書はRPAAの思想が明示されているだけ

でなく，当時のRPAAが置かれた社会的・政治的状

況も反映されていた。委員会の設置理由がそもそも

当時の大都市問題の解決を図ろうとしたこと，また

都市単体だけでなく，地域広がりを志向するもので

あったことは当然として，何よりスミス州知事自身

が土地高騰と大都市集中問題の解決に非常に積極的

であったこと，加えて，後にニューヨーク州知事か

ら連邦大統領となり，当時はタコニック州立公園委

員会委員長であったフランクリン・ルーズベルト

（Franklin Delano Roosevelt，FDR，1882-1945） が，
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工業を始めとする産業の再配置，及び農業の振興に

非常に熱心であり，ステイン，マッカイ，スミスら

と盛んに接触を図り，相互に影響を受ける関係に

あったことが挙げられる。６

更に1921年に設置され，後にイギリス人都市

計画家トマス・アダムス（Thomas Adams，1871-

1940）７が委員長に就任する民間団体セイジ財団に

よるニューヨーク地域計画委員会の存在も，ステイ

ンの委員会の方向性をより際立たせる結果となっ

た。セイジ財団委員会はRPAAの「コミュニティ・

プランニング」とはいわば逆のアプローチから大

都市問題の解決を図ろうとしていた。州全域より

もニューヨーク市周辺圏の都市機能の改善を重視

するもので，それは主としてニューヨーク市と周

辺地域のハイウェイ，地下鉄網の整備，公園配置

計画を構想するものであった。（図２）８［Spann, 

Designing Modern America, 1996, Ⅵ. Planning New 

York State: Stein and Henry Wright］，［Spann, Franklin 

Delano Roosevelt and the Regional Planning Association 

of America, 1931-1936, 1993］

この委員会活動と報告書はオピニオン誌等を通じ

て，RPAAメンバー，特に既にRPAAの重要なイデ

オローグであったマンフォードとの間で大論争をも

巻き起こしている。２者の見解の違いはその「地域」

像への捉え方にあった。マンフォードは，セイジ財

団委員会報告書で定義する「地域」が，ハワードや

ゲデスが重視していた社会学的分析が全く欠けてい

るため，都市の成長特性を見ていない非常に恣意的

なものであるとし，かつその将来像については「都

市の膨張」を是認し，前提条件としていると批判し

た。よって都市問題の解決に重要な「分散」の視点

が考慮されておらず，ニューヨーク市自体の拡大と

それに関わる利益集団（不動産業者等）の利益拡大

しか図られない，すなわち「田園都市」の理想を欠

いているとした。

一方アダムスは，マンフォードを「ユートピア」

主義者と断じ，「都市を計画する者は，それが進化

して欲しいという方法ではなく，進化している方法

に留意する用意がなければならない。」［秋本福雄，

2006］と反論した。社会像の提示よりも都市の実態

的な諸課題解決こそが都市問題の処方箋という視点

であった。この論争はニューヨークを舞台として，

まだ「地域計画」の明確な概念が未確立の時期にお

いて，「都市計画」を超えた理想的な社会像の掲げ

る地域構想と，実務的な都市計画概念が正面から衝

突した興味深い論争であったが，決着はつかないま

ま終わったのであった。

図２：セイジ財団委員会によるニューヨーク市周辺構想図

（ニューヨーク市周辺を対象とし，既存都市圏の機能強化を図っている。上図左はハイウェイ構想図，右は土
地利用計画図）

（出典：https://rpa.org/work/reports/regional-plan-of-new-york-and-its-environs　2023.8.30閲覧）
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3.3　郊外型住宅地

　RPAAの活動はこの頃「地域計画」に留まら

ず，具体的な郊外型住宅地の建設へも向かってい

た。1923年，前年に欧州を視察していたステイン

は，RPAAの考えに共鳴しそのメンバーになってい

た法律家でデベロッパーのアレクサンダー・ビン

グ（Alexander Bing, 1873-1959）９と共に，「田園都市」

の具体化を目指して，ニューヨーク市中心部から東

約5.5kmの郊外に位置し，人口規模約25,000人，256

ヘクタール規模の新住宅地「サニーサイド・ガーデ

ンズ，（Sunnyside Gardens）」の事業をスタートさせ

た。

まず開発主体として都市住宅会社（CHC: City 

Housing Corporation）が設立させたが，ビングによ

れば，この会社の目的は単に開発利益を求めるので

はなく，良い住宅を可能な限り低廉な価格で建設

し，会社の投資を安全なものとすると同時に，購入

者に低利の融資を行うための資本を調達することを

目指すものであった。［Parsons, 2007］営利企業の

形はとっていたものの，実態はともかく「田園都市」

の思想をもとに住民，新入居者への利益還元を目指

そうとした会社組織であったことは間違いないだろ

う。

　サニーサイド・ガーデンズでは，主にステインと

ライトらの設計によって，イギリスで既に実績のあ

る「田園都市」建設の方針に従って，拡大化された

オープンスペース，日常の生活で必要な生活関連施

設の充実，建設コストの低減等が目指された。10 ま

た重要なこととして，「コミュニティ」の形成に必

要な施設の整備と，その組織化が図られている。こ

の組織化の目論見はある程度成功し，CHCの援助

もあって住民組織が結成され，それは不動産上の利

益の維持を図ることにつながった。特に建設終了後

に見舞われた大恐慌において，CHC側へのローン

返済にあたって，ストライキ，集団交渉を行うと

いった実力を持つに至っている。CHCの経営とし

ても当初は軌道にのるレベルとなった。［渡辺俊一，

1977，第４章 第３節サニーサイド・ガーデンズ］

　次に，サニーサイド・ガーデンズに続いて建設さ

れた「ラドバーン（Radburn）」は，RPAAが現在に

おいてもその名前が記憶される契機となる決定的な

プロジェクトとなった。ラドバーンはニューヨーク

市中心部から北西25kmに位置し，サニーサイド・

ガーデンズの約２倍弱の425haを対象にし，段階的

に開発を進め，人口規模約22,000人～30,000人規模

の新しい郊外住宅地を作ろうとするものであった。

1928年からその設計は開始されたものの，同年10月

に起こったニューヨーク株式市場の大暴落（いわゆ

る「暗黒の木曜日」と大恐慌の開始）によって，事

業見通しに失敗し1929年に最初の入居が開始され

たものの1933年には事業遂行不能となってCHCは

倒産し，ラドバーン事業も中止されるに至った。

　今日，ラドバーン事業の意義は，「ラドバーン方

式」と呼ばれる等，その実務的な計画設計思想の点

から語られることが多い。すなわちフットパス，ク

ルドサック等自動車交通と歩行者の分離（「歩車分

離」），クラレンス・ペリー（Clarence Arthur Perry, 

1872-1944）による近隣住区論11の全面的採用であ

る。だが特徴的なことは，住民の組織化が図られ

（いわゆる「ラドバーン組合」），その団体が独自の

課税権を持って下水処理，ごみ収集，街灯，オープ

ンスペース等の管理のために供され，事実上準自治

体としての機能を持ったということにある。この組

合では市議会がマネージャーを雇用し，行政上の業

務を遂行したモデルに倣って，組合理事会によって

雇用されたマネージャーが業務を遂行した。［渡辺

俊一，1977，第４章 第４節ラドバーン］，［田中康

裕，2022］

　ラドバーンでは「田園都市」の理想を追うにあ

たってその重要な要素ともいえる都市を囲むグリー

ンベルトはなく，また業務用地も設けられなかった

ため，その居住者はほぼニューヨークへ通勤するホ

ワイトカラーのみとなり，その結果自己充足的な機

能は持ち得ず，その理想は志半ばで挫折したと考え

られよう。しかしながら，従来にない形の新しい郊

外住宅地の形，住民による新しいコミュニティの形

成等，その後の都市問題を解決する方策としての田

園都市の理想は一定程度果たされたと言えるのであ

る。
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４ ．「Regional City（地域都市）」及び「Regionalism

（地域主義）」の本質

先にみた２つの委員会報告，及び２つの郊外型住

宅地のプロジェクトについて，その事業的結末をみ

れば，その理想主義ゆえに完全な形で成就できたも

のはなく，むしろその思想的基盤だけを残したとい

える。12

しかしながら，RPAA及びマンフォードの思想が

現在もなお，「都市計画」，「地域計画」上の重要思

想として位置づけられるのはなぜか，また改めて再

考できる点はないだろうか。

彼らによれば，そもそも18世紀末より明らかに

なった都市への集中の問題は，人口と産業の広域的

な分散によってその緩和が図られる。都市生活を享

受しながら，都市問題の解決を図るためには，既存

の都市機能を拡充・拡大するだけでは問題の解決に

ならず，まさに都市と同様，既存の問題が拡大され

るだけに他ならない。必要とされるのは一つの都市

内で機能が充足すること，つまり大都市に依存せず

生活できること，加えて都市の形態からしても，そ

れらが農地等で囲まれ，他の都市とは独立した形態

をもっており，住宅の他にレクリエーション機能を

持つ緑地や農地，また工業用地がバランスよく配置

されていることが必要であり，これこそがハワード

由来の「田園都市」である。都市問題の解決の為に

はこのように社会構造をも見通す地域計画を立案

し，その枠内でこれらの「田園都市」を多く配置・

建設することこそ必要である，としている。［渡辺

俊一，1977，第４章 第２節 計画理念］

先に述べたように，1924年におけるニューヨー

ク州復興委員会住宅小委員会の報告書での重要な

計画理念「コミュニティ・プランニング」は，こ

のRPAAの「田園都市」の考え方に呼応し，「田園

都市」を都市単体の設計思想に留めておくのでは

なく，地域的広がりの中で構想，配置，建設する

設計思想の全体像を指している。こうして出来た

田園都市の概念のことを，RPAAはその活動の中で

「Regional City（地域都市）」と強調していたのであ

り，マンフォードは更にその「Regional City」に

ついて，後年，著作の中で根底にある「地域主義

（Regionalism）」という言葉を用いつつ，社会構造

からの説明を試みている。13

まず社会において国家をどう捉えるかという点か

ら，マンフォードはそれを否定すべき対象としてい

た。２度の世界大戦間の機微な時代背景もあって，

同時代的なものとして勃興しつつあった欧米各国に

おけるファシズムの台頭は切迫した国際的な課題で

あった。その強権的で抑圧的政治姿勢に警鐘を鳴ら

すとともに，強大な「国民国家」は個人や共同体を

抑圧するだけで結果としては性質上「戦争国家」に

他ならず，真の共同体と真の地域体は国民国家の境

界線とイデオロギー形態に合致していない，と規定

したのである。

その上で社会全体が政治的集団に復帰するため

に，また改めて抑圧的政治姿勢へ対抗するために

は，都市，国家等への権力の集中ではなく，むしろ

小さい地域における本来の自然集団，つまり「地域」

を前提とした共同体への回帰，若しくはその再定義

とその連帯を説くのである。更にそれは決して閉鎖

的思考ではないとする。各地の「地域」が相互に呼

応し，相互に地域共同体同士が呼応・影響をしあう

結合状況が期待され，それは既に現在進行的に生ま

れつつあるもので，その状況こそを理想とし，人間

生活，共同体，文明の基礎を，国家でなく「地域」

に置くべきと主張している。［ルイス・マンフォー

ド，都市の文化，1938（邦訳 1974），第６章地域開

発政策］

このような思考は最終的に都市や地域の構造のあ

り方に及んでいる。「共同体と都市の構造を改良し

ようという努力は，客観的な地理的・経済的・社

会的事実と調和した地域的結合領域を再確認しな

いかぎり，効力をもたないであろう」［ルイス・マ

ンフォード，都市の文化，1938（邦訳 1974）第６

章］とし，以上のような考え方を「Regionalism（地

域主義）」とし，その具体的な作業こそが田園都

市の建設としているのである。これはその都市を

「Regional City（地域都市）」呼び，設計思想を「コ

ミュニティ・プランニング」としていることにつな

がっている。
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先に個人や他者の私権を如何にコントロールし，

個人とコミュニティの利益を各々バランス良く最大

化し，どこに均衡点を置くかという課題は，現在以

上に当時のアメリカでは非常に緊張感を伴うもので

あったとしたが，マンフォードはまさにこの点が田

園都市の建設や，コミュニティの活動にとって最大

の課題になるということを見通していた。そして，

地価に係る投機はその建設自体の障害になるととも

に，共同体の活動それ自体とは全く乖離したもので

あることから激しく嫌悪し，健全な土地利用計画の

必要性と，ハワード由来の土地「共有化」概念を強

化し，そのコミュニティへの付与を説いたのであっ

た。

RPAAとマンフォードの活動はおよそ１世紀前の

ものであるが，現代における意義は小さくないと思

われる。（特に日本においては）都市機能の分散と

大都市問題，地方の活性化のあり方に関し大きな示

唆を与えているだろう。戦後日本の国土計画は大儀

名分としては「国土の均衡ある発展」を謳い，端的

に言えば「田園都市」の理想を追う形で進められて

きた。しかしその成果は上がらず，都市部への人口

集中は進み，都市と地方の格差は拡大した。重要な

のは都市と地方の生活レベルやインフラストラク

チャーの格差ではない。むしろ文明の起点となる都

市・農村部の交流及び発信機能とその持続性，いわ

ば「磁力」の格差が残されたことにある。これは将

来あるべき産業像と社会構造の綿密な分析がないま

ま日本全体が都市化したことに由来しており，同時

にその無関心は，コミュニティの破壊についても無

関心であったことにつながっているのではないか。

もう一つには土地共有化への視点である。概念と

しての「田園都市」建設を進めるとしてもその障害

となるのは，現在でもなお土地所有権の問題であ

る。これまではその投機，高騰だけが問題とされて

きたが，人口減少化は土地の放棄の問題ももたらし

ており，個人の土地所有が障害となって各種の環境

整備が進まない要因となっている。土地共有化自体

は小さいテーマかもしれないが，都市問題の克服の

ためには概念だけに決して留めるべきでない広範囲

に影響を及ぼし得るテーマであり，かつ現実的で重

要な処方箋になる可能性を含むと考えられるのであ

る。土地所有のあり方について根底的に見直す議論

が活発になるとともに，例えばコミュニティ，共同

体による土地共有についての実際例の増加と関係法

等の整備が望まれるのである。

表：マンフォード及びRPAA関係年表（文献等をもとに筆者で作成）

年 一般 RPAA及びそのメンバーを巡る事項

1915
　

　 アメリカ建築家協会誌編集長チャールズ・ウィティカー，田園都市調

査の為，建築家アッカーマンを英国に派遣

パトリック・ゲデス「進化する都市」，英国にて出版

1917 アメリカ第一次世界大戦参

戦

ルイス・マンフォード（23歳），ゲデスに初めて書簡を送り，交流が

始まる。

1918 　 マンフォード，ウィティカーに会い「アメリカ建築家協会誌」の編集

秘書となる。

1919
　

アル・スミス，NY州知事

に就任（1919～1928）
ウィティカーの紹介で，マンフォード，クラレンス・ステイン，ベン

トン・マッカイらと知己を得る。各々の問題意識を共有し，交流開始

クラレンス・ステイン，ニューヨーク州復興委員会住宅小委員会幹事

就任

アメリカ建築家協会内にコミュニティ・プランニング小委員会を設置

1920 ニューヨーク州復興委員会住宅小委員会報告書作成
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注

１　北陸先端科学技術大学院大学 研究員，法政大学ボア

ソナード記念現代法研究所 客員研究員

２　アメリカ建築家協会誌の編集助手となり，同協会の

全ての会合に出席する立場を得た。［木原武一，1984, 
Ⅳ］

３　この執筆はマンフォードが担当している。

４　初代にして唯一の委員長であった。［渡辺俊一，1977,
第４章 序節］

５　マッカイはこの包括的な地域管理を促すアイデアと

して1921年「アパラチアン・トレイル」（アメリカ北東

部を貫く約3,500kmの長距離自然遊歩道）構想を発表し，

ニューヨーク州の住宅・地域計画委員会報告書にも盛り

込まれた。現在でもアメリカ随一の自然遊歩道として海

1921 セイジ財団ニューヨーク地域計画委員会設置

マッカイ，アパラチア自然遊歩道（アパラチアン・トレイル）の構想

発表

1922 ステイン，アメリカ建築家協会内設立のコミュニティ・プランニング

小委員会第２代委員長就任（～1925）

1923 アメリカ地域計画協会（RPAA）設立

ステイン，ニューヨーク州住宅・地域計画委員会初代委員長就任（初

代，～1926）

ニューヨーク州住宅・地域計画委員会，マッカイに州全域の基礎調査

を依頼

1924 サニーサイド・ガーデンズ事業開始

RPAAメンバー，ビンズの資金援助を得て，都市住宅会社（CHC：City 
Housing Corporation，サニーサイド・ガーデンズ，ラドバーンの開発

主体）設立

アメリカ建築家協会内コミュニティ・プランニング小委員会報告書（マ

ンフォードを中心とした事実上の「地域計画理念（コミュニティ・プ

ランニング論）」の表明）

1925 ハワード訪米，国際田園都市・都市計画協会アメリカ大会開催

1926 マッカイの後を受けたヘンリー・ライト，ニューヨーク州住宅・地域

計画委員会「州計画の概要」を起草

1928 FDR，NY州知事当選・就

任

ラドバーン事業開始

NY株式市場で大暴落「暗

黒の木曜日」大恐慌へ

　

1929 フーヴァー大統領就任（～

1933.3）
地域計画協会（RPA≠RPAA）設立

1932 FDR大統領選出馬当選（翌

年就任，～1945.4）
ラドバーン事業中止，CHC倒産

いわゆる100日議会により

ニューディール関係法整備

RPAA事実上の解散

TVA（テネシー川流域開発

公社）設立

　

1934 　 マッカイ，TVAでプランナーに任命される

外からも含め多くの来訪者がある。

６　ルーズベルトとRPAAメンバーとの交流は，後に

ニューヨーク州知事選，大統領選においてRPAAの考え

方を彼の地域政策に導入するよう直接要求する等深いも

のがあった。ルーズベルトはRPAAの考え方に全て同意

していた訳ではないが，地域計画とその公的関与に関心

を示す数少ない政治家の一人であったと思われる。なお

マッカイは大統領就任後のテネシー川流域開発計画（い

わゆるTVA）において公職（プランナー）に就任している。

[Spann, Franklin Delano Roosevelt and the Regional 

Planning Association of America, 1931-1936, 1993] 

７　イギリスで田園都市の運営にも携わり，アメリカに

おいて初期田園都市運動先導者の一人でもあった

８　1929年になって，このセイジ財団委員会が元になっ
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てRPAAとは別に地域計画協会（RPA）が設立された。

９　ビングは労働問題に詳しく，また乞われてRPAAの

初代会長を務めた。

10　オープンスペースの拡大には計画時，州当局との対

立があり，最終的には中央部にそれが設けられた。実際

には建設コストのロスが大きく，当初目論んだ低所得者

層の入居は適わなかったが経営的には成功したと言われ

ている。 [渡辺俊一，1977，第４章 第３節サニーサイド・

ガーデンズ]

11　幹線道路で囲まれた区域（小学校区に該当）を一つ

の生活圏と看做し，住居，オープンスペースや公園，公

共・商業用施設をバランス良く配置することで，住民の

安全を守り，域内コミュニティの活性化を図るもの。社

会学的アプローチに基づいている。現在のニュータウン

にも広く導入されている考え方である。

12　RPAAの思想は，ルーズベルト大統領期にそのニュー

ディール政策でも，同様の思想に立った郊外住宅地が作

られるなど，一定の影響が見られた。

13　RPAAとマンフォードの地域への視点に関しては，「地

域主義と非地域主義」（Regionalism and Irregionalism）

及び「地域主義の理論と実践」（The Theory and Practice 

of Regionalism）の２編が “Sociological Review” 誌に

1927年から1928年に亘って執筆されており，マンフォード

は自らの「地域」像について説明を行っている。 [加藤雅也，

2011]
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１．問題の所在

社会保障制度の中でも医療分野は，個人に対し費

用負担のみならず健康の保持や疾病予防への努力を

求める点（高齢者の医療の確保に関する法律２条１

項）に特徴がある。職域，地域を問わず医療保険の

保険者は，特定健康診査（いわゆる「メタボ健診」）

及び特定保健指導の実施が義務付けられるととも

に，被保険者の疾病予防に係る自助努力の支援その

他健康増進のために必要な事業（「保健事業」）を行

うよう努めなければならない（健保150条１項，国

保82条１項）。近年は医療費抑制
0 0 0 0 0

という政策目標と

強く関連して疾病予防や健康増進に向けた取組が重

視される傾向があり，ヘルスケアポイントや保険者

努力支援制度１など，個人や保険者に取組を促すた

めインセンティブを付与する手法も強調されている

（笠木他 2018：225-227）。

他方，疾病予防と医療費抑制の相関には否定的な

研究が少なくなく２，このため保健事業については

費用対効果の検証が必要で，科学的根拠の乏しい数

値を政策誘導の手段として用いることは控えるべき

との見解もみられる（島崎 2020：261-262）。また，

法政大学大学院公共政策研究科博士後期課程

日本の医療制度改革における「非難回避の政治」と 
疾病予防政策 
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要約

福祉国家の縮減及び再編期の政治は「非難回避の政治」を特徴とする。我が国では，疾病予防や健康増進に

関する言説が，高齢者医療制度改革の非難回避戦略として使用されてきた。そして，老人保健制度，後期高齢

者医療制度のいずれの創設の場面でも，非難回避の目的のために有効に機能したということができる。前者で

は，負担を正統化するため「総合的な保健対策」言説が用いられ，規範として「国民の自助と連帯」が参照さ

れた。後者では，経済財政諮問会議における「給付の総額管理」言説に対抗するため，疾病予防等と医療費抑

制を結び付ける「構造的な医療費適正化の取組」言説が使用された。

他方，「総合的な保健対策」言説は非難回避のための修辞的側面が強く，代償政策としては実質を伴わない

ものであった。また，「構造的な医療費適正化の取組」言説からは「効果の先送り」，「地方への責任転嫁」，「個

人の負担の代償政策」の特徴が析出できるが，医療費適正化の成果を上げられていないにもかかわらず，地方

と個人に取組の責任を転嫁することで未完の改革として正当化され，命脈を保つことになった。このことは，

単に費用対効果の検証が不十分であるということにとどまらず，公衆衛生活動の意義が財政対策に矮小化さ

れ，かえって取組が後退しかねない危険性を孕むといえる。
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健康状態には，その人の経済や社会関係の状況が大

きな影響を与える「健康格差」があるとされるとこ

ろ３，とりわけ市町村国保は被保険者の７割以上が

無職者又は非正規就労者であり４，平均的な所得水

準は職域保険と比べ著しく低く５，医療費は相対的

に嵩む傾向にある６。市町村国保の被保険者には経

済状況と健康状態の双方に困難を抱える者が多いと

いうことができ，このような特徴を有する市町村国

保の保健事業では，被保険者の経済や社会関係の状

況に着目したアプローチ７も必要であると思われる。

つまり，疾病予防や健康増進の取組が医療費抑制

の観点と強く関連付けられている我が国の状況は，

必ずしも自明のあり方とはいえない。

医療保険制度において被保険者の健康保持に向け

た自助努力，あるいは保険者による保健事業が規定

されたのは，1982年創設の老人保健制度を初めと

する。老人保健制度導入後の我が国の医療制度改革

を，福祉政治の変遷（宮本 2013）の議論に引き付

けて概観すれば，2000年代初頭までは患者一部負

担の拡大を基調とする縮減期，その後は，医療費適

正化対策や医療提供体制の改革が前面に打ち出され

た再編期と，それぞれいうことができる。老人保健

制度の創設は，それまで給付拡大の一途を辿ってい

た我が国の医療保障の制度を，縮減に向かわせる転

換点となった。つまり，日本の医療保険制度におい

て疾病予防や健康増進に関する言説は，給付の縮減

と引き換えに登場したということができる。

福祉国家の縮減及び再編期の政治は「非難回避の

政治」を特徴とする（Pierson 1996；新川 2005；西

岡 2013）。現状の不利益変更を迫る制度改革に対し

ては，有権者や受益者集団からの非難が予想され，

それゆえ縮減等を推進しようとする政治アクターに

は非難を回避するための政治戦略が求められるから

である（西岡 2013：69）。Hansson（2015）は，政

府における非難回避戦略について，談話分析の観点

から，「問題の完全な否定」（Total problem denial），「釈

明」（Excuses），「正当化」（Justifications）等９つの

類型に整理し，これらに対応する議論やフレーミン

グ，否定，行為者と行為の表現，正当化，認知操作

の方法を同定した。Hanssonの議論は，Hood（2011）

の「見せかけの」（‘presentational'）戦略（Hansson 

2015:305）を踏まえ，政府の対外的なコミュニケー

ションにおける非難回避行動を分析するための枠

組みを示すものである。他方，西岡（2013）は，

Pierson（1994），新川（2005）８やHood（2011）らの

先行研究を参考に，非難回避戦略のレパートリーを

操作対象の観点から①認識，②組織，③手続，④政

策，⑤利益の５つに区分した上で，各レベルごとの

アプローチ（①フレーミング，②責任転嫁，③決定

分散・決定共有，④希釈化・集中化，⑤補償）を整

理している。例えば，西岡の「責任転嫁アプローチ」

は，Hood（2011）の「エージェンシー戦略」に該

当する（西岡 2013：76）。西岡の議論は，「痛みを

ともなう改革」に対し予想される非難を回避し，あ

るいは事後的に非難の抑制を図るために講じられる

措置に関する，より包括的な分析モデルであるとい

える。縮減・再編期における日本の医療制度改革に

おいても，こうした認識操作や責任転嫁，希釈化・

集中化，補償といった措置が，非難回避のために講

じられてきたのではないだろうか。

日本の医療制度改革の政策過程については，新

川（2005）や宮本（2008）など多くの先行研究９が

ある一方，疾病予防や健康増進をめぐる言説にはあ

まり着目されてこなかった。例えば，北山（2011）

は歴史的制度論の立場から，制度の発展に関わらず

常に市町村が保険者であり続けた経緯を示してお

り，老人保健制度の創設と共に保健事業の主たる実

施者として市町村が選択されたことも「ロックイ

ン」の概念から説明される。しかし，老人保健制度

の創設に係らしめて保健事業が制度化されたことそ
0

のもの
0 0 0

は，歴史的制度論からは説明が難しい。日本

の医療制度改革の政策過程を解明するためには，こ

うした研究の空白を埋め，疾病予防等の変遷も射程

に収めた理論モデルの模索が必要であるように思わ

れる。本稿では，老人保健制度の創設に始まる縮減

及び再編期の医療制度改革の政策過程において，疾

病予防等のアイディアが政策案の正当化／正統化

（シュミット 2009：81）のためにどのように用いら

れてきたかに焦点を当て，それが誰を対象にした言

説で，争点構造のどこに位置付けられ，いかなる価
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値，規範や先行する政策体系が参照されていたかを

経時的に分析し，疾病予防等に係る言説の変遷につ

いて析出を試みる。また，これら制度改革の議論に

おいて先に指摘したような観点，すなわち保健事業

の費用対効果の検証や社会政策的側面に，いかなる

顧慮がされてきたかを確認し，医療制度改革におけ

る「非難回避の政治」の課題について展望すること

を本稿の課題とする。

２．老人保健制度の創設をめぐる言説戦略

2.1　争点構造

　日本の医療制度における給付拡大の極北は，

1973年の老人福祉法改正による「老人医療費無料

化」であったと思われる。しかしながら，老人医療

費の無料化は高齢者の受療率の著しい上昇と，老人

医療費の急激な増加を招いた（吉原他 2020：279）。

第一次オイルショックによる物価高騰とその後の継

続的な低経済成長を背景に，老人医療費の無料化は

国保財政のひっ迫に拍車をかけるとともに，国保財

源の過半を負担する国の財政にも大きな影響を及ぼ

した（土田 2011：252）。

　このため，国保財政のひっ迫緩和の観点から，老

人医療費増加への対応が政府のアジェンダとなった

（新田 2018：42）。その争点は①老人医療の制度を

別建ての制度にするか既存の医療保険制度を引き続

き活用するか，②財源調達について保険者間の財政

調整を導入し公費負担の抑制を図るか否か，③患者

一部負担の導入の是非，の三点に整理することがで

きる。1978年12月のいわゆる「老人医療制度につ

いての小沢厚生大臣私案」は，①については別建て

の新制度を，②については現行の公費負担割合の維

持を，③については導入をそれぞれ是とした。一方，

1979年10月の「老人医療制度についての橋本厚生大

臣私案」では，①は既存制度の活用を，②は財政調

整の導入を是とし，③は患者一部負担の導入を否と

する案であった（社人研 2005）。小沢私案は別建て

の制度を支持する市町村が望むものであったが日本

医師会と大蔵省が反対し，橋本私案は公費負担の抑

制を図りたい大蔵省は賛成したが負担増となる健康

保険組合が反対し，それぞれ進展するに至らなかっ

た（北山 2011：86-87）。　

　

2.2　老人保健制度の創設経緯と保健事業

　以上の争点につき，1982年の老人保健制度の創

設では，①は既存の医療保険制度の活用，②は保険

者間の財政調整の導入，③は患者一部負担（定額負

担）の導入との内容で成案を得た。この際，厚生省

が合意形成のための非難回避戦略として用いたの

が「壮年期からの総合的な保健対策の推進」言説で

ある。言説の要旨を老人保健法案の趣旨説明から見

れば，「わが国の老人保健医療対策は（中略）全体

として医療費の保障に偏り，予防から機能訓練に至

る保健サービスの一貫性に欠けていること」を課題

として挙げ，「国民の老後における健康の保持と適

切な医療の確保を図るため，疾病の予防，治療，機

能訓練等の保健事業を総合的に実施し，国民保健の

向上と老人福祉の増進を図る」ことが制度改革の目

的であるとする。老人医療費の財政対策をめぐって

は，不人気政策であるがゆえに，これまで大蔵省や

自治省，経済団体，健保組合，日本医師会等の政策

アクター間で利害が激しく対立してきた。これに対

し，厚生省は「壮年期からの総合的な保健対策の推

進」言説により新たなフレームを再設定すること

で，一定の合意形成を目指した10。つまり，「壮年

期からの総合的な保健対策の推進」言説は，政策ア

クターを対象に，新たな老人医療制度に積極的な意

味付けを与え，国保の財政対策から争点の再定式化

を図る役割を担ったということができる。

厚生省は老人保健法案の準備に当たり，疾病予

防，リハビリテーション，在宅看護等の先進的な取

組事例を参照したとされ（三谷 2022：165-166），「総

合的な保健対策」の内容には，発症前期に早期発

見，早期治療を行い重症化を予防する「二次予防」

や，疾患の結果生じる障害を軽減し機能保持を目的

とする「三次予防」の概念が含まれる。ただし，法

案の趣旨説明では「壮年期からの健康管理が老後の

健康保持のためにきわめて重要」と，とりわけ「一

次予防」の観点が強調された。同年発行の厚生白書

では，「高齢化社会における保健医療政策は，成人
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病対策が中心となる」として「健康は，基本的には

個人一人一人が守っていくもの」と国民の自助努力

を説きつつ，「国民の老後の健康を確保するには（中

略）疾病の予防や健康増進に結び付けていくことが

重要なことであり，このためには適切な保健サービ

スの機会を確保することが不可欠
0 0 0

」（傍点筆者）で

あると老人保健制度創設の意義を述べる。さらに，

「健康への投資は（中略）医療費の節減効果も生ず

る」とも説く（厚生省 1982）。

他方で，法案作成に関わった厚生省の担当者たち

自身は，保健事業の実効性を当初から疑問視して

いたことが知られており11，言説と実質との間には

乖離があったと思われる。1980年時点で保健セン

ターを持つ市町村は１割に満たず12，７割以上の市

町村では保健婦の配置人数が２人以下という状況13

であり，保健事業の実施のためには市町村の体制拡

充が不可欠といえた。しかし，地方の行財政を所管

する自治省は，定員削減要請と財政難から体制拡充

は難しい，基準を定めて市町村に保健事業の実施を

強制するのは困る，と強く主張し（菅沼他 2018：

195-196），厚生省もこれを受け入れざるを得なかっ

た（新田 2018：48）。結果，1982年５月からの３年

間で常勤保健婦を増員した市町村は約３分の１にと

どまる（岩下他 1988：158）。厚生省が参照したと

いう先進事例は，優れた献身的な医師の存在を不可

欠14としており，専門人材や予算確保の困難性も含

めて，実際の制度設計との相違は著しいものがあっ

たと思われる。法案の質疑では，市町村保健婦等の

不足を挙げて「保健事業が本当にできていくのかど

うか（中略）財政対策で終わるのじゃないか」との

質問に対し，厚生省は「普通の体操のようなもの，

あるいは文化，娯楽というふうなものも含めまし

て，生活と密着した老人のケアということが非常に

大事なわけでございまして（中略）ヘルス事業の専

門の予算は少ないのではないかということでござい

ますが（中略）その他周辺の生活部門にヘルス事業

というものを，正しい健康知識でカバーしていく」

との苦しい答弁をしている15。別の答弁では，「市町

村が実施主体となって，市町村の地域の実情，それ

から市町村長さんのいろいろな創意工夫，そういっ

たものによってやっていただきたい」16と，地方へ

の責任転嫁も見られる。つまり，「壮年期からの総

合的な保健対策の推進」言説は，合意形成のための

リフレーミングこそが主たる目的であって，言説自

体には修辞的側面が強かったということができる。

「壮年期からの総合的な保健対策の推進」言説に

よるリフレーミングの意義の一つは，争点の②につ

いて拠出金方式を採用することにより，保険者間の

財政調整の正統化
0 0 0

を図ることができた点にあったと

思われる。法案の趣旨説明によれば，制度創設の基

本的理念は「国民は，自助と連帯の精神に基づき，

自ら健康の保持増進に努めるとともに，老人の医療

費を公平に負担すること，（中略）適切な保健サー

ビスを受ける機会を与えられること」であるとされ

た。ここで参照された規範は「国民の自助と連帯の

精神」である。振り返れば，1938年制定の旧国民健

康保険法には，根本理念として村落共同体を前提と

した（新田 2009：228）「相扶共済の精神」が掲げ

られていたが（旧国保１条），国民皆保険を期した

新国民健康保険法の制定に当たり，「国の責任を明

らかにした」規定と引き換えに削除されていた17。

しかし，四半世紀を経て福祉政治の縮減期を迎え，

国庫負担の削減を企図する文脈の中で，再び「連帯」

の観念が規範として参照されることになったのだと

思われる。ただし，ここでの「連帯」は，以前の「相

扶共済」と同じではない。かつての自生的な地域を

単位とした連帯ではなく，「国民」連帯という新た

な観念を持ち出すことにより，保険者間の財政調整

の正統化を目指したものといえる。

　老人保健拠出金では「老人医療費を国民みんなで
0 0 0 0 0 0

公平に分担」18するためとして，加入者按分と医療

費按分の組み合わせにより拠出額を算定し，医療保

険者から社会保険診療報酬支払基金を経て市町村に

交付される仕組みが採用された。健保組合が健康開

発事業などを「共同事業」として実施していた実

績があるところ（倉田 2009：244），この拠出金制

度が市町村国保を含む全ての保険者
0 0 0 0 0 0

を参加者とす

る「共同事業」の性格を有するものとなった（菊池 

2022：387；倉田 2009：242-255）ため，かねて財

政調整の導入に反対してきた健保組合にとっても，
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名分の上で受入可能な案になった19。

　「壮年期からの総合的な保健対策の推進」言説の

もう一つの意義は，争点③の患者一部負担導入を正
0

統化
0 0

しようとした点にあったと思われる。老人医療

費の無料化については，高齢者の「ハシゴ受診」や

病院の「サロン化」といった現象を挙げて乱診乱療

や過剰診療といった問題が指摘（吉原他 2020：280）

されてきた一方，無料化制度の目的であるところの，

医療費の自己負担能力が十分でない高齢者の適時適

切な受療の観点とは議論が必ずしもかみ合わず，検

討の停滞を招いていた。こうした状況に対し，「壮年

期からの総合的な保健対策の推進」言説は「国民の

自助の精神」と「老後の健康づくり」を結び付け強

調することにより，患者一部負担の導入の正統化を

図る目的があったと思われる。老人保健法の施行に

当たり厚生省が発出した通知（昭57年９月10日発衛

163号厚生事務次官通知「老人保健法の施行につい

て」）は，「従来のいわゆる無料化制度が（中略）老

人の健康への自覚を弱め，行き過ぎた受診を招いて

いることなどの弊害が指摘されてきたことから，健

康についての自己責任
0 0 0 0

の観点に立つて，老人に健康

についての自覚を求め，適切な受診を願う趣旨」（傍

点筆者）と説明した。つまり，「壮年期からの総合的

な保健対策の推進」言説は，ここでも制度改革の目

的を老人医療費の抑制という財政対策ではなく，健

康保持についての自己責任の観点へと争点を再定式

化し，患者一部負担の導入（保険給付の縮減）を正

統化する役割を担った。そして，負担の代償政策と

して，保健事業の実施が位置付けられたといえる。

ただし，「国民の自助」の前提をなす「壮年期か

らの総合的な保健対策の推進」が，代償政策として

実質を伴わないものであったことは既述のとおりで

ある。それゆえ給付の縮減のために「自助努力」や

「自己責任」の観念を規範として参照する非難回避

戦略には，限界もあったと思われる。厚生省自身，

保健事業の効果について「恐らくかなり長期的の先

でないと出てこない」と認識しており，「一部負担

の問題もそういう長い目で考えていただきたい」と

弁明した20。老人保健法は1986年改正で，国保財政

の負担軽減を目的に拠出金負担に係る加入者按分率

を段階的に100％まで引き上げることとなったが，

この国会審議に参考人として招致された健保連関係

者は，「その後三年間の経過を見ても当初の予定ど

おり保健事業がうまくいっていないというのは非常

に残念」と，老人保健制度施行後の保健事業が成果

を上げていないことへの失望を示している21。こう

した状況の中で，「自己責任」の観念に訴え更なる

給付縮減を要請したとしても，高齢期の健康不安を

前にしては説得力に乏しい。例えば，老健法の1986

年改正の附則に1990年までの見直し規定が置かれ

ていたところ，1988年に健保連・経済団体が「健
0

康に対する自己責任
0 0 0 0 0 0 0 0 0

とコスト意識を養い，世代間の

負担の公平を図る観点から」（傍点筆者），患者一部

負担への定率
0 0

負担の導入を求めた（吉原他 2020：

337）。しかし，老人保健審議会が1990年に取りま

とめた「老人保健制度の見直しに関する中間意見」

（社人研 2005）では，「健康の問題は老人にとって

老後の不安であるので，受診を抑制しない程度の定

額負担が適当」との反対意見が提起されて定率負担

の導入は実現せず，「自己責任」言説による非難回

避戦略は成功しなかった。

老人保健制度の検討が進められていた1980年代

初頭は，一方で「増税なき財政再建」を掲げる鈴木

善幸内閣の下，第二次臨時行政調査会（いわゆる「土

光臨調」）が組織されていた。その第一次答申（1981

年７月）で老人保健法案の早期成立が要請されると

ともに，第一次及び第三次（1982年７月）の答申

では医療費適正化や医療費総額抑制のための措置も

求められ，具体的には薬価基準の見直し，不正請求

の審査体制の強化，乱診乱療の抑制，医療提供体制

の改善，そして受益者負担の適正化22が挙げられた。

これらの改革案は，過去に厚生省の審議会で提起さ

れたもの（三谷 2022：172-174）であり，「土光臨調」

で新たな医療費適正化対策のアジェンダは登場して

いない。それゆえ，厚生省は1984年の健康保険法改

正（被用者保険本人の定率
0 0

１割負担の導入等）に「臨

調の優等生」として取り組んだのではなく，臨調を

利用して制度改革を進めようとしたとの見解も見ら

れる（衛藤 1995：102）が，注目すべきはこれら改

革案の中に，疾病予防や健康増進，あるいは自助努
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力に関する言説が見当たらないことである。このよ

うに，この時点での厚生省は，疾病予防・健康増進

と医療費抑制を結び付けるフレーミングに消極的で

あったということができる。

３．2006年健康保険法等改正をめぐる言説戦略

3.1　争点構造

　1990年代に入り，国民医療費は老人医療費の増加

を主たる要因に引き続き伸長した一方，日本経済は

バブル景気の崩壊以後低成長が続き，医療保険財政

の悪化が改めて課題となった（吉原他 2020：406-

407）。1997年の介護保険制度の創設も，「社会的入

院」に見られる「医療費の無駄」への被用者保険側

の批判を背景に，介護部分の医療からの切り離しを

政治的に迫られたことが，一つの契機となった（衛

藤 1998：68）。

他方，被用者保険本人の患者一部負担割合を２割

へと引き上げた1997年健保法改正は，これまでの縮

減期の改革と様相を異にする。当時の与党医療保険

制度改革協議会が1996年12月に取りまとめた「医療

保険制度改革について（試案）」（社人研 2005）では，

患者負担の引き上げについて，政管健保に係る財政

収支の「危機的状況を回避するため」の「やむを得

ない」措置と弁明する一方，新たに「わが国の社会

経済のあらゆる分野において，構造改革が求められ

ており，社会保障制度もその例外ではない」との「構

造改革」言説が登場し，再編期の改革に連なる出発

点となった。「構造改革」のアジェンダとして提起

されたのは，これまで医師会などの強い警戒により

忌避されてきた（衛藤 1997：151）診療報酬の出来

高払い制度の見直しや，老人保健制度等についてで

ある。以後，「やむを得ない措置」としての患者負

担の引き上げとともに，将来の「構造改革」の実施

を言明（例えば2002年健保法改正の附則では，医療

保険制度の体系のあり方，新しい高齢者医療制度の

創設，診療報酬体系の見直しが掲げられた）するパ

ターンが繰り返された。

しかし，2002年健保法改正の附則で「給付の割合

については，将来にわたり百分の七十を維持する」

と規定されたため，以後，患者負担の引き上げをア

ジェンダ化することは難しくなる。また，「構造改

革」言説の中で登場した老人保健制度の見直しは，

その後，医療保険制度の体系の選択として議論され

るようになった23。つまり，この時期の争点構造は，

①保険給付の見直し，②医療提供側の「構造改革」，

③費用負担のあり方，の三点が分立し，かつ，①，

②から③へと争点の中心が遷移していったというこ

とができる。このため，かつて財政対策をめぐって

老人医療費の議論が膠着したように，「新しい高齢

者医療制度の創設」も不人気政策化し，合意形成の

できない状態が続いた。

3.2　後期高齢者医療制度の創設経緯と保健事業

2006年健康保険法等改正の政策過程は，厚生（労

働）省内での検討が専らであったこれまでの医療制

度改革と異なり，経済財政諮問会議の場で議論が展

開された点に特徴がある。

　上述の状況に対し，経済財政諮問会議では，主と

して企業経営者や学識者などの民間議員から「公的

医療と介護を合わせて給付費をGDPの伸び率以下

に抑制すること」を求める「給付の総額管理」の手

法が提案され（2004年10月22日）24，財務省も同調

し25，以後の諮問会議における大きな争点となった。

この提案のポイントは，①や②の積み上げによって

給付額の抑制を図るにとどまらず，「百年安心」を

標榜した2004年年金改革を参照し26，診療報酬の改

定が名目成長率の伸び率とリンクするマクロ経済ス

ライド方式の導入を目指した点にある27。また，①

の混合診療の解禁や，②の診療報酬の改定にかかわ

る中央社会保険医療協議会の在り方の見直し（民間

議員は「中医協の改革は，医療制度改革の中核に

ある重要な課題」としていた28）は，当時「規制改

革」の文脈においても「重点検討課題」とされてお

り29，これらを併せて主張することで医療制度改革

に積極的な意義付けを与え，人気政策化を図るため

の言説であったと思われる。

　これに対し，厚労省は総額管理の導入には強く反

対したものの30，医療費抑制に取り組む決意を示す

必要に迫られた。そこで，翌2005年２月15日の諮問



39日本の医療制度改革における「非難回避の政治」と疾病予防政策

会議において，医療機能の分化・連携の推進，平均

在院日数の短縮，地域における高齢者の生活機能の

重視，そして「総合的な生活習慣病対策の推進」に

取り組むことにより，「（医療費の）抑制に必死に努

めなければいけない」と言明するに至る31。厚労省

は続く2005年４月27日の諮問会議で，都道府県単位

で取組の目標を定めた「医療費適正化計画」を策定

し，「生活習慣病対策の推進」，「医療機能の分化・連

携の推進，平均在院日数の短縮」，「地域における高

齢者の生活機能の重視」などの「構造的な医療費適

正化の取組」を進めるべきと主張した。厚労省は，

この政策案を正当化
0 0 0

するための根拠として「医療費

適正化の効果に関する試算」を提出し，「生活習慣

病対策の推進」については「中長期的に」，すなわ

ち2015年に約1.6兆円，2025年には2.8兆円の医療費適

正化（抑制）の「効果が期待できる」との見解を示

す32。厚労省はかねて医療制度改革の方向性として，

「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本21）」

の推進や健康増進法の制定準備など，一次予防を重

視した「健康づくり，疾病予防の推進」を掲げてき

ていたが，強調されたのは「健康寿命の延長，生活

の質の向上」であり33，医療費抑制と結び付けるフ

レーミングには依然として消極的だった。しかし，

その後の「給付の総額管理」をめぐる議論を前に，

厚労省はこれを回避するために方針を改め，疾病予

防・健康増進と医療費抑制を結び付ける立場へと転

換した。「国民負担の抑制」という「土光臨調」以来

の政策体系を改めて受容し，「構造的な医療費適正化

の取組」言説の正統化
0 0 0

を図ったといえる。

この結果，同年12月に政府・与党医療改革協議

会が取りまとめた「医療制度改革大綱」では，後期

高齢者医療制度等の新たな高齢者医療制度の創設と

ともに，生活習慣病対策を柱の一つとした「医療費

適正化計画の推進」が記載された一方で，医療給付

費の伸びについては「実績を検証する際の目安とな

る指標を策定する」にとどまり，さらに「医療給付

費の実績が目安となる指標を超過した場合であって

も，一律，機械的，事後的（遡及的）な調整を行う

ものではない」とも明記され，民間議員が主張して

きたGDPの伸び率による管理の手法は断念される

こととなった。「構造的な医療費適正化の取組」言

説は，非難回避の目的のために有効に機能したとい

うことができる。

それでは，厚労省が示した「医療費適正化の効果

に関する試算」は，どのように算出されたのであろ

うか。上述の試算は，「健康フロンティア戦略の目
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

標値を勘案し
0 0 0 0 0 0

，糖尿病は2015年度△10％，2025年

度△20％，虚血性心疾患・脳血管疾患は2015年度△

25％，2025年度△25％と仮定して算定」34（傍点筆

者）されたものだという。「健康フロンティア戦略」

とは，与党（自民党・公明党）が国民の健康寿命

の延伸を基本目標に2004年５月に策定したもので，

2005年からの10か年で，心疾患，脳卒中の死亡率を

25％改善，糖尿病の発生率を20％改善することを施

策目標とするものであった。これを踏まえ，厚労省

と文科省は取り組むべき施策を「働き盛りの健康安

心プラン」や「女性のがん緊急対策」，「健康寿命を

延ばす科学技術の振興」等とメニュー化したが35，

それぞれの施策が「健康フロンティア戦略」の施策

目標の達成にどのように寄与するかは示されていな

い。つまり，施策目標の数値には実現の根拠がなく，

厚労省の示した医療費適正化の試算額は，このよう

に実現の見込みが必ずしも明らかではない施策目標

が達成できたとしたならば
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

，という文字通りの「試

算」に過ぎない。2005年12月に内閣府が取りまとめ

た医療制度改革についての「構造改革評価報告書」

では，タスクフォースの委員から「生活習慣病対策

による大幅な医療費削減は実効性に疑問がある」と

の意見も出されていた（内閣府 2005：50）36。しか

し，政府が取りまとめた「医療制度改革大綱」では，

「構造的な医療費適正化の取組」言説の実効性が正

面から議論されることはなく，かえって「今後は，

治療重点の医療から，疾病の予防を重視した保健医

療体系へと転換を図っていく。特に生活習慣病の予

防は（中略）医療費の減少にも資することとなる」

と謳われることになった。

「構造的な医療費適正化の取組」言説は，「非難回

避の政治」の観点からは，大きく三つの特徴を析出

することができる。

第一に，「生活習慣病対策の推進」など中長期
0 0 0

を
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時間軸とした医療費適正化対策を打ち出したことで

ある。これは，諮問会議の民間議員が「集中改革期

間」を設け，「保険給付範囲・内容の徹底した見直

し」（①）や「診療報酬・薬価の大幅なマイナス改定」

（②）といった短期
0 0

の施策を強く求めていた37こと

と対照をなしており，民間議員から「短期的な政策

の方が手薄になっているのではないか」38などの指

摘を受けた。厚労省の提案は，医師会など拒否権プ

レイヤーからの抵抗39が見込まれる①や②などの対

応をできる限り回避しつつ，疾病予防や健康増進に

よる医療費適正化の効果は将来に先送りする内容で

あり，制度改革の効果の可視性を低下させるもので

あったと思われる40。

第二に，医療費適正化の主たる取組主体を都道府

県とすることで，その実施責任を地方に転嫁したこ

とである。厚労省が2005年10月に示した「医療制度

構造改革試案」では，「医療費適正化に向けた総合

的な対策の推進」として，国が糖尿病等の患者・予

備軍の減少や平均在院日数の短縮に係る政策目標の

参酌標準を示し，その下で都道府県が医療費の適正

化に取り組む「都道府県医療費適正化計画制度」を

導入することが提案された。これに対し，諮問会議

の民間議員からは「国がやるというところがしっか

りと提案の中に盛り込まれていないのではないか」41

との批判があり，また，地方財政を所管する総務省

からも「医療費適正化の基本的要素（診療報酬・病

床数等）は国が定めているもの」だから「国自身の

取組，それにより達成する数値目標を示すべき」42

との指摘がなされた。ただし，生活習慣病対策を通

じた医療費適正化は市町村国保にとっても既に人気

政策となっていたため，事務の引き受けに当たり都

道府県や市町村が拒否権プレイヤーとなることはな

く，財政措置を求める条件闘争にとどまった43。

第三に，疾病予防や健康増進について，高齢者の

負担の引き上げの代償政策としての側面が示された

ことである。上述の「医療制度構造改革試案」では，

民間議員の「保険給付範囲・内容の見直し」の求め

に配慮し，高齢者の患者一部負担や高額療養費の自

己負担限度額の引き上げ，療養病床の入院患者に係

る食費・居住費負担の導入などが盛り込まれた。高

齢者に新たな負担が生じることについて，今回の医

療制度改革大綱では世代間の負担の「公平」を図る

ことが理由とされており，「自助」の観念が規範と

して参照された老人保健制度の創設とは，負担を正

統化するための言説は異なる。しかし，国会の質疑

で，患者負担の引き上げが受診抑制につながるので

はないかとの指摘をされると，厚労省は「対策とし

ては（中略）予防を重視すべきである，このような

観点からそちらの面に力を入れているということを

選択した」44と述べており，保健事業が負担の代償

政策としても位置付けられていた。このことは，医

療費適正化の枠組みにあっても，次項で述べるよう

に，個人の「自助」の観念が改めて規範として参照

される契機となった。

3.3　非難回避戦略の帰結

「構造的な医療費適正化の取組」言説は，上述の

ように不人気政策化した「新しい高齢者医療制度の

創設」の非難回避戦略として登場した。この言説が

持つ非難回避戦略としての三つの特徴，すなわち

「効果の先送り」，「地方への責任転嫁」，「個人の負

担の代償政策」がもたらした帰結は，以下のように

整理できると思われる。

第一に，疾病予防や健康増進と医療費適正化を結

び付け，その効果を先送りすることにより，厚労省

は「給付の総額管理」の議論をやり過ごす
0 0 0 0 0

ことがで

きた。つまり，厚労省が2008年６月に策定した「第

一次医療費適正化計画」（平成20年厚労省告示442号）

では，上述の「健康フロンティア戦略」以来の経緯

を踏まえ，2015年末時点で「メタボリックシンド

ロームの該当者及び予備群の減少率
0 0 0

」を対2008年度

比25％以上とする目標45が掲げられていた。しかし，

「第二次医療費適正化計画」（平成26年厚労省告示

108号）の終期である2017年度時点で，「メタボリッ

クシンドロームの該当者及び予備群」は逆に0.9％増
0

加
0

し，目標を達成できなかった（厚労省 2019）に

もかかわらず，疾病予防や健康増進と医療費適正化

を結び付けることの適否が改めて見直されることは

なく，引き続き「社会保険料負担の伸びを抑制する」

ために「着実に推進」することとされた46。
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第二に，医療費適正化の実施責任を都道府県等

の「地方」に転嫁したことにより，健康格差と「地

方」の努力如何を結び付ける言説が力を持ち，社会

経済状況の地域差や専門人材の偏在といった構造的

な課題は等閑視された。医療費適正化計画の目標が

達成できなかったことにつき，厚労省は「都道府県

ごとに差が見られる」としつつ，「都道府県や保険

者の取組がより一層進むよう，国としても保険者イ

ンセンティブ等を活用しながら推進していく」と総

括し（厚労省 2019），インセンティブの強化によっ

て都道府県等の一層の取組を促す立場をとった。諮

問会議でも，「インセンティブの評価指標について，

アウトカム指標の割合を計画的に引き上げていくべ

き」との意見が出され47，これを受けて取りまとめ

られた「経済財政運営と改革の基本方針2019」では，

保険者努力支援制度の「抜本的な強化」として，と

りわけ疾病予防や健康づくりの成果に応じて
0 0 0 0 0 0

（課題

の大きな地域や社会経済的要因への対策を強化し底
0

上げを図るのではなく
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48），都道府県や市町村への

「配分基準のメリハリを強化する」こととされた49。

第三に，疾病予防や健康増進が負担の代償政策と

位置付けられたことを踏まえ，インセンティブに

よって個人の自助努力を促すとの言説が登場するよ

うになった。「個人に対する健康・予防インセンティ

ブの付与」は，第二次安倍内閣が2014年に閣議決定

した「日本再興戦略改訂2014－未来への挑戦－」で，

「健康増進，予防へのインセンティブを高めるため，

医療保険制度において，個人へのヘルスケアポイン

トの付与や現金給付が可能であることを新たに明確

化し，普及させる」と政府の方針として初めて打ち

出され，翌年の「経済財政運営と改革の基本方針

2015」では，「健康づくり等を行う個人に対するヘ

ルスケアポイント付与等により，保険者，医療保険

制度加入者双方の合理的行動を促し，頑張りを引き

出す仕組みを拡充・強化する」と個人の頑張り
0 0 0

とそ

れへの報酬が謳われた。こうした個人へのインセン

ティブ強化の方向は，ヘルスケア産業の創出に資す

るとの認識と相まって50，その後も継続的に「経済

財政運営と改革の基本方針」に記載されるに至る。

他方で，「日本再興戦略改訂2014」には「個人の健

康・予防の取組に応じて財政上中立な形で
0 0 0 0 0 0 0 0

各被保険

者の保険料に差を設けることも，公的医療保険制度

の趣旨を踏まえつつ，検討する」（傍点筆者）とあり，

「そうでない者」の保険料負担を重課することも政

策アジェンダに挙がっていた。負担の代償政策とし

ての性格上，「頑張る者」と「そうでない者」を区

別し，前者に報酬を与えるあり方は，「そうでない

者」をスケープゴートにする言説へと容易に転化し

うるといえる。

このように，「構造的な医療費適正化の取組」言

説は，医療費適正化について必ずしも成果を上げて

いないにも関わらず，地方と個人に取組の責任を転

嫁することで未完の改革として正当化
0 0 0

され，命脈を

保つことになったのである。

４．結論

　本稿で析出した医療制度改革における疾病予防等

に係る言説の変遷は，表のとおりである。

表　医療制度改革における疾病予防等に係る言説の変遷

出典：筆者作成。
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我が国では，疾病予防や健康増進に関する言説が

高齢者医療制度改革の非難回避戦略として使用され

てきた。そして，老人保健制度，後期高齢者医療制

度のいずれの創設の場面でも，非難回避の目的のた

めに有効に機能したということができる。

他方，これらの言説が非難回避戦略として用いら

れたがゆえに，政策形成に歪みを与えた側面も指摘

できる。例えば，老人保健制度の創設過程で厚生省

が用いた「総合的な保健対策」言説には，既述のよ

うに，今日の地域包括ケアシステムに通じる内容が

含まれていた。しかし，現実には非難回避のための

修辞的側面が強く，負担の代償政策としての実質を

伴わないものであったため，在宅医療への転換も，

あるいは財政対策としても，中途半端な改革にとど

まった。抜本改革を目指した後期高齢者医療制度の

創設では，疾病予防，健康増進と医療費抑制を結び

付ける「構造的な医療費適正化の取組」言説が非難

回避のために登場し，効果の先送りと，地方や個人

への責任転嫁によって，未完の改革として正当化さ

れ今日に至っている。このことの課題は，単に費用

対効果の検証が不十分であるということにとどまら

ない。財政制度等審議会が，予防・健康づくりにつ

いて「医療費適正化を可能とするための施策として

考えるにはエビデンスが乏しく」，「他の施策との優

先順位づけが求められる」と建議したことに見られ

るように（財制審 2020：28），疾病予防や健康増進

といった公衆衛生活動の意義が財政対策に矮小化さ

れ，かえって取組が後退しかねない危険性を孕むと

いえる。

年金をめぐる「非難回避の政治」がもたらした負

の効果として，年金制度への信頼が損なわれたこと

が指摘される（新川 2005：317-322）。医療保障の

分野でも，「非難回避の政治」が，例えば先に述べ

たように「そうでない者」をスケープゴートにして，

国民の分断を深める懸念がある51。そうではなく，

地域包括ケアシステムの構築に代表される社会的包

摂の方向にこそ，高齢者医療の将来はあるべきと思

われる52。

注

１　保険者努力支援制度は，国が都道府県と市町村の予

防・健康づくり等への取組状況について評価を加え，交

付金を交付する仕組み（国保72条３項）で，2015年国保

法等改正により創設された。

２　福井県の特定健康診査受診者（2008～2010年度）の

データを使用し，特定健康診査・特定保健指導による健

康指標の改善は確認できないか，確認できたとしても

小さなものであったとする分析について岩本他（2016：

125-148）。また，文献レビューから予防医療の医療費

抑制効果を疑問視する見解について二木（2015：208-

218），康永（2017）。

３　文献レビューから総じて低い収入・学歴・職業階層

は低い自覚的健康度と関連するとの見解について福田他

（2007：56-62）。健康の社会的決定要因に関する研究と

して川上他（2015）。

４　厚生労働省保険局「国民健康保険実態調査」によれば，

2021年度における市町村国保被保険者の世帯主職業別構

成割合（擬制世帯除く）は，無職が43.3％，非正規就労

の被用者が32.5％である。

５　加入者一人当たり平均所得（2019年度）は，協会けん

ぽ159万円，組合健保227万円に対し，市町村国保は86万

円である。第154回社会保障審議会医療保険部会（2022年

９月29日）資料１－２厚生労働省保険局「基礎資料」20頁。

６　厚生労働省「平成30年度医療給付実態調査報告」か

ら一人当たり入院医療費（2018年度）を保険制度別・年

齢階層別に比較すると，未就学児の区分を除くあらゆる

年齢階層で，市町村国保の方が職域保険よりも高額であ

る。例えば40～44歳は市町村国保82,202円，協会けんぽ

30,474円，組合健保26,403円。45歳～49歳は市町村国保

103,813円，協会けんぽ39,054円，組合健保33,165円。50

歳～54歳は市町村国保135,052円，協会けんぽ53,360円，

組合健保45,101円など。

７　海外における健康格差対策としての社会政策に関す

る研究について松田他（2007：63-75）。

８　新川（2005：257）は，福祉縮減の政治における非難

回避戦略を①アジェンダの制限，②争点の再定式化，③

可視性の低下，④スケープゴートの発見，⑤超党派的合

意形成の五つに弁別する。

９　本文に掲げたほか，日本医療の近代化過程を分析した

ものとして宗前（2020）。厚生省内部の改革論議に着目し

たものとして三谷（2022）。1984年健保法改正の政策過程

を分析したものとして，青木（1988），早川（1991），大

嶽（1994：143-161）， 加 藤（1995）， 中 村（2011：117-

146）。2021年健保法改正について印南（2023）等。

10　1980年から厚生省老人保健医療対策本部副本部長（厚

生大臣が本部長）を務めた吉原健二氏は回想で「小沢案

や橋本案は･･･老人医療費の増加をどう抑制するか，誰

がどうもつかという財政対策を表に出した案になってい

る。それが･･･受け入れられない一つの原因になってい

るのではないかと考え」，「老人医療費の増加の抑制とか，

それに対する負担の不均衡の是正ではなく，国民の自助
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と連帯の精神に基づいて，国民の老後の健康づくりと適

切な医療，そして医療費を国民全部で公平に負担する仕

組みをつくるんだということを強調した」。「それに誰も

反対する理由はないだろうと思いまして」と述べる（菅

沼他 2018：188）。

11　1980年から厚生省老人保健医療対策本部事務局次長補

佐だった堤修三氏は，「老人保健法のタイトルの所以であ

るヘルス事業ですが･･･熱心だったのは吉原審議官でし

た。若手の医者，若手の事務官･･･は正直に言えば，あま

り信じられなかった」，「何せ医療費の国庫負担を減らす

というために，キラキラするものが欲しいということ」，

「これがどこまでできるかというと，なかなか実効は上げ

にくいという難しい問題がありました」「（自治省との折

衝で）これはアクセサリーなんだから･･･と言って説得し

て戻ってきた」と回想する（菅沼他 2018：208-209）。

12　1980年時点で3,249市町村に対し保健センターの設置

数は303箇所と１割以下であった（JICA 2013：56-57）。

13　第95回国会衆議院社会労働委員会（1981年10月29日）

における佐藤誼委員の質疑。

14　老人保健法案の質疑で先進取組として引用された新

潟県大和町や長野県佐久町等の事例につき，優れた献身

的な医師，高い見識を持った病院長の存在が決定的に重

要であるとの指摘として新井（2003：102）。

15　第95回国会衆議院社会労働委員会（1981年10月29日）

における大谷藤郎政府委員の答弁。

16　第95回国会衆議院社会労働委員会（1981年10月29日）

における吉原健二政府委員の答弁。

17　第30回国会衆議院社会労働委員会（1958年11月１日）

における高田正巳政府委員の答弁。

18　第95回国会衆議院社会労働委員会（1981年10月22日）

における吉原健二政府委員の答弁。

19　健保連が財政調整を容認した背景には，「土光臨調」

の路線を日経連等の財界中央が支持し，老人保健制度の

厚生省案についてもこれら上位団体が大筋で認めたこと

があると思われる。宗前（2020：282）参照。

20　第95回国会衆議院社会労働委員会（1981年10月15日）

における村山達雄厚生大臣の答弁。

21　第104回国会衆議院社会労働委員会（1986年５月８日）

における廣瀬治郎参考人（健康保険組合連合会専務理事）

の発言。

22　不正請求や過剰診療を，公の機関による監督強化だ

けではなく，患者自身の「コスト意識」によって抑制を

図ろうとした点に「土光臨調」の特徴があったとされる。

それゆえ，患者自己負担は定額
0 0

ではなく定率
0 0

でなくては

ならない。大嶽（1994：146-147）参照。

23　新たな高齢者医療制度について，厚生労働省は①独

立保険方式，②突き抜け方式，③年齢リスク構造調整方

式，④一本化方式の４類型を示し（厚生労働省高齢者医

療制度等改革推進本部事務局「医療制度改革の課題と視

点」2001年３月５日），以後，この４類型をめぐって議

論が展開された。菊池（2022：460-461）参照。

24　平成16年第26回経済財政諮問会議（2004年10月22日）

有識者議員提出資料「社会保障の一体的見直しに向けて」

参照。

25　谷垣禎一議員（財務大臣）は「先ほどの民間議員ペー

パーは全く賛成でございます」，「給付費の伸びを抑制し

ていく改革･･･が緊要の課題ではないか」，「全体で身の丈

に合っているかどうかという議論と，常にフィードバッ

クさせていく必要がある」と述べる。平成16年第26回経

済財政諮問会議（2004年10月22日）議事録。

26　吉川洋議員（有識者議員）は「今回の年金制度の改

正を経まして，年金給付の増加率というのは，名目成長

率の内側におさまるような形で今後推移していくことが

見込まれています。これに対して，今後名目成長率を大

幅に超えて伸びることが予想されているのは，医療・介

護給付であります」と，2004年年金改革を参照し，「給付

費の総額管理」の提案をしたと説明する。平成16年第26

回経済財政諮問会議（2004年10月22日）議事録。

27　平成17年第３回経済財政諮問会議（2005年２月15日）

有識者議員提出資料「経済規模に見合った社会保障に向

けて」参照。

28　平成17年第６回経済財政諮問会議（2005年３月25日）

有識者議員提出資料「社会保障制度改革について」参照。

29　平成16年度第５回規制改革・民間開放推進会議（2004

年９月９日）資料１「平成16年度規制改革・民間開放推

進会議の運営方針（改定案）」参照。

30　厚労省は「今後の高齢化等によって給付費の増は不

可避」であり「GDPの伸び率といった一律の枠の設定に

よるサービス制限は，限界を超えた利用者負担や国民の

健康水準の低下を招く」と主張した。平成17年第３回経

済財政諮問会議（2005年２月15日）尾辻秀久臨時議員（厚

労大臣）提出資料「社会保障給付費の「伸び率管理」に

ついて」。

31　尾辻秀久臨時議員（厚労大臣）の発言。平成17年第

３回経済財政諮問会議（2005年２月15日）議事録。

32　平成17年第９回経済財政諮問会議（2005年４月27日）

尾辻秀久臨時議員（厚労大臣）提出資料「社会保障制度

の一体的見直しについて」参照。

33　平成13年第21回経済財政諮問会議（2001年９月26日）

坂口力臨時議員（厚労大臣）提出資料「医療制度改革試

案―少子高齢社会に対応した医療制度の構築―」参照。

34　第14回社会保障審議会医療保険部会（2005年４月20

日）資料３「医療制度改革について」参照。

35　厚労省第１回生活習慣病健診・保健指導の在り方に

関する検討会（2005年７月25日）参考資料１「『健康フ

ロンティア戦略』の推進に向け取り組むべき施策につい

て」参照。

36　池上直己委員は，その理由として，①個人の生活習

慣を改めるのは難しいこと，②仮に生活習慣病を予防で

きたとしても，いずれ他の疾患に罹患し死亡すれば，死

亡前医療費は一般に高額であること，を挙げる。また，

健診受診率や事後指導実施率に数値目標を設けることに

ついては，「生活習慣病の予防にどこまで効果があるかは

疑問であり，さらに医療費を適正化する上での効果につ



44

いては一層疑問である」とする（内閣府 2005：50-51）。

37　平成17年第26回経済財政諮問会議（2005年11月22日）

有識者議員提出資料「医療制度改革の議論の集約に当

たって」参照。

38　吉川洋議員の発言。平成17年第23回経済財政諮問会

議（2005年10月27日）議事録。

39　日本医師会は，保険給付範囲の見直しにつながりか

ねないとして混合診療の解禁に反対し，約600万筆の署

名を集めて2004年11月30日に国会に請願を行った。この

際，与党議員の約８割が紹介議員になったといい，両院

の本会議で採択された。日医ニュース1039号（2004年12

月20日）参照。

40　なお，日本医師会は厚労省の「医療制度構造改革試

案」に対しても，「生活習慣病の予防の徹底などは日医の

考えと共通であり問題ないが，在宅医療の促進，病床転

換等による平均在院日数の短縮などの達成状況によって

は，実質的な医療費の総枠管理につながる可能性がある」

と懸念を示した。日医ニュース1060号（2005年11月５日）

参照。

41　吉川洋議員の発言。平成17年第23回経済財政諮問会

議（2005年10月27日）議事録。

42　平成17年第23回経済財政諮問会議（2005年10月27日）

麻生太郎議員（総務大臣）提出資料「医療制度改革につ

いて」参照。

43　全国市長会・全国町村会・国民健康保険中央会（2005

年10月26日）「厚生労働省・医療制度構造改革試案につ

いて」は，「生活習慣病対策を通じた医療費の適正化に

ついては，かねてから国保関係者が糖尿病予防対策をは

じめとした生活習慣病対策を推進しているところでもあ

り，評価できる。（中略）国は，地方が行う対策について，

その役割が果たせるよう権限を法律で定め，その裏付け

となる十分な財政措置を講ずること」としている。

44　第164回国会衆議院厚生労働委員会（2006年４月14日）

における水田邦雄政府委員の答弁。

45　第26回社会保障審議会医療保険部会（2007年４月12日）

資料４「医療費適正化に関する施策についての基本的な

方針（案）について」参照。なお，一次計画の終期であ

る2012年度時点では10％以上の減少率が目標とされてい

た。

46　「経済財政運営と改革の基本方針2019」で「（予防・

健康づくりや医療・福祉サービス改革を内容とする）新

経済・財政再生計画に基づき，医療・介護改革を着実に

推進し社会保険料負担の伸びを抑制する」こととされた。

47　令和元年第２回経済財政諮問会議（2019年５月31日）

有識者議員提出資料「新経済・財政再生計画の着実な推

進に向けて～社会保障制度改革～」参照。

48　健康格差の縮小のため，地域や社会経済要因など課

題の大きなセグメントの底上げを図るべきとの指摘とし

て辻（2022）。

49　厚労省は2020年度の保険者努力支援制度につき，予

防・健康づくりに関する評価指標の配点割合の引き上げ

や，特定健診・特定保健指導の受診率が一定割合に満た

ない場合等のマイナス点の設定，重症化予防のアウトカ

ム指標の導入などの見直しを行った。全国高齢者医療主

管課（部）長及び国民健康保健主管課（部）長並びに後

期高齢者医療広域連合事務局長会議（2020年２月18日）

配付資料「保険局国民健康保険課説明資料＜国民健康保

険分科会＞」19頁。

50　「日本再興戦略改訂2014」で「健康増進・予防へのイ

ンセンティブを高めることにより公的負担の低減と公的

保険外の多様なヘルスケア産業の創出を両立すること」

を目指すこととされた。

51　健康をめぐる「自己責任論」が強化されていくこと

への懸念について玉手（2022：66-71）。

52　横浜市の例では，地域福祉計画が地域社会のつなが

りを再確認・再編する制度装置として機能している。コ

ミュニティナースを含めた地域福祉の取組が，「格差社

会」の中で困難に陥っている人々へのサポートへと展開

していくことが重要であると思われる。名和田（2007；

2020）参照。
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１．はじめに

UNICEF（2016）によると，児童の教育年数が１

年増えるごとに，成人後の所得が平均で10％増加

し，さらに若年層の教育年数が１年増えるごとに，

その国の貧困率は平均で９％低下する。その傾向は

最貧国ほど大きい。また佐野（2017）が，経済成長

率に与える様々な要因を除去した後で，経済成長率

と学力の関係を分析したところ，学力と経済成長率

は正の関係にあり統計的に有意であった。両者の因

果関係は必ずしも明らかではないが，学力の伸長が

経済成長に一定の貢献を果たすと考えられる。

これまで途上国児童や生徒の学力向上を目指して

先進国や国際機関などのドナーやNPO，NGOによ

る援助が多数行われてきた。しかし，ウィリアム・

イースタリー（2009）は，善意に溢れた先進国から

の援助は途上国の必要な人々に届いていないと指摘

している。援助額が平均以下だった国と，平均以上

だった国を比較しても，経済成長率に違いがなく，

援助は途上国に影響を与えていなかった。アビジッ

ト・V・バナジー，エステル・デュフロ（2012）は，

普遍的な答えを求めるのをやめ，現地の具体的な問

法政大学大学院公共政策研究科博士後期課程

カンボジアの小学生の学力に影響を与える因子分析と 
共分散構造分析による因果モデルの検討 

Factor Analysis and Influencing Academic Achievement of Cambodian Elementary School Students. 
Causal Model Using Structural Equation Modeling

 橋　本　博　司

要約

児童の学力向上に何が強く影響を及ぼしているかについては，これまで明らかになっておらず，その国の経

済状況にも強く影響されていると考えられている。カンボジアの児童の学力向上を効果的に支援する方策を探

るために，学力に影響を与えている要因を明らかにすることを目的としたアンケート調査を行った。対象は

シェムリアップ州バコン郡の小学校10ヶ所の小学４年生401人（有効回答人数）である。被説明変数を算数テ

ストの結果として，因子分析と共分散構造分析を実施し，どの要因が学力に影響を与えているのかを解析した。

パス解析から，児童の年齢の高さと留年経験を示す児童要因が学力に有意にマイナスの影響を与えていたこと

が明らかになった。有意にプラスの影響を与えていたのは，街までの距離である立地と，家庭資産及び家畜資

産である家庭の資産要因であった。校長の教員歴や学校設備，休校中の学校の対応である学校要因と児童の家

庭学習時間と家事労働時間である家庭時間要因は学力に有意な影響を与えていなかった。先行研究から経済発

展に伴い，学力に影響を及ぼす要因が学校要因から家庭要因に変わることが知られており，現在のカンボジア

もそのような状況にある。これまでカンボジアの教育政策やNPO，NGOによる支援は学校要因の支援に重点

が置かれてきたが，家庭要因の支援に重点を移す時期に入ってきたと考えられる。

キーワード

　カンボジア　初等教育　教育生産関数　因子分析　共分散構造分析　SEM
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題を理解し，その問題ごとに効果的な解決方法を見

つけ，それを知識体系化すべきだと述べている。

学力向上策も同様で，どのような政策が効果的な

のかは地域の社会経済的状況に左右され，普遍的な

解を期待することはできない。まず，対象地域の学

力に何が影響を与えているのかを把握し，それをも

とに支援策を策定することが援助の効果を高めるの

に有効であろう。いたずらに教育予算を増やして

も，効果が発現するとは限らない。

本研究では，カンボジアの児童の学力に影響を及

ぼす要因を明らかにすることを目的としている。そ

のために，2022年８月から９月に独自に実施した

カンボジアのシェムリアップ州バコン郡の10ヶ所

の小学４年生を対象とした算数のテストと各学校の

担任や校長に対してアンケート調査を行った１。

本稿では，まず，児童の学力に影響を及ぼす要因

についての先行研究をレビューした上で，カンボジ

アの教育の現状について述べる。続いて，本研究の

方法論と結果を述べて，最後に児童の学力に影響を

与えている要因とその改善策を示す。

２．学力に影響を与える要因

児童の学力に影響を与える要因については多数の

研究が行われてきた。要因分析には，教育と経済の

関係を明示することを目的とした人的資本論を背景

とする教育経済学の分析手法である教育生産関数を

用いる。学力に影響を与える要因をインプット，学

習効果をアウトプットとした生産プロセスとして捉

えることで，教育効果の分析が可能となる。教育

生産関数は以下の式で表すことができる（Glewwe, 

2020）。

　　　　　A = a（S, Q, C, H, I）　　⑴

Aは学習効果，Sは教育年数，Qは学習に影響す

る学校と教師の特性である学校要因，Cは学習に影

響する児童の特性である児童要因，Hは学習に影響

する家庭の特性である家庭要因，Iは家庭による教

育への投資である。⑴式を線形モデルに変更するこ

とで実証分析が可能となる。

コールマン報告書は，学校要因は児童の学力にほ

とんど影響を与えず，家庭要因や社会的な要因が

学力に影響を及ぼすとした（Coleman et al., 1966）。

Baker et al.（2002）も，算数・数学及び理科の到達

度に関する国際的な調査であるTIMSS（Trends in 

International Mathematics and Science Study） の36の

高・中所得国のデータを分析し，学校要因（設備や

教員歴，欠席率や留年の有無など）よりも，家庭要

因（両親の学歴や自宅の本の冊数）が学力に強く影

響を与えていると報告している。

しかし，これとは反対に，学校要因の方が家庭要

因よりも学力に強く影響を与えているとする研究も

多くある。Heyneman et al.（1983）のメタ解析では，

29カ国の先進国と途上国の小・中学生の理数科の学

力データを分析し，途上国においては小学生の学力

には，家庭要因の影響よりも，学校要因（学校と教

師の質）の影響の方が強いと結論した。特に学校予

算や教科書，宿題，PTA，教師の教育レベルが学力

への影響が強い。

Glewwe et al. （2011）は1990年から2010年までに発

表された途上国の教育と経済効果に関する9,000本

に及ぶ論文から十分に質が高いと判断された79本に

ついて分析を行い，学校インフラ（電気，建物の状

態，机，黒板，教科書など），教師の質（教育レベル，

経験，研修，労働条件など）が学力へ影響を与えて

いると結論している。Hanushek（1995）は途上国に

関する96の先行研究のメタ解析を行い，教員の教育

レベル，学校インフラ（特に質の高い校舎や図書館

の建設）といった学校要因は先進国より途上国にお

いて学力に及ぼす影響が強いと指摘している。

一方，富田・牟田（2010）は，Heyneman et al. （1983）

とBaker et al. （2002）では，調査対象国のGNI/Capita

（Gross National Income per Capita：１人あたり国民総

所得）の違いが大きいことを指摘しており，GNI/

Capitaの低い国では学校要因の影響が強いが，GNI/

Capitaが高くなると家庭要因の影響が強くなると指

摘した。学校要因の方が児童の学力に強く影響を与

えると主張したHeyneman et al.（1983）の調査対象国

では，GNIが一番低い国がインドの116USDであり，
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一番高い国はアルゼンチンの2,040USDであった。学

校要因は影響を与えないとしたBaker et al. （2002）の

調査対象国の中でGNIが一番低いのはルーマニアの

1,317USDであり，一番高いスロベニアでは7,319USD

である。それぞれ結論づけられた要因が調査対象

国のGNI/Capitaの違いにより異なることから，GNI/

Capitaが高くなるにつれて，児童の学力に影響を及

ぼすのは学校要因から家庭要因にシフトしていくこ

とが推察される。

学校要因，児童要因，家庭要因のそれぞれの変数

を用いて，マラウイ（GNI/Capitaは157USD）の児童

の学力の影響を調査した富田・牟田（2010）による

と，学校要因（教室数や正規教員数，校長の学歴や

研修歴，担任教師の学歴や保有資格）が，家庭要因

（資産や電気・水道の有無，親の学歴など）よりも遥

かに児童の算数・国語の学力への影響が強いことを

確認している。その結果は共分散構造分析によりパ

ス図示されている。学校要因は直接児童のテストの

結果に影響を与えているが，家庭要因は直接テスト

結果には影響を与えず，児童要因（児童の学習環境）

にプラスの影響を与えることで，児童の学習環境は

児童のやる気に間接的にプラスの影響を与えてい

た。ただし児童のやる気はテストの結果に統計的に

有意な結果は得られなかった（富田・牟田，2010）。

また，エビデンスの質が高いと判断された92本の

論文の分析からは，学力に影響を与える要因には，

学習効果や学校教育年数に加えて，学習に影響する

と考えられる学校と教師の特性（学校要因）や子ど

もの特性（児童要因），世帯の特性（家庭要因），さ

らに，世帯が行う教育への投資があると結論づけた

（Glewwe et al., 2020）。

３．カンボジアの教育

3.1　現状

2022年のカンボジアの人口は1,676万人である

（World Bank 2023）。2019年のカンボジア国勢調査

のデータによると全人口における初等教育中退者の

割合は35.1％，初等教育修了率は31.1％であり，全

く学歴のない人の割合は0.06％である（Ministry of 

Planning（以下，MoP）, 2019）。全く学歴がない人

から小学校修了者までの合計は66.26％であり，人

口の1,110万人以上を占めている。大学卒業者は

2.9％に留まり教育水準はかなり低い（MoP, 2019）。

初等教育修了率を15-19歳に絞ると40.8％であり，

全人口の年齢区分では一番高い。これが2008年時

点でも42.8％であり，初等教育修了率は改善されて

いない（MoP, 2019）。カンボジア政府は独自の持

続可能な開発目標（CSDGs：Cambodian Sustainable 

Development Goals）を掲げており，教育は国家戦略

的開発計画（Cambodia’s National Strategic Development 

Plan 2019-2023）の中心的な要素としている。Royal 

Government of CAMBODIA（2018）によると小学校

の修了率を2023年までに90.6％，2030年までには

100％にするという目標を立てている。

最新の就学率を確認すると，2021年の小学校の

純就学率は86.54％になる。ただし，パンデミック

中に長期間の休校措置が取られたため，純就学率

は2019年 に は90.65％，2020年 に は89.15％，2021

年には86.54％と低下している２。2021年に就学し

ている児童が100％修了したとしても2023年の目標

（90.6％）には届かないことになる。

児童の学力について確認すると，カンボジ

アは2018年に初めて，経済協力開発機構（以

下，OECD）による学力検査であるProgramme for 

International Student Assessment for Development（ 以

下，PISA-D）に参加した。2022年にも参加してい

るが，結果の公表が2023年12月の予定のため，ここ

では2018年のデータを用いる。

PISAは習熟度レベル（レベル０-５の６段階）で

判定する。平均得点が500点になるようにし，全児

童の約３分の２が400～600点（標準偏差100）の間

に入るように計算している。

PISAでは，レベル２が基本的な能力レベル（408

～480点）として判定されるが，カンボジア以外

のASEAN各国では算数，国語，科学においてレベ

ル２の割合が平均50％を超えているのに対し，カ

ンボジアの平均は10％以下であった（Ministry of 

Education, Youth and Sport （以下，MoEYS）, 2018）。

2020年初頭より世界的に蔓延したCOVID-19の影
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響により，政府は2020年３月末～８月末と2021年

３月末～10月末に教育機関を休校とした３，４。休校

中の対応として，インターネット回線やPC，スマー

トフォンを保有している家庭の児童はオンライン授

業を受講していたが，農村部の学校ではオンライン

で受講できる児童が少数であったため，教員が各家

庭を周り宿題の配布や指導を行う対応をしていた。

ただし，学校ごとに対応は分かれており，教員が毎

日家庭を周った学校もあれば１週間に１－２回程度

に留まる学校もあった。

3.2　初等教育の課題

カンボジア政府はPISA-Dの結果から，教育制度

の課題として留年制度と学習時間の短さを取り上げ

ている（MoEYS, 2018）。一般に，留年制度があっ

て留年の割合が高いほど数学と科学ともに成績が低

下するので，教育システム全体から考えると効果が

なく費用だけかかる制度であると考えられている

（OECD, 2016b）。しかし，カンボジアでは多くの校

長や教員が低学力の児童にとって留年制度が必要で

ある，と考えている。また学習時間の短さは，教員

の遅刻や私用電話，授業時間中の会議などが原因と

なっていて，学校の規律を整える必要があるとして

いる（MoEYS, 2018）。

教員のスキルの低さも課題である。カンボジア

の教員養成学校のトレーナーと研修生を対象にし

た調査を実施したところ，トレーナーと研修生の

知識レベルが低く，中学３年生の平均的な数学の

スコアよりも低い結果であった（Tandon and Fukao, 

2015）。教員の経験年数も学力に影響を与えない。

Shuttleworth and Shuttleworth（2017）はカンボジア

の小学校20校の教員（58名）を調査した結果，教員

の経験年数は生徒の学力には全く影響を与えていな

かった。

教育予算も乏しい。2015年の世界のハード及び

ソフトを含めた公教育予算の中央値はGDPの4.7%

であるが，カンボジアの教育予算はGDPの2.7%で

あった。ただし，対GDP比の教育予算を増額すれ

ば学力が向上するとは限らない（MoEYS, 2018）５。

3.3　児童の学力

カンボジアの児童の学力に関する研究は2010年

前後から増えてきている。Jeffery et al.（2009）は，

200校で2006年に３年生（6,800人），2007年に６年

生（6,000人）の調査を実施し，学校要因（教員の

専門的知識―ただし算数のみに有意，黒板を使った

授業頻度など）と児童要因（欠席回数など），家庭

要因（貧富の差）が学力に影響を与えていることを

確認している。

石黒（2017）もシェムリアップ州の６つの小学校

で学力テストと児童へのアンケート調査を実施し，

学校要因，家庭要因，児童要因が影響を与えている

ことを確認している。そして，家庭要因（家庭の資

産・水源，家事労働時間）と児童要因（宿題の頻度）

が学力に正の影響を与えていることを示した。ただ

し学校要因は全てダミー変数として扱っていたた

め，学校要因を構成する変数のうち，どの変数が影

響しているかは明らかではない。

Marshall et al.（2012）は，2006年と2009年の小

学３年生の各年度で約5,000人，2008年と2010年

の中学３年生の各年度で約5,000人を対象に学力と

その要因について調査し，家庭の社会経済的地位

（Socioeconomic Status：SES）や家庭が所有する本

の数などの家庭要因が学力に有意にプラスの影響を

与えていると結論づけた。また女子は男子より，留

年経験者はそうでない児童より，両学年で有意に点

数が低かった。年齢については，小学３年生では年

齢の高い児童ほど有意に点数が高く，中学３年生で

は年齢の高い生徒ほど有意に点数が低かった。

学校要因よりも家庭要因の方が影響を与えている

が，先進国よりは学校要因の影響が強いと結論づけ

たのが，Song（2012）の研究である。農村地域と

都市郊外地域から無作為に抽出した32校の小学校

と小学６年生1,080名を対象に調査した結果，学校

要因よりも家庭要因と児童要因の方が学力に影響を

与えており，学校要因は学力の変動の35％に寄与す

るにすぎないことが判明した。ただしこの比率は先

進国と比較すれば，学力に対する学校要因が強く効

いている。テストに有意にプラスの影響を与えた変

数は家庭教師の有無や教員歴であり，マイナスの影
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響を与えたのは年齢の高さや授業時間の短さであっ

た。

Chin（2022）は，プノンペンで無作為に抽出した

38校の小学校と小学６年生を対象に，校長のリー

ダーシップと児童の学力について調査した。校長の

リーダーシップ（６項目の合成変数）が児童の学力

を向上させることが判明したが，教師の学歴や教員

歴は学力に影響を与えなかった。また年齢の高さと

留年経験は有意にマイナスの影響を与えていた。

４．方法論

4.1　調査地と調査データの概要

調査地のシェムリアップ州は，世界遺産のアン

コール遺跡群がある観光都市であるが，車で30分

程度の距離には農村地域が広がっている。人口は約

100万人で，25州ある中で４番目に人口が多い州で

ある（MoP, 2019）。バコン郡はシェムリアップ州中

心部から東へ10kmほどに位置している。約23,000

世帯が暮らし，人口は約90,000人である。郡内には

45カ所の小学校と６カ所の中学校，６カ所の高校が

ある（2023年時点）６。バコン郡の中心には，プノ

ンペンからシェムリアップを結ぶ国道６号線が通っ

ており，シェムリアップに近い国道沿いは商店や市

場，病院などのアクセスが容易である。

2022年８月から９月にかけて，カンボジアのシェ

ムリアップ州バコン郡の10校の小学校で小学４年

生401人（有効回答人数）に対してアンケート調査

を実施した７。算数のテストはバコン郡の教育委員

長及び複数の校長によって作成され，採点者により

正誤の判断が分かれる問題は修正し，全50問（50点

満点）とした。解答時間は30分間である。

児童のアンケートは，該当校以外での小学校４年

生に対し２度のトライアルを実施し修正を行った。

アンケート調査と同時にBMI-Zスコア８の算出のた

めの身長・体重測定と視力検査を実施した。

図１はバコン郡10ヶ所の小学校４年生401名に対

して実施した算数テスト結果の階級数を10とした

ヒストグラムである。高得点の生徒が少ない傾向が

確認できる。

表１は学校ごとのテスト結果と統計量である。全

ての学校に欠席者がいたため実際の児童数ではなく

有効回答人数で算出した結果，50点満点で最高点

は32点，最低点は０点であり，全体の平均点は14.7

点（標準偏差7.01点）であった。児童数が多く平均

値が高い学校（H校：平均値18.9）は国道沿いの学

校である。平均値が最も低かった学校（D校：平均

値8.9）と倍以上の開きがあり，学校ごとのバラツ

キが認められた。

図１　算数のテスト結果分布

出所：著者作成
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4.2　因子分析

因子分析とは多変量解析の一手法であり，変数の

背後にある要因を明らかにする。例えば，ある商品

についての顧客満足度調査を４段階の回答で10問

のアンケートを実施し，10問が３グループに分か

れるとすると，その質問は３つの隠れた要因（例

えば，商品価格・CMの内容・商品の品質）に規定

されていることになる。本研究での因子分析には

SPSS29.0を用いた。

4.3　共分散構造分析

共 分 散 構 造 分 析（Structural Equation Modeling: 

SEM）は，多くの変数がどのように影響し合って

いるのかを解析する因果モデルである。互いに関連

を持つ複数の変数間の関係性をモデル化し，パス図

を作成することで変数同士の関係性を理解すること

ができる。本研究ではSPSS Amos29.0を用いた。

５．分析結果

5.1　因子分析結果

因子分析を実施するため調査項目の変数から平均

値，標準偏差を算出し，得点分布を確認した。当初

設定した変数は18個であったが，このうち３個の変

数には天井効果やフロア効果９と考えられる偏りが

見られたことから，該当する変数を削除し，最終的

に15項目を分析対象とした。

次に15項目に対して最尤法による因子分析を行

なった。固有値の減衰状況と因子の解釈可能性から

４因子構造を仮定して最尤法・プロマックス回転を

行なった。結果を表２に示す。十分な因子負荷量

（.3以下）を示さなかった５項目（Preprimary＝幼

稚園通園有無，Gender＝性別，Time to school＝通

学時間，Siblings＝兄弟姉妹の人数，BMI Z score＝

BMI-Zスコア）は分析から排除した。

５項目を排除した10項目の変数の説明を表３に

基本統計量を表４に示す。Family asset１は電気，

井戸，バイク，車の保有状況の合成変数で，いわゆ

る家庭資産である。Family aseet２は牛，水牛，豚

小屋，鶏小屋の保有状況の合成変数で，家庭資産の

中の家畜資産である。Pandemic QualityはCovit-19に

よるパンデミック中の休校時に学校が実施した対応

策（オンライン授業の有無，教師による児童の家庭

訪問の頻度）での合成変数である。また学校設備で

あるSchool assetは給食，図書室，職員室の有無か

らの合成変数である。給食，図書室，職員室の全て

が存在しない学校はなかったため合成変数は０～３

にはならず１あるいは２，３となった。

 

 

表１　学校ごとのテスト結果と統計量

 
出所：著者作成
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表２　因子分析結果：１回目
（因子抽出法: 最尤法 ，プロマックス回転後の因子パターン）

 
出所：著者作成

表３　各変数の説明

 
出所：著者作成

表４　各変数の基本統計量

 
出所：著者作成
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表５は各変数間の相関係数を示している。0.5以

上の強い正の相関が認められたのは，パンデミック

中の学校対応と校長の教員歴（.68）である。次に

強い相関係数が認められたのは，パンデミック中の

学校対応と学校設備との負の相関（-.49）である。

他の変数間の相関係数から，年齢と留年経験（.29），

家庭学習時間と家事労働時間（.47），市中心部から

の距離と家庭資産（.32）および家畜資産（-.34）に

やや強い相関が認められるため，４因子構造が適し

ている。

10項目による再度の最尤法・プロマックス回転に

よる因子分析の結果を表６に示す。10項目全てに

おいて十分な因子負荷量を示しており，４因子で10

項目の全分散を説明する割合は66.23％であった。

ここで，抽出された４つの因子を区別するため

に，以下のとおり命名した。第１因子はPandemic 

Quality＝パンデミック中の学校対応とSchool asset

＝学校設備，Work exp Principal＝校長の教員歴の３

項目で構成されていることから，「学校要因」因子

とした。第２因子はWork at home＝家事労働時間と

Study at home＝家庭学習時間の２項目で構成されて

いることから，「家庭時間」因子とした。第３因子

はDistance＝市中心部からの距離とFamily asset1＝

家庭資産，Family asset2＝家畜資産の３項目で構成

されていることから，「立地と資産」因子とした。

最後の第４因子はAge＝年齢とRepeat same class＝

留年経験の２項目で構成されていることから，「児

童要因」因子とした。

因子間の相関関係について検討すると，全ての因

子について正の相関が見られた。第１因子「学校要

表５　各変数間の相関係数

 
出所：著者作成

表６　因子分析結果：２回目
（因子抽出法: 最尤法 ，プロマックス回転後の因子パターン）

 
出所：著者作成



55カンボジアの小学生の学力に影響を与える因子分析と共分散構造分析による因果モデルの検討

因」と第３因子「立地と資産」に中程度の正の相関

（.346）が見られ，第２因子「家庭時間」と第４因

子「児童要因」の相関係数は０に近い値（.008）で

あった。

この結果から４因子を潜在変数とし10項目を観

測変数と特定した。

5.2　共分散構造分析結果

　４因子が算数のテスト結果に及ぼす影響を調べる

ために，共分散構造分析によるパス解析を行なった

結果を図２に示す。図のパス係数は全て標準化推定

値である。適用度指標はGFI＝ .935，AGFI＝ .888，

CFI＝ .863，RMSEA＝ .090であり，説明できるモデ

ルになっていることが確認できた。なお***p＜ .01，

**p＜ .05である。

5.2.1　学校要因

学校要因はテストの結果には統計的に有意な影響

はなく，パス係数も .09と小さい。

学校要因は，学校設備であるSchool Assetに負の

効果（-.49）が認められ，校長の教員歴（.67）とパ

ンデミック中の学校対応（1.02）に正の効果が認め

られた。校長の教員歴を軸にした場合，教員歴が増

えるほどパンデミックの休校中の対応はオンライン

授業や毎日家庭訪問するなどの対応が増加し，逆に

学校の設備は乏しくなる。学校設備が整っていない

学校ほどベテランの校長が配置されており，授業の

対応の質が高くなると解釈することができよう。

学校要因から家庭時間に対しては正の効果（.99）

が認められた。学校要因が児童の家庭学習時間と家

事労働時間を増加させる傾向がある。

5.2.2　家庭時間要因

家庭時間についてもテストの結果には統計的に有

意な影響は見られず，パス係数も .07と小さい影響

しか与えていない。

家庭学習時間（.77）と家事労働時間（.60）は互

いに正の効果が認められるため，家庭学習時間が増

えると家事労働時間が増え，また逆に家事労働時間

が増えても家庭学習時間も増える。しかし，家庭学

習時間が増えてもテストの結果には影響を与えな

い。

図２　パス図―標準化推定値

出所：著者作成



56

家庭時間は立地と資産に１％の有意水準で正の影

響（1.24）を与えており，逆に立地と資産から５％

の有意水準で負の影響（-1.53）を受けている。検

証のため，立地と資産から家庭時間へのパスを削

除して解析してみたが，適用度指標はGFI＝ .925，

AGFI＝ .874，CFI＝ .828，RMSEA＝ .099であった。

パスを削除しない図２の解析結果が最適なモデルと

なる。

このモデルによれば，家庭学習時間や家事労働時

間が，家庭の資産や街までの距離にプラスの影響を

与えていることになる。児童の勉強時間や家事労働

時間が増えると，両親にプラスの影響を与え，両親

のモチベーションが上がることで，立地と資産に正

の影響を与えると解釈できるかもしれない。例え

ば，両親が子どもに期待をして街の近くに引っ越す

ことや，家庭の資産に投資するなど子どもの学習環

境を整えるなどの行動である。

次に，資産が多い家庭や街へ近い家庭ほど，子ど

もの家庭学習時間と家事労働時間が減る。ゲームや

テレビ，また街への外出などが増えるために，家庭

学習時間や家事労働時間が減少するのかもしれな

い。また，アンケートは「家」での学習時間を調査

したため，塾など家以外の学習時間が反映されてい

ない可能性がある。

5.2.3　立地と資産要因

立地と資産はテストの結果に１％の水準で正の効

果（.38）を及ぼすことが認められる。

市中心部からの距離（.84）と家庭資産には正の

効果（.37）が認められ，家畜資産には負の効果（-.42）

が認められた。街までの距離が近いほど，また家庭

資産が多く家畜資産が少ないほど，テストの結果は

良くなる。また，街までの距離が近くなるほど，家

庭資産が増え家畜資産が減少するとも考えられる。

すなわち，街に近く，家畜資産が少ない都市型の家

庭ほど，テストの結果が良くなるのであろう。

ただしパス係数を確認すると，立地と資産からテ

ストの結果へ正の効果（0.38）よりも，家庭時間へ

の負の効果（-1.53）の方が影響は大きい。家での

勉強時間は減少するがテストの点数にはプラスの影

響を与えるのである。一つの可能性として，資産が

多い家庭の児童は，塾などで学習するために，家庭

学習時間は減少するが，より効率良く学習できてい

るということが考えられる。

5.2.4　児童要因

児童要因はテストの結果に１％の水準で負の効果

（-.27）を及ぼすことが認められる。児童の年齢が

高いほど，また留年経験があるほどテストの結果が

悪くなる。児童の年齢のパス係数は .82，留年経験

のパス係数は .35である。本来学び直しを目的とし

た留年制度は，学力向上に寄与することなく負の影

響をもたらしている。

また児童要因は各要因（学校要因，家庭時間，立

地と資産）とパスを繋ぐとモデルが不適合となる。

他の要因からは全く影響を受けておらず，年齢の高

さそのものが学力にマイナスの影響を与えている。

６．結論および考察

カンボジアでは，学校要因，家庭要因，児童要因

の全てが児童の学力に影響を与えているようである

が，どの要因が最も強い影響を与えているのかは，

先行研究からは明らかにならなかった。また性別や

教員歴などの変数がプラスに影響を与えている研究

もあれば，マイナスの影響を与えているとする研究

もある。

本研究では，カンボジアの児童の学力に有意な影

響を与える要因として，立地と資産要因と児童要因

があることが示された。立地と資産は家庭要因の一

部であり，学力にプラスの影響を与えている。児童

要因は学力にマイナスの影響を与えている。その一

方で，学校要因や家庭時間要因は有意に影響を及ぼ

していなかった。GNI/Capitaの低い国では学校要因

の影響が強く，GNI/Capitaが高くなると家庭要因の

方が強い影響を及ぼすようになるという富田・牟田

（2010）の仮説に従えば，カンボジアはGNI/Capita

が1,700USDに達した10ことで，影響要因が学校要因

から家庭要因に代わる過渡期にあると考えることが

できよう。したがって，学校支援を中心に置いてき
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たカンボジアの教育政策やNPO・NGOによる支援

のあり方も転換期に差し掛かっている可能性があ

る。

学校要因が学力には影響を及ぼしていないとして

も，学校要因へ介入することが無意味であるという

ことにはならない。学校や教室が不足している地域

には学校建設などの介入が依然必要である。

教員の能力の向上も重要である。Shuttleworth and 

Shuttleworth（2017）によると，カンボジアで教員

向けの研修プログラムを３年間実施したところ，教

員の知識とスキルが飛躍的に向上したと述べてい

る。研修プログラムを実施した対象校と，実施し

ていない比較校の児童のテスト結果を比べると，１

年生，２年生，３年生の平均点が対象校では87％，

79％，69％で，比較校は40％，30％，29％であっ

た。教師の能力レベルの向上と児童の学習効果の間

には高い相関関係がある。

MoEYS（2018）が指摘している通り，年齢の高

さと留年経験がカンボジア教育における最大の課題

である。本研究でも児童要因の年齢の高さと留年経

験が学力にマイナスの影響を与えていた。他の要因

から影響を受けていないことからも，対応策として

は，同学年で年齢が高くなる原因のみを取り除く施

策を考える必要がある。その原因は留年制度と入学

遅延である。解決策としては，留年させるのではな

く補習や補講を実施し，学力の低い児童のフォロー

アップを行うことや，入学遅延を阻止するために，

地域と学校の連携を強化し，入学適齢期の児童を把

握し新学期に全員受け入れること，などが考えられ

る。この施策はほとんど予算をかけることなく実施

することができ，確実に児童の学力の低下を防げる

施策である。

家庭時間（家庭学習時間と家事労働時間）が学力

に有意な影響を与えないことも判明した。興味深い

ことに家庭時間は立地と資産にプラスの影響を与え

ており，立地と資産からマイナスの影響を受けてい

る。このことは児童の家庭時間，言い換えると学外

での時間の使い方が重要であると解釈することがで

きよう。

本研究の課題として，今回の調査では測定してい

ないが学力に影響を与えると考えられる変数の有無

を確認することである。共分散構造分析の非標準化

係数を確認すると，テスト結果の誤差値のパス係数

が大きな値（34.70）を示していた。これはテスト

の結果について本調査の要因（学校要因，家庭時間，

立地と資産，児童要因）よりも大きく影響を与える

未知の要因が存在している可能性があるということ

である。

例えばMoEYS（2018）で指摘していた学習時間

の短さなどは測定できていない。また，児童の学力

に与える影響を推定しようとする従来の研究には，

「省略された学校の特性」と「観測されなかった子

どもとその家庭の特性」という２つの関連した問題

があるとしている（Glewwe 2002）。やり抜く力や

我慢強さは児童と教師ともに非常に重要だと考えら

れるが（アンジェラ・ダックワース , 2016），本研

究では測定しなかった。

また，今回の調査はシェムリアップ州バコン郡の

みの結果であるため，他の地域においても，同様の

調査を行い，分析の精度を上げる必要がある。

さらに，サンプルの問題として，調査時に学校に

通うことができていた児童のみが対象になっている

ことである。当日欠席して調査から外れた児童の中

には慢性的な体調不良や，親の出稼ぎ先（多くはタ

イなどの隣国）に連れられていた可能性がある。ま

た，小学校の純就学率は86.54％（2021年）２である

ため，そもそも学校に通うことができていない児童

も存在している。このような欠席者や通学できてい

ない児童の学力を測定することも重要であるが，現

実的には困難であり本研究の限界があると言える。
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注記

１　著者が運営しているNPO法人の活動でバコン郡教育

局の教育委員長と面識があり，本研究の趣旨を説明した

ところ全面的な協力を約束してくれたためバコン郡を選

定した。

２　純就学率のデータはUNESCO Institute of Statistics

のWebサイトを参照した。http://data.uis.unesco.org/

（最終閲覧日：2023年８月30日）。

３　バコン郡教育局教育委員長へのヒアリング結果（2023

年８月）。

４　Kaffenberger（2021）によると，世界のパンデミッ

ク中の休校措置により現在の３年生の児童が10年生にな

るまでに，1.5年分（またはそれ以上）の学習量を失う。

ただし，学校に戻った直後から効果的な補習を行うこと

で，３年生の児童の長期的な学習損失を半分に減らすこ

とができることが示唆されている。2022年の世界銀行の

報告書は，簡単な文章の読み書きができない学習貧困率

は低・中所得国において2019年が57％であったが，パン

デミック中の世界的な教育機関の休校措置により70％に

上昇すると推定している（World Bank, 2022）。

５　ベトナムの場合，児童一人当たりの教育予算はOECD

平均を大きく下回っているが，数学ではOECD加盟国の

中で最も成績の良い国になっている。社会的状況や政策

などにより，予算をかけずとも効果が期待できる場合も

ある（MoEYS, 2018）。

６　バコン郡教育局教育委員長へのヒアリング結果（2023

年８月）。

７　小学校はバコン郡教育局教育委員長に，国道沿いの

学校から農村地域の学校まで含まれるように依頼して選

定した。

８　肥満度を測る場合，成人はBMI（＝体重kg ÷（身長

m）２）にて算出するが，小児の場合は成長につれ体重や

身長が変化するため，性別と年齢を考慮したBMI-Zスコ

アにて算出する。WHO（世界保険機構）も小児におい

てはBMI-Zスコアを推奨している。

９　天井効果（Ceiling Effect）とフロア効果（Floor 

Effect）とはデータが偏っている場合に発生する。正規

分布に従わず上限値に偏る場合を天井効果が，下限値に

偏る場合をフロア効果があると言う。

10　カンボジアのGNI/Capitaは世界銀行のWebサイト

を 参 照 し た。https://data.worldbank.org/indicator/

NY.GNP.PCAP.CD?locations=KH（最終閲覧日：2023

年８月30日）。
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１．研究の背景・目的

1.1　研究の背景・目的

現状の経営者の養成は，実務上の知識やスキルの

教授が中心であり，このため利益主義への傾向とそ

の行き過ぎによる経営者による不祥事の発生という

問題が生じている。

これに対し，経営者の養成について経営者の人間

形成の側面に関する検討が必要である。こうした側

面には先行研究では，これまで宗教的な影響が検討

されており，宗教の持つ倫理観により，利益主義へ

の牽制と不正行為の抑止がなされ，社会の公器とし

ての存在価値の向上への誘引がなされるなどの意義

を果たしてきた。例えば，群是製糸を創業した波多

法政大学大学院公共政策研究科博士後期課程

経営者哲学に関する研究 
－発達心理学の視点からの影響の解明－ 

Research of managers’ metaphysical logics 
- Clarification of influence from the view point of developmental psychology -

 岸　　　泰　正 

要約

本論文は，先行する経営者の抱く形而上学的論理（以下，経営者哲学）が後続の経営者の人間形成に与える

影響について，発達心理学のフレームワーク（以下，フレーム）を用いて分析する研究である。

現状の経営者の養成は実務上の知識やスキルが中心であり，このため利益主義への傾向と不祥事の発生とい

う問題が生じているが，これに対し経営者の養成について経営者の人間形成の側面に関する検討が必要であ

る。

こうした側面には，先行研究ではこれまで宗教的な影響が検討されてきてきたが，現代の日本の社会におい

て宗教は旧来の影響力を減退しつつあり，宗教に代わる観点が必要になっている。

そこで本研究は，宗教に代わる観点として，先行する経営者哲学の影響に着目する。特に発達心理学のフ

レームを参考に，後続の経営者の「自己の実現」と「他者との関与」に関する意識にどのような影響を与える

か，という観点から分析する。

本研究では，研究対象とした経営者団体において，後続の経営者に対し，質問紙調査とインタビュー調査を

実施し，収集した情報を，SCAT分析を活用して分析した。

その結果，先行する経営者哲学は，後続の経営者の人間形成において，自律性と安心感，自己肯定感と自己

受容性，他者尊重と他者受容性の醸成に影響を与えることを示した。

また，自己肯定感と自己受容性，他者尊重と他者受容性への影響の現れ方には，経営者哲学の形成過程が関

係しているという仮説を立てることができた。

キーワード

　経営哲学，形而上学的論理，影響，発達心理学，人間形成，形成過程，経営者養成，SCAT
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野鶴吉がキリスト教と実業を合致させ，社員に対す

る愛情あふれる教育や養蚕家との共存共栄などによ

り，郡是の繫栄に留まらず地域の物心両面の繁栄を

実現する経営を実現し１，さらに，創業時の理念が

今日においてグンゼの「人間尊重」の社是に引き継

がれていることに現れている２。

しかしながら，深津（2007，p.14）が指摘するよ

うに，現代の日本ではオウム真理教の事件以来，宗

教は怖いものという意識が若者の間に定着し，世俗

化した非宗教的な現代において若者の宗教離れを加

速している。信者数は，1985年の２億2,444万人を

ピークに減少を続けており，2020年には１億8,179

万人まで減少している３。このように現代日本の社

会において宗教は旧来の影響力を減退させつつあ

り，宗教による経営者の人間形成の側面に関する養

成には限界が生じているため，宗教に代わる観点が

必要となっている。

そこで本論文では，宗教に代わる観点として，先

行する経営者の抱く形而上学的論理４（以下，経営

者哲学）の影響に着目する。特に発達心理学のフ

レームワーク（以下，フレーム）を参考に，先行す

る経営者哲学が，後続の経営者の「自己の実現」と

「他者との関与」に関する意識にどのような影響を

与えるか，という観点から分析する。

1.2　先行研究レビュー

経営者哲学に関する先行研究としては，土屋

（1967），吉田（2012），佐藤（2013），Woods et al. （2011）

がある。土屋（1967）は儒教倫理とキリスト教倫

理の経営者の行動への影響，吉田（2012）は宗教の

労働観と利益観への影響，佐藤（2013）は宗教の経

営者の思想に及ぼす影響，Woods et al. （2011）は儒

教の経営者の倫理的行動に与える影響を論述してお

り，いずれにおいても，主に宗教的な影響が検討さ

れてきた。これまでは，これらの研究は，宗教の持

つ倫理観により経営者の人間形成を促し，利益主義

への牽制と不正行為の抑止には意義があったが，宗

教が旧来の影響力を減退させつつある現代において

は，その意義に限界がある。そのため，宗教に代わ

る観点が求められる。

発達心理学のフレームに関する先行研究として

は，岡本（2005）があり，人が生きることの中心課

題は，「自己の実現」と「他者との関与」という二

つの側面をどう統合して生きるかにあるとする。人

は自分の望むところの達成を目指して生きると同時

に，ともに生きる人とのかかわりの中で，そのかか

わりを少しでも良いものとすることが求められる。

この自己の実現と他者との関与の統合は，常に人間

に課せられ，誰もが迫られている要請であり，解決

がいちばん難しい課題であり生涯をかけても正答不

能な問題であるとする（岡本，2005，pp.27-29）。

本研究は先行する経営者哲学が後続の経営者の人

間形成に与える影響について分析，考察を試みるも

のである。経営者は生涯をかけて事業運営に悩み，

学び続け，成長して行くことが要請されるため，本

研究では，社会環境のいかんにかかわらず誰もが課

せられ，生涯をかけて課せられる「自己の実現」と

「他者との関与」の統合として捉えるフレームを用

いることが適切であると考えられる５。

以上より，本研究は宗教に代わる観点として先行

する経営者哲学の影響を「自己の実現」と「他者と

の関与」の統合という発達心理学のフレームで分析

する。

そこで，本研究の問い（リサーチ・クエスチョン）

を次のように掲げる。

「先行する経営者哲学は後続の経営者に対し，『自

己の実現』および『他者との関与』について，どの

ような影響を与えるのか。」

1.3　本研究の意義

本研究による先行する経営者哲学の後続の経営者

の人間形成に与える影響の解明は，宗教の影響力の

減退に伴い，宗教による経営者の人間形成に関する

養成に限界が生じているという現代の課題に対する

解決策として，宗教に代わり「経営者哲学」という

今後の経営者養成の新たな観点を理論的に示すとい

う実務的な意義がある。

また，人間形成に与える影響の解明にあたり，本

研究では発達心理学のフレームを活用するが，人間

形成を取り扱う学問分野として他に教育学が想起さ
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れる。教育学は，西田（1933，p.4）が指摘するよ

うに，「いかに現実の人間を形成すべきか」を問題

とする。一方発達心理学は，「いかにして人間は形

成されるのか」を問う６。

本研究では，先行する経営者哲学が後続の経営者

の人間形成に与える影響を分析するが，現実の人間

をどのように形成していくかを探求する教育学では

行為の人間形成に与える影響を分析するものではな

いため本研究には適さず，行為の人間形成に与える

影響を分析する発達心理学が枠組みとしてふさわし

い。ここに，経営者哲学の研究に発達心理学のフ

レームを活用する妥当性があり，方法論の拡大７と

いう学術的意義がある。

２．調査・分析の方法

2.1　用語の定義

本研究では，経営哲学とは区別して，経営者の抱

く形而上学的論理に着目し，その影響の分析を行う

ことから，「経営哲学」「形而上学的論理」「経営者

哲学」を以下のように定義する。

⑴　経営哲学

経験科学的要因，および形而上学的要因の双方

を含む，経営者の抱く経営実践哲学（先行研究レ

ビューをもとに筆者定義）

⑵　形而上学的論理

「存在」「神」「宇宙（世界）」「魂」についての思

弁的省察（加國，2020，p.1）

⑶　経営者哲学

経営者の抱く形而上学的論理（先行研究レビュー

をもとに筆者定義）

2.2　利用する調査方法

本研究では，経営者の人間形成を「自己の実現」

と「他者との関与」の統合というフレームで捉える

ことから，先行する経営者哲学が後続の経営者に対

し「自己の実現」，「他者との関与」についてどのよ

うな影響を与えているかを分析するが，経営者の書

き残した書籍などの文献やこれまでの研究ではそこ

まで踏み込んだ記述や分析がなされておらず限界が

ある８と考えられる。

そのため本研究では，現存する経営者からそれら

の影響についての情報を直接得ることとし，「イン

タビュー調査」あるいは「質問紙調査」を用いるこ

とを検討した。

インタビュー調査はインタビュー対象者とインタ

ラクティブなやり取りが可能であるため，相手の回

答内容に応じたさらなる質問が可能であり，情報を

深く引き出すことが可能であるが，対象人数を多く

するほど調査の負荷が高まり実現可能性が低くな

る。

一方，質問紙調査はンタビュー調査と比較して多

くの経営者から情報を収集できる可能性があり，傾

向や特徴を把握することはできるものの，経営者と

の質疑応答の回数が紙面のやり取りの一度限りであ

り，情報収集に限界がある。

そこで本研究では，少人数でも有効な情報を収集

できるインタビュー調査の対象者を，まとまった人

数の人を対象とする質問紙調査の実施とその分析に

より選定し，インタビューを行うこととした。

また一般に，平均的な対象者よりも，特異，特殊

な対象者はその特異性，特殊性の要因となる因子が

際立っており，因子抽出には適していると考えられ

る。本研究においては，研究フレームである「自己

の実現」，「他者との関与」に特異，特殊な表出の認

められる対象者が適切であると考えられる。

具体的には，調査対象者が経営者哲学を抱いてい

ることが前提となることから，経営者哲学を抱いて

いる可能性が高いと考えられる経営者団体（経営

塾）Z９の会員経営者（約270名）を対象に「自己の

実現」，「他者との関与」および「経営者哲学」に対

する共感度に関する質問紙調査を行い，経営者哲学

を抱いていると推定される経営者を抽出した上で，

「自己の実現」，「他者との関与」に特異な表出が認

められ，特徴が相反する経営者２名を選定した。

以下に，インタビュー調査の対象者選定のための

質問紙調査の内容と回答結果に基づく対象者選定，

および，インタビュー調査の内容と分析方法につい

て示す。
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2.2.1　質問紙調査とインタビュー対象者の選定

本研究では，先行する経営者哲学が後続の経営者

の「自己の実現」と「他者との関与」に与える影響

について明らかにすることから，質問紙調査では，

１．経営者哲学の有無を推定する質問，２．「自己

の実現」に関する質問，３．「他者との関与」に関

する質問を用意した。質問紙調査の内容を図表１に

示す。

図表１　質問紙調査の質問内容

（出典：筆者作成）
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図表２　質問紙調査の回答

（出典：筆者作成）

質問２～６では，「他者との関与」に関する質問

として，社員とのコミュニケーション，社員の定着

率，社員の自主性発揮，経営理念の浸透，社員との

向き合い方の状況を問うこととした。

質問７～９では，「自己の実現」に関する質問と

して，経営者自身の経営哲学に対する自信，経営判

断に対する自信，経営についての自信の度合いを問

うこととした10。

質問10では，経営者哲学の有無を推定するため

に，稲盛の経営者哲学の代表的な内容である「宇宙

には，全てのものを良くし，進化発展させて行く意

志が存在する」（稲盛，2001，pp.19-20）という事

項を取り上げ，それに対する共感度を問うこととし

た。共感度が高ければ，経営者哲学を自ら抱いてい

る可能性が高いと考えられるからである。

質問紙調査の実施期間は，2021年10月27日から

2021年11月６日までであり11，質問紙調査依頼先数

270社に対し，20社が回答し，回答内容は図表２の

通りであった12。なお，回答の選択枝については，

５件法の尺度を計量化して数値に変換した。具体的

には，最低レベルを１，最高レベルを５として，例

えば，全く取れていない：１，あまり取れていない：

２，どちらともいえない：３，ある程度取れてい

る：４，とてもよく取れている：５，のように，段

階的に数値化した。その上で，特異的な経営者の抽

出のために「他者との関与」に関する質問２～６の

ブロックと「自己の実現」に関する質問７～９のブ

ロックについて，それぞれ合計値を算出し小計欄に

表記した。

本研究は，先行する経営者哲学が後続の経営者に

与える影響を解明するものであるから，後続の経営

者がその影響を受けて経営者哲学を有していること

が前提条件となるため，質問10において，稲盛の経

営者哲学について「５．心からそう思う」を選択し

た経営者で，かつインタビューの依頼が可能な経営

者，即ち，質問12，13において，回答者氏名，連

絡先が記載されている経営者であることが必要とな

る。

以上の条件を満たす経営者は，B社，C社，D社，

E社，G社，H社，I社，J社，K社，L社，M社の11

社であり，「自己の実現」と「他者との関与」の小

計値の組み合わせを図示したものが図表３である。

この11社より，「自己の実現」と「他者との関与」

の値の組み合わせとして特異な経営者を選定した。
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即ち，「自己の実現」の値が小さく「他者との関与」

の値が大きい経営者，および，「自己の実現」の値

が大きく「他者との関与」の値が小さい経営者を選

定する。これにより，「自己の実現」と「他者との

関与」に関し，先行する経営者哲学が後続の経営者

に与える影響について，要因となる因子が浮き彫り

になってくることが期待される。

図表３より，以上の条件を最もよく満たす経営者

として，「自己の実現」と「他者との関与」の値が

同等であるグラフの対角線より，右下，および左上

に最大の距離があるD社経営者，およびM社経営

者をインタビュー対象者として選定した。

2.2.2　インタビュー調査の内容と分析方法

インタビュー調査については，先行する経営者哲

学の「自己の実現」に関する影響と「他者との関与」

に関する影響を聞き取るために，まず，「自己の実

現」の小計値の高い値，あるいは低い値の要因と，

「他者との関与」の小計値の高い値，あるいは低い

値の要因を聞き取り，その上で先行する経営者哲学

がそれらに関し，どのような影響を与えているかを

聞き取ることとした。具体的には，以下の質問を枠

組みとして，半構造化面接法を用いることとした。

質問１： 「自己の実現」の高い値あるいは低い値

である要因は何か。

質問２： 「他者（社員）との関与」の高い値ある

いは低い値である要因は何か。

質問３： 経営者哲学についてどのように思考し，

「自己の実現」および「他者との関与」

に関し，先行する経営者哲学がどのよう

な影響を与えているか。

以上の質問項目に従って，インタビュー対象のD

社，M社の経営者に対しインタビュー調査を行っ

た。インタビュー調査の実施日時と実施方法は以下

の通りである13。

⑴　D社経営者

　　　実施年月日：2021年11月29日

　　　実施時刻　：９：00-９：30

　　　実施方法　：オンライン会議

⑵　M社経営者

　　　実施年月日：2021年11月25日

　　　実施時刻　：10：30-11：00

　　　実施方法　：オンライン会議

インタビュー調査を行うにあたり，D社経営者に

は，「自己の実現」の低い値である要因は何か，「他

者との関与」の高い値である要因は何か，M社経営

者には，「自己の実現」の高い値である要因は何か，

「他者との関与」の低い値である要因は何かを聞き

取りながら，インタビューを進めることとした。

図表３　インタビュー候補者のポジションマップ

（出典：筆者作成）
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なお，D社経営者においては，「自己の実現」の

小計値は低い値であるが，経営についての自信（質

問９）については，比較的高い値であることから，

この点についての要因も聞き取ることとした。

経営者に対するインタビュー調査の内容を分析す

るために，本研究ではSCAT分析を用いることとし

た14。

SCAT分析は，概念化の４ステップの後，ストー

リー・ラインを記述し，論理記述によって分析で明

らかになることを明示する（大谷，2019，pp.286-

294）。

概念化の４ステップは，

１． データの中の注目すべき語句（テクストから重

要な語句を抜き出す。）

２． それを言い換えるためのテクスト外の語句（語

り言葉の選択の偶然性の制約から解放するため

に，関連する多様な言葉に言い換える。）

３． それを説明するようなテクスト外の概念（２．

を説明するようなテクスト外の概念を抽出する

ことにより，２．の語の背景，条件，原因，結

果，影響，比較，特製15，次元，変化等を検討

させる。）

４． そこから浮かび上がるテーマ・構成概念（新た

な構成概念を作り出す。）

の，意味解釈の深堀りのステップである。SCAT分

析の分析ステップを図表４に示す。

本研究のインタビュー調査の分析にSCAT分析を

活用する妥当性を二点示す。

一点目はサンプルサイズが小さくても個別性や具

体性を深く追求して深い意味を見出すことで，一般

性や普遍性のある知見を見出すことができる手法で

あることである。今回は質問紙調査により「自己の

実現」と「他者との関与」について特徴が相反する

経営者２名を対象とした。この２名それぞれから重

要な要因を抽出するためには，少数サンプルでも意

味内容の深堀りによりそこに含まれる普遍的な要素

抽出が可能となるSCAT分析が有効であると考えら

れる。

二点目は分析手続きの定式性と分析過程の明示性

による「解釈の恣意性の排除」と，全データ使用性

による「文言選択の恣意性の排除」に優れた手法で

あることである。一般にインタビュー調査などで収

集した情報の意味解釈は解釈者に委ねられ，その客

観性が問われることになるが，SCAT分析は意味解

図表４　SCAT分析の分析ステップ

（出典：大谷（2019, pp.286-294）に基づき筆者作成）
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釈の方法が定性化され，また第三者が批判できるよ

う明示化された環境に置かれるために解釈の恣意性

を排除できる可能性が高まる。さらに収集した情報

の全データを使用するために解釈者に都合の良い文

言だけを選択するといった文言選択の恣意性を排除

できる可能性が高まる。

以上の二点から，本研究において，インタビュー

調査の分析にSCAT分析を使用することの妥当性が

あると考えられる。

３．分析結果の考察

以上のように，質問紙調査により特異な経営者２

名を選定し，その回答結果に基づいたインタビュー

調査で収集した情報をSCAT分析するが，SCAT分

析で抽出されストーリー化される要因の解明に留ま

らず，起点となる質問紙調査の特異な結果と重ね合

わせることで要因が整理され考察が深まると考えら

れる。そこで，まず，インタビュー調査で収集した

情報のSCAT分析の結果とその考察を示し，その後，

質問紙調査における２名の回答結果と重ね合わせて

要因を整理し考察を深める。

3.1　インタビュー調査の分析結果と考察

インタビュー調査より明らかになったD社，およ

びM社のプロフィールは，以下の通りである16。

⑴　D社

　　　社員数：数十人規模

　　　特　徴： 社員の技術力を重要な会社資産とす

る。

⑵　M社

　　　社員数：一千人規模

　　　特　徴： 正社員以外の様々な契約形態の社員

を擁する。

インタビュー調査によって聞き取った内容につ

いてSCAT分析を行うにあたり，公開されている

EXCELフォーマット（大谷，2019）を使用した。

D社経営者，およびM社経営者の分析内容を図表

５，および図表６に示し17，以下に分析結果と考察

を示す。

3.1.1　データの中の注目すべき語句

D社経営者，M社経営者へのインタビュー調査か

ら，概念化ステップ１「データの中の注目すべき語

句」を以下に示す。

⑴　D社経営者に対するインタビュー調査より

１．自己の実現に関して

「経営哲学，フィロソフィは，文言ではなく，自

分そのものの現れである」と思っており，社員から

見て，「こういう人，こういう思いですよね，と感

じられていることそのままが，理念の浸透」だと

思っているので「それ以上どうしようもないもの」

であると考えている。また，逆境に強いタイプで

「危機の時責任感が湧き出てきて強くなり」乗り越

えるということを経て「成長してきた」という。「会

社の成長が大切だ」と考えており，「やりがいを感

じ」ている。

２．他者との関与に関して

「社員とのコミュニケーションが全く取れておら

ず」悩んでいたが，経営者団体Zにおいて「社員の

幸せ」ということを言われたときに，「年上の人を

指導することが多かった」ところ，以前，中年の社

員に「懇切丁寧に技術を教え」，「抱きつかれるぐら

いとても喜んでくれた」ことを思い出し，「こうい

う気持ちでやって行けば，うまくやって行ける」と

思った。リーマンショックの時も「社員のために

やっていけた」経験があり，「一つの家のようにし

て経営する」ことが自分自身にとって「とてもしっ

くりくる」という。

３．先行する経営者哲学の自分自身の経営への影

響

D社経営者は，「宇宙には，全てのものを良くし，

進化発展させて行く意志が存在している」につい

て，「心からそう思う」としながら，自然観につい

て稲盛よりも「自然の摂理に従うことが大切」とす

る「松下幸之助の思想の方が近い」という。このこ

とを「全く疑っていない」，「全く違和感がない」と

する。

これは，「倫理観につながる」とし，「正しいこと

をすればよくなる」，「慢心したり，怠けると業績は

落ち，社員が辞めたりする」。「雨が降れば傘を差し
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なさい」，「そのために傘を準備しなさい」というこ

とは「当たり前だと思う」。これらのことは「祖父

が熱心な仏教徒であったことの影響」が大きいと

し，「山川草木悉有仏性」ということを「幼いころ

から言われてきて」おり，「一人ひとりの中に仏が

ある」，「自分の中に（仏を）持っている」と思って

いて，「信じる，信じないのレベルではなく」本当

にそう思っている。このことは「今までの苦しいこ

と，楽しいこと，その体験から実感」してきたとい

う。

⑵　M社経営者に対するインタビュー調査より

１．自己の実現に関して

3.11の震災前までは会社は「絶好調」で「利益主

義の経営者のシンパ」であった。「震災で営業がス

トップ」し「幹部社員が離反し退職」して行った。

「取引先から取引停止を申し渡され」たり，「プライ

ベートでも大きな問題を抱え」，「心労」のため「余

命１カ月宣告」を受け「入院」した。「復讐心とあ

きらめ」が心に渦巻く中，「従業員から何度も電話

をもらった」が意に介さなかったところ，「以前手

にして読んだ稲盛の本がフラッシュバックして読み

直し」，「本当に苦労しているのは現場の社員である

ことに気付いた」。その時，「心，考え方が大切だと

思い至った」。

経営者団体Zには誘われたが「心がきれいではな

く，美しくなってから」と思い，「数年間ひたすら

稲盛の本を読んだ」。「宇宙には，全てのものを良く

し，進化，発展させて行く意志があり」，「人間とし

て正しいかで判断する」，「動機善なりや私心なかり

しかで行動する」ことは「宇宙の意志に沿ってお

り」，このことさえ「実行できていれば，全く問題

ないと，確信しており，自信につながっている」。

２．他者との関与に関して

「社員の契約形態も多様」で，経営理念の浸透は

「困難」であり，「一寸気に入らないことがあればす

ぐ辞めるような若者の世相」もあって定着率は「低

い」。「社員に対して性悪説で物事を考える」。「性善

説で考えると，何かその人が問題を起こしたとき

に，その人が悪い，と他責にしてしまう」が，性悪

説で考えると「問題を起こしたのは，自分の教育，

サポートが不足していたからだと，自責にでき」，

「自分の至らなさに気付くことができる」として，

他責にすることを回避する。「コンパを強要できる

時代ではなく」，「ハラスメントにも気をつけなけれ

ばならない」とし，「稲盛の経営哲学も，時代に合

わせて変化させていく必要がある」とする。

３．先行する経営者哲学の自分自身の経営への影

響

M社経営者は，「宇宙には，全てのものを良くし，

進化発展させて行く意志が存在している」につい

て，「心からそう思う」としながら，「宇宙の真理，

神の存在などについての考え」や「経営者にとって

「宇宙」の真理や「神」の存在といったこと」は「特

に大切」であり「経営者に不可欠」とし「目に見え

るものより目に見えないものの方が大切」だと社員

によく言っている。「「宇宙」というよりも「神」だ

と思っていて」，「自分自身を常に見てくれている存

在」であり，経営者は誰からも「叱られることがな

く」そこを「神は叱ってくれる」存在である。また

「見守ってくれる存在」でありそれにより「自分を

律する」ことができ，「安心感」にもなる。

3.1.2　ストーリー・ラインより導出される論理記述

SCAT分析の４つの概念化ステップを経て作成し

たストーリー・ラインより導出される論理記述を以

下に示す。

⑴　D社経営者についての論理記述

経営者哲学の形成期が幼少期の教諭であり，自己

の実現に関しては，自己存在の肯定感と自己受容性

の確立をもたらし，他者との関与に関しては，形成

されて内在していた経営者哲学を基礎に実体験上の

契機とともにそれが発露し，自己に自然な無理のな

いあり方での人間関係の構築に向かわせている。万

物の存在を肯定し，進化発展させる，自己を超越す

る宇宙真理に対する畏敬の念を心の根底に抱きなが

ら，その後の経験と気付きを通して，事業運営への

自信を深めて行く。
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⑵　M社経営者についての論理記述

経営者哲学の形成期が事業活動期であり，絶体絶

命の危機的状況での唯物的思想から唯心的思想への

意識の大変革であり，自己の実現に関しては，自己

の不完全性を抱きつつ，絶対的・超越的存在に支え

られて事業運営へのゆるぎない自信を持ち，他者と

の関与に関しては，他者を尊重し，他者受容性に富

み，そのための自己変革を惜しまず，経営哲学の時

代に対応した柔軟な修正を行う姿勢に向かわせてい

る。万物の存在を肯定し，進化発展させる，自己を

超越する宇宙真理に対する畏敬の念を心の根底に抱

きながら，自己変容して行く。

3.1.3　インタビュー調査の分析結果からの考察

3.1.2の論理記述より，D社経営者とM社経営者に

は以下のような共通点と相異点がみられる。

⑴　共通点

　経営者哲学に，万物の存在を肯定し進化発展させ

る自己を超越する宇宙真理を認め，宇宙真理に対し

畏敬の念を抱いている。

⑵　相異点

D社経営者の経営者哲学の形成期が幼少期であ

り，自己存在に対する肯定感と自己受容性が内発的

で強いのに対し，M社経営者の経営者哲学の形成期

は事業活動期であり，自己を超越する存在に支えら

れる外発的な自己肯定の上に他者尊重と他者受容性

が強い。

以上の共通点，相異点から，先行する経営者哲学

が後続の経営者の人間形成に与える影響には，以下

の点が挙げられる。

１．自律性と安心感の醸成

自らを超越する存在が，倫理的行動に自分を律

し，同時に自分を見守ってくれることにより安心感

が醸成される。

２．自己肯定感と自己受容性の醸成

自らを超越する存在が全てのものを発展させてい

く意志を持ち，自らの中にその意志が存在すること

により，自己の存在を肯定し，自己を受容する意識

が醸成される。

３．他者尊重と他者受容性の醸成

自らを超越する存在に支えられて自己への自信を

持ち，その上で他者尊重と他者受容が醸成される。

3.2　質問紙調査の結果と重ね合わせた考察

以上の考察を質問紙調査の結果と重ね合わせる

と，D社経営者は，質問紙調査では「自己の実現」

の値が低いにもかかわらず，インタビュー調査の

SCAT分析からは自己存在に対する肯定感と自己受

容性が強く現れている。また，M社経営者は質問紙

調査では「他者への関与」の値が低いにもかかわら

ず，インタビュー調査のSCAT分析からは他者尊重

と他者受容性が強く現れている。これは一見矛盾す

る結果であり，また，D社経営者の「他者への関与」

とM社経営者の「自己の実現」についても要因を

整理し分析を深める必要があると考えられる。

そこで，以下に，質問紙調査結果をD社経営者と

M社経営者の軸と「自己の実現」と「他者への関与」

の軸のマトリックスの４象限とし，各象限ごとに

「3.1インタビュー調査の分析結果と考察」と合わせ

要因分析と考察を行う。

⑴　D社経営者の「自己の実現」

質問紙調査では，「自己の実現」の合計値は低い

が，その一部である質問９（業績の維持向上の自信）

が高い値を示している。

インタビュー調査（図表５の番号３，４，６）によ

れば，「自己の実現」の値が低い理由を問うたとこ

ろ，D社経営者は，経営哲学は文言ではなく自分そ

のものと捉え，自分自身は自然の摂理に従って生き

るしかなく，その結果は自分が評価するところでは

なく他者（社員）が評価した通りのものであると考

えるため，意識的に低い値にしたと言う。このこと

から，質問紙調査の「自己の実現」の値が低いこと

は自分自身の経営哲学への自信，経営判断への自信

が消極的であると解するのではなく，自分の行動の

結果は全てそのまま受け入れると言いう強靭な自己

受容性であり，自分の行動が自然の摂理に沿った行

動か否かは結果として現れ，自然の摂理に沿った行

動をすれば必ず良い結果が生じるという確信であ

り，自信と解するべきであると考えられる。インタ
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ビュー調査のSCAT分析からは自己存在に対する肯

定感と自己受容性が強く現れており，これと符合す

る。

質問９（業績の維持向上の自信）が高い値を示し

ているのは，その理由について問うた回答（図表５

の番号４）の通り，自分自身は逆境に強いタイプで

あり，危機に直面すると責任感が強くなり，この危

機を通して成長してきたという実感からくる自信で

あると解することができる。

⑵　D社経営者の「他者への関与」

質問紙調査では，「他者への関与」の値は高い値

を示している。

インタビュー調査（図表５の番号１，２，６）によ

れば，幼少期に沁み込んだ「山川草木悉有仏性」と

いう仏教思想から全ての人に仏が宿るという思い

が，中年社員を丁寧に教え育てた経験を思い出した

ときに，社員を家族のように考えることに結実し

た。その現れと解すると共に，社員数が数十人規

模と少ないことも影響し，社員とのコミュニケー

ションがとりやすく，経営理念の浸透も社員からの

フィードバックを感じる機会があり自分自身のあり

方と考え方が社員に受け入れられていると実感して

いると考えられる。

この家族的経営による安心感の下で，社員一人ひ

とりが技術を高め，高い技術力を生かした独自性の

高いサービス提供を実現していると推察される。

⑶　M社経営者の「自己の実現」

質問紙調査では，「自己の実現」の値は高い値を

示している。

インタビュー調査（図表６の番号1,2,６）によれ

ば，「人間として正しいかで判断する」ことと「動

機善なりや，私心なかりしか」と考え行動すること

は宇宙の意志に沿っており，この二つのことさえ実

行できれば，全てはうまく行くと確信しており，ゆ

るぎない自信につながっている。質問紙調査の結果

はこのことの現れと考えられる。M社経営者におい

ては，先行の経営者哲学が自らの思考と行動の根拠

となっており，安心の源であり，力の源泉となって

いる。なお，M社経営者は，「宇宙」というよりも

「神」であると言い，先行する経営者哲学を自分に

合う言葉に変換している。

⑷　M社経営者の「他者への関与」

質問紙調査では，「他者への関与」の値は低い値

を示している。

インタビュー調査（図表６の番号3,４）によれば，

社員の契約形態も多様で，一寸気に入らないとすぐ

辞める世相もあり，経営理念の浸透と社員の定着率

が低い。これには社員数が一千人規模と多いことも

影響していると考えられる。

しかし，先行する経営者哲学とは異なり18，社員

に対しては「性悪説」で対応すると言う。これは性

善説で対応すると，社員が問題を起こした場合，そ

れは社員の問題であるとして「他責」の対応を誘引

するが，性悪説で対応すれば社員が問題を起こして

も，それは自分の教育や支援が十分でなかったとし

て「自責」の対応を誘引すると考えている。どこま

でも「自責」でありたいという思いの現れであり，

社員への深い愛情の現れである。質問紙調査では，

「他者への関与」が低い値を示しているが，これは

多大な社員数，様々な契約形態，社会の世相の影響

によるもので，実態は，宇宙真理に従って行動する

限り物事は必ずうまく行くという強い信念を基に，

世相や事業環境を受入れ，深い愛情をもって社員に

対している強靭な受容性を持った姿が浮かび上が

る。インタビュー調査のSCAT分析からは他者尊重

と他者受容性が強く現れており，これと符合する。

この社員への深い愛情に根差した社員尊重と社員

への感謝の念は，M社ホームページの経営者のメッ

セージに明確に示され，社内外の知るところとなっ

ている。社員においては，経営者のメッセージと日

頃の社員尊重の行動に心を動かされ，モチベーショ

ンが高められていると推察される。

以上⑴から⑷を表にしたものが，図表７である。

ここからさらに次のことが言える。

１．経験による自己受容性の強化（図表７中①）

経験に基づく成長実感が自己受容性を強化する。

２．先行する経営者哲学以外の影響（同②）

先行する経営者哲学以外に，幼少期に教諭された

仏教思想などの影響を受ける。
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３．社員数の影響（同③）

「他者との関与」については，社員数の影響を受

け，社員数が少ないと「他者との関与」について良

好な結果をもたらす影響がある。社員数が多い場合

は，良好な結果となりづらいが，それと反して，経

営者の意識は先行する経営者哲学による自己肯定感

を基に強靭な他者受容性を持つ場合がある。社員数

の他に，世相や雇用形態の多様性も「他者との関与」

についての影響要因となる。

４．自らの経営者哲学への変換（同④）

先行する経営者哲学をそのまま受け入れるのでは

なく，自らの観念に従って自らに合った形，言葉で

自らの経営者哲学を確立する。

５．独自の経営者哲学の樹立（同⑤）

他者尊重，他者受容の思索を深め，他責を回避し

自責とするなどの独自の経営者哲学を樹立する。

SCAT分析の特徴である一般性，普遍性の抽出に

ついて考察すると，D社経営者とM社経営者それぞ

れの条件下で，それぞれに一般性，普遍性の抽出が

できたと考えて良いが，相互の関係性において一般

性，普遍性を抽出できたとは言えない。即ち，経営

者哲学の形成過程が幼少期の日頃からの説諭であれ

ば自己肯定が強く現れ，事業活動期の自己変革を伴

う形成過程であれば他者受容が強く現れるという関

係性の一般化は，分析対象者の範囲を広げて検証が

なされる必要がある。この関係性の一般化はそれぞ

れの経営者のおかれた条件を外すことになるからで

ある。

このことを翻って解釈するならば，本研究によ

り，先行する経営者哲学の影響が明らかになる他，

「経営者哲学の形成過程が自己肯定と他者受容の現

れ方に影響を及ぼす」という仮説を立てることがで

きる。

なお，今回の研究の成果は，調査対象を経営者団

体Zに属する経営者としたことから，経営者団体Z

に限る成果と言える。

４．結論

本研究により，経営者団体Zについて，先行する

経営者哲学が後続の経営者の人間形成において，自

律性と安心感，自己肯定感と自己受容性，他者尊重

と他者受容性の醸成に影響を与えることを示した。

さらに，経験や先行する経営者哲学以外の思想，

社員数，時代変化，世相，事業環境の影響を受け，

自らの観念への変換や自らの経営者哲学の樹立がな

されることを示した。

この結果，先行する経営者哲学が宗教に代わる観

点として経営者の養成に活用される糸口を創出する

と共に，経営者哲学の研究に発達心理学のフレーム

を活用するという方法論の拡大を示すことができ

た。

また，自己肯定感と自己受容性，他者尊重と他者

受容性への影響の現れ方には，経営者哲学の形成過

程が関係しているという仮説を立てることができ

た。

経営者団体Zの範囲に留まらず，この仮説の検証

ができれば，経営者の養成には幼少期からの経営者

哲学の教諭が有効であるなどの具体的な養成方法の

開発につなげ得る。あるいは，その検証を通して，

自己肯定と他者受容の関係性など新たな知見を得る

ことが期待できる。

本研究では，経営者の人間形成が経営行動と実績

をもたらす礎となると考え，人間形成に与える影響

を中心に情報収集を行い，分析を行ったが，先行す

る経営者哲学の後続の経営者の人間形成に与える影

響に留まらず，その結果としての経営行動と実績

（例えば，社員の態度変化や会社の利益向上など）

への効果をより詳しく示すことができれば，先行す

る経営者哲学の有効性をさらに示すことができる。

私はもとより，多くの研究者の参画を待ちたい。
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図表５　SCAT分析（D社経営者）

（出典：筆者作成）
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図表６　SCAT分析（M社経営者）

（出典：筆者作成）
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注

１　村島（1940）による。

２　グンゼのホームページ「脈々と受け継がれる経営理

念」による。

３　総務省統計局統計ダッシュボードのデータに基づく。

４　永野（2015, p.290）は，「経営哲学」は経験科学的要

因と形而上学的要因を含む，とし，本論文ではこの形而

上学的要因に着目した。

５　段階的ではなく，生涯をかけて人間形成がなされて

いくというフレームには，岡本（2005, pp.27-29）が示す

「自己の実現」と「他者との関与」の統合のフレーム以

外に，岡本（2005, pp.223-224）が示す「人間に内在する

子ども文化」と「社会文化」の対抗のフレームがあるが，

本研究にはなじまないと考えた。

６　Harris et al. （2015 （小山他訳，2019, p.12））は，発達心理

学では，成人となった私たちがどの様にして形成されてき

たのか，いかにして私たちは周りの世界についての知識を

学習し，それを得たのか，私たちの性格や能力や社会的ス

図表７　質問紙調査とインタビュー調査を統合した分析

（出典：筆者作成）

キルはいかにして形成されたのかを問う，とする。

７　管見の限り英語圏の研究で，先行する経営者哲学の

後続の経営者に与える影響を発達心理学のフレームで分

析するものはない。英語圏の論文で関連性のある研究と

して，Woods et al. （2011）があるが，儒教が経営者の倫

理的な自己規制行動に与える影響に関する論文であり，

本論文とは目的が異なり，発達心理学のフレームで分析

する必要性がなく，意図を持たない。

８　管見の限り日本語および英語圏の研究で，先行する

経営者哲学の後続の経営者に与える影響を「自己の実現」

と「他者との関与」のフレームで直接的あるいは間接的

に記述する研究はない。

９　経営者団体Zは，先行する経営者の一人である稲盛和

夫が経営のあり方を若手経営者に教える経営塾であり，

稲盛自身が経営者哲学を抱き，会員塾生にもそれを教え

説いていることから ，稲盛の説話の影響を受け会員経

営者において経営者哲学を抱いている可能性が高いと考

え対象とした。会員塾生が稲盛の経営者哲学に触れる機
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会として，具体的には，管見の限り，稲盛は自著である

稲盛（2001），稲盛（2019）に自らの経営者哲学を詳述

し，また，経営塾の塾長講話などにおいて説話し，その

様子は経営塾の塾報において記事化され塾生に頒布され

ている。筆者が調べた塾報75冊（48～59号，93～117号，

119～156号）の内，20冊（50号，53号他）（約27%）に

稲盛の経営者哲学についての記述がある。塾報54号によ

れば，1994年ごろから経営者哲学について塾生に説き始

めたとされている。なお，実団体名は公表しない条件で

協力戴いたため，団体名はアルファベット表記とした。

10　管見の限り日本語および英語圏の研究で，企業経営

者に対する経営についての意識調査において，発達心理

学のフレーム（「自己の実現」と「他者との関与」の統

合）で質問する先行研究はなかったため，設問内容につ

いては独自に案出した。その際，他者との関与に関する

設問（質問２～６）については，「他者の存在」をどの

ように捉えているのかが際立つように，他者との関係性

のあり方とその結果の状況について，社員に対する経営

課題（社員とのコミュニケーションの程度，定着率など）

とすり合わせ，案出した。自己に実現に関する設問（質

問７～９）については，「自己の存在」をどのように捉え

ているのかが際立つように，自己への信頼とその結果の

状況について，経営者自身の経営課題（経営哲学の樹立，

経営判断など）とすり合わせ，案出した。

11　ウェブアプリケーションを利用して質問紙の配布，

回収を行った。

12　実会社名は公表しない条件で協力戴いたため，質問

11の回答である会社名はアルファベット表記とし，質問

12，13の回答者名と連絡先は，回答の有無を表記した。

13　本研究で2021年の調査を対象としているのは，調査

実施後に，分析手法の検討，分析結果の考察に時間を要

したためである。

14　SCAT分析は，大谷尚により開発された質的研究の一

方法であり，主にインタビュー調査などで得られた調査

対象者の語り言葉の内容分析に活用される。

15　「特性」の意と思われるが，原典（大谷，2019）のま

ま「特製」の表記とした。

16　会社名を特定できないよう，最小限の情報にとどめる。

17　インタビューにおける回答の記載（「テクスト欄」）

については，回答企業名，経営者名を特定できないよう

にするために，また，第三者の誹謗中傷とならないよう

にするために，一部の文言を伏字，記号表記，言い換え

表記としたが，趣旨が変わるような表記変更は行ってい

ない。

18　稲盛の人間観は性善説であるとする（吉田，2018, 
p.37）。
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研究紀要』第４号，pp.99-150
吉田健一（2018）「稲盛経営哲学を構成する主要な要素」

『鹿児島大学稲盛アカデミー研究紀要』第８号，pp.29-50
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編集後記

本号は，寄稿論文１編，投稿論文４編（論文３編，研究ノート）が掲載されています。寄稿論文には，現在，

公共政策研究科が重点的に取り組んでいるアカデミックライティングを題材として論文を西谷内先生にご寄稿

いただきました。投稿論文については，当初６編が投稿されました。その後，各論文に対して，本研究科教員

二人による査読が行われ，うち５編に対して，修正提出が行われ，再査読が行われました。その際には査読を

担当された先生方からは，丁寧なご対応をいただきました。厚く御礼申し上げます。

「公共政策志林は，社会人学生が多く，かつ幅広い学問領域で構成される本研究科において，重要な研究成

果報告の場となっています。また，博士論文申請の前提条件の査読付き投稿論文の２編のうちの１編とするこ

とができる位置づけとなっています。そのため，在学生・修了生同士が研究成果を共有することができる貴重

な場です。今後はさらに積極的な投稿を期待しています。

また，発行にあたり，編集委員を担当された杉野先生，多田先生，大学院事務課の皆様にはご尽力いただき

ました。感謝いたします。

 編集委員長　杉崎和久
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